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令和３年せたな町議会決算審査特別委員会 第１号

令和３年９月１３日（月曜日）

○議事日程（第１号）

１ 会議録署名委員の指名について

２ 委員長の互選について

３ 副委員長の互選について

○出席委員（１０名）

委 員 長 熊 野 主 税 君 副委員長 吉 田 実 君

委 員 桝 田 道 廣 君 委 員 橋 本 一 夫 君

委 員 道 高 勉 君 委 員 大 湯 圓 郷 君

委 員 横 山 一 康 君 委 員 石 原 広 務 君

委 員 平 澤 等 君 委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（０名）

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

主 事 補 大 辻 省 吾 君
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開会 午後０時４５分

○臨時委員長（菅原義幸君） 委員会条例の定めるところにより、臨時に委員長の職務を行い

ます。

よろしくお願いいたします。

委員全員が出席しており定足数に達しておりますので、本特別委員会は成立しました。

よって、これによりせたな町議会決算審査特別委員会を開会いたします。

直ちに会議を開きます。

整理番号第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員には、臨時委員長におい

て道高勉委員、大湯圓郷委員を指名いたします。なお、この指名は本特別委員会開会中の指名

といたします。

整理番号第２、委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。全員協議会で確認のとおり投票により行います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異議なしと認め、委員長の互選方法は投票で行うことに決しま

した。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただいまの出席委員は１０名です。

次に立会人を指名いたします。

臨時委員長において、立会人に横山一康委員、石原広務委員を指名いたします。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票用紙の配付漏れございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 配付漏れはなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

（投票箱点検）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。窓側の席の吉田委員から順次投票願います。

（投 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れはありませんか。

（「はい」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れなしと認めます。
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これで投票を終わります。

これから開票を行います。

横山委員、石原委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち有効投票１０票、無効投票ゼロ票です。

有効投票のうち熊野委員１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして熊野委員が委員長に当選されまし

た。

会場の出入口を開きます。

（委員会室開鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただ今委員長に当選されました熊野委員が会場におられますの

で、当選の告知をいたします。

熊野委員に申し上げます。委員長に就任承諾のご発言をお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 皆さんの推を受けて特別委員会委員長を引き受けることになりまし

た。変則的な審議日程にはなると思いますが、皆様方の協力を得て無事終了したいと思います。

ご協力方よろしくどうぞお願いいたします。

○臨時委員長（菅原義幸君） これで臨時委員長の職務は全部終了いたしました。

ご協力ありがとうございます。

熊野委員長と代わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後０時５５分

再開 午後０時５６分

○委員長（熊野主税君） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。

整理番号第３、副委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。

副委員長の互選方法も投票により行いたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認め、副委員長の互選方法も投票で行うことに決しました。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○委員長（熊野主税君） ただ今の出席委員は１０名です。



- 4 -

次に立会人を指名いたします。

委員長において立会人に横山一康委員、石原広務委員を指名いたします。

投票用紙を配付します。

（投票用紙配付）

○委員長（熊野主税君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱の点検をいたします。

（投票箱点検）

○委員長（熊野主税君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。窓側の席、吉田委員から順次投票をお願いいたします。

（投 票）

○委員長（熊野主税君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 投票漏れなしと認めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。

横山委員、石原委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○委員長（熊野主税君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち有効投票１０票、無効ゼロ票です。

有効投票のうち吉田委員１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして吉田委員が副委員長に当選されま

した。

会場の出入り口を開きます。

（委員会室開鎖）

○委員長（熊野主税君） ただ今副委員長に当選されました吉田委員が会場におられますので、

当選の告知をいたします。

吉田委員に申し上げます。副委員長に就任承諾のご発言をお願いいたします。

○副委員長（吉田 実君） ご指名いただきました。熊野委員長の少しでもお手伝いになれば

と思います。

よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 本日の本特別委員会はこれで休会といたします。
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再開については追ってお知らせいたします。

以上で本日の本特別委員会は散会いたします。

どうもご苦労さまでした。

散会 午後１時００分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。

令和４年１月１７日

臨時委員長 菅 原 義 幸

委 員 長 熊 野 主 税

署 名 委 員 道 高 勉

署 名 委 員 大 湯 圓 郷
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令和３年せたな町議会決算審査特別委員会 第２号

令和３年１０月２７日（水曜日）

○議事日程（第２号）

１ 認定第 １号 令和２年度せたな町一般会計歳入歳出決算について

○出席委員（９名）

委 員 長 熊 野 主 税 君 委 員 桝 田 道 廣 君

委 員 橋 本 一 夫 君 委 員 道 高 勉 君

委 員 大 湯 圓 郷 君 委 員 横 山 一 康 君

委 員 石 原 広 務 君 委 員 平 澤 等 君

委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（１名）

副委員長 吉 田 実 君

１．せたな町議会委員会条例第１９条の規定により、議長を通じて説明のため出席を求めた者は次

のとおりである。

町 長 高 橋 貞 光 君

教育委員会教育長 小 板 橋 司 君

農 業 委 員 会 会 長 原 田 喜 博 君

選挙管理委員会委員長 大 坪 観 誠 君

代 表 監 査 委 員 残 間 正 君

監 査 委 員 本 多 浩 君

（１）町長の委任を受けて出席する説明員

副 町 長 佐 々 木 正 則 君

総 務 課 長 原 進 君

まちづくり推進課長 佐 藤 英 美 君

財 政 課 長 佐 野 英 也 君

税 務 課 長 濱 登 幸 恵 君

町 民 児 童 課 長 濱 口 喜 秋 君

認 定 こ ど も 園 長 伊 藤 悦 子 君

保 健 福 祉 課 長 樋 口 靖 君

農 務 課 長 河 原 泰 平 君

水 産 林 務 課 長 八 木 忠 義 君
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建 設 水 道 課 長 平 田 大 輔 君

会 計 管 理 者 髙 橋 純 君

国保病院事務局長 西 村 晋 悟 君

総 務 課 長 補 佐 小 林 和 仁 君

まちづくり推進課長補佐 阪 井 世 紀 君

財 政 課 長 補 佐 井 村 裕 行 君

税 務 課 長 補 佐 奥 村 大 樹 君

町民児童課長補佐 中 川 譲 君

認定こども園副園長 國 井 美 千 代 君

保健福祉課長補佐 浜 高 正 明 君

保健福祉課長補佐 藤 谷 知 昭 君

地域包括支援センター所長 長 内 京 君

農 務 課 長 補 佐 吉 田 有 哉 君

大成水産種苗育成センター副所長 栄 田 武 志 君

建設水道課長補佐 金 澤 喜 嗣 君

建設水道課長補佐 鈴 木 涼 平 君

国保病院事務局次長 手 塚 清 人 君

総 務 課 主 幹 中 山 康 春 君

総 務 課 主 幹 斉 藤 哲 章 君

まちづくり推進課主幹 松 原 孝 樹 君

まちづくり推進課主幹 伊 藤 哲 史 君

まちづくり推進課主幹 竹 内 亜 希 子 君

税 務 課 主 幹 小 林 朱 央 君

町 民 児 童 課 主 幹 黒 澤 美 知 子 君

保 健 福 祉 課 主 幹 古 守 亜 珠 君

保 健 福 祉 課 主 幹 垣 本 利 子 君

保 健 福 祉 課 主 幹 伊 瀬 亮 君

地域包括支援センター主幹 今 川 勇 吾 君

農 務 課 主 幹 斉 藤 真 君

水 産 林 務 課 主 幹 山 本 亨 君

水 産 林 務 課 主 幹 藤 井 卓 也 君

建 設 水 道 課 主 幹 川 上 佳 隆 君

建 設 水 道 課 主 幹 桑 田 一 良 君

出 納 室 主 幹 山 川 彩 子 君

国保病院事務局主幹 三 浦 三 津 枝 君

国保病院事務局主幹 近 藤 智 博 君
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職 員 厚 生 係 長 尾 野 裕 也 君

地 域 生 活 係 長 岡 島 譲 二 君

情 報 管 理 係 長 又 村 智 君

財 政 係 長 稲 船 洋 志 君

課 税 係 長 竹 内 佑 輔 君

戸 籍 年 金 係 長 西 田 幸 恵 君

環 境 衛 生 係 長 原 田 宰 君

児 童 福 祉 係 長 林 亮 輔 君

障 が い 福 祉 係 長 平 田 慎 太 郎 君

保 健 推 進 係 長 安 藤 麗 香 君

包 括 支 援 係 長 大 久 保 麻 未 君

地 域 支 援 係 長 金 澤 早 苗 君

地 域 支 援 係 長 田 畑 貴 子 君

農 政 係 長 大 庭 啓 君

業 務 係 長 北 山 典 孝 君

水 産 係 長 油 谷 好 彦 君

業 務 係 長 池 田 裕 之 君

建 築 係 長 高 橋 真 一 君

水 道 係 長 大 野 秀 幸 君

住 宅 係 長 吉 田 一 也 君

庶 務 係 長 村 井 貴 大 君

《大成支所》

支 所 長 杉 村 彰 君

次 長 佐 々 木 正 人 君

大成診療所事務長 古 守 幸 治 君

主 幹 藤 谷 希 君

大 成 保 育 園 長 浜 高 あ け み 君

住 民 係 長 撫 養 和 伯 君

福 祉 係 長 河 野 葉 子 君

《瀬棚支所》

支 所 長 神 田 昌 君

養護老人ホーム三杉荘所長 横 川 忍 君

次 長 増 田 和 彦 君

養護老人ホーム三杉荘次長 平 賀 英 治 君

主 幹 谷 川 一 志 君

主 幹 栗 谷 一 樹 君
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瀬 棚 保 育 所 長 沼 口 恵 子 君

福 祉 係 長 稲 船 奈 穂 子 君

（２）教育委員会教育長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 優 君

次 長 古 畑 英 規 君

次 長 杉 村 輝 明 君

主 幹 長 内 解 人 君

主 幹 尾 野 真 也 君

学 校 給 食 係 長 山 崎 英 人 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 西 田 良 子 君

農 地 係 長 小 池 秀 樹 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君

書 記 次 長 小 林 和 仁 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

主 事 補 大 辻 省 吾 君
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再開 午前１０時００分

○委員長（熊野主税君） おはようございます。

吉田副委員長から欠席の届け出がありました。

定足数に達していますので決算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

これより、本委員会に付託された令和２年度各会計歳入歳出決算の認定第１号から認定第１

１号までの審査に入ります。

お諮りいたします。

議案配付から相当期間が経過しており、各委員におかれましては内容を十分調査されている

ものと思いますので、説明は配付済資料、決算に係る主要な施策の成果に関する報告書により、

副町長、財政課長、税務課長に概要説明を求め、一般会計の審査は、歳出から配付済資料の報

告書により２款ごとに担当課長の説明を求め、質疑を受け、２款ずつ進めることといたします。

続いて歳入については説明は求めず、歳入全款一括で質疑を受け、終了後、歳入歳出全款一

括で質疑を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。また特別会計も歳入の説明は求めず、

歳出は配付済み資料の報告書により全款一括担当課長の説明を求め、質疑は歳入歳出全款一括

で質疑を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認め、そのように取り進めることに決しました。

説明員に申し上げます。説明及び答弁は、挙手を行い発言の許可を受けてから行ってください。

各委員の皆さんに申し上げます。質疑は発言許可のあと、質疑内容が明確になるよう決算書

あるいは資料のページを示してから簡略に発言するようにお願いいたします。

それでは、これより付託案件の審査に入ります。

決算に係る主要な施策の成果に係る報告書により、施策の成果等について副町長、財政課長、

税務課長に概要説明を求めます。

副町長。

○副町長（佐々木正則君） お手元の令和２年度決算に係る主要な施策の成果に関する報告書

でございます。

まず１ページ目でございます。令和２年度決算に係る主要な施策の成果でございます。令和

２年度の我が国の経済動向は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況

にあるが、緊急経済対策、令和２年度第１次、第２次補正予算の効果も相まって持ち直しの動

きが見られる。他方、経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、経済の回復は道半ば

である。

こうした中、政府は、感染症の拡大防止、ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の

実現、防災、減災、国土強靱化の推進など安全、安心の確保を柱とする総合経済対策を策定し、

令和２年度第３次補正予算の着実な執行とともに予備費を活用して支援を講じていくこととし
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ている。

さて、せたな町に目を向けますと、基幹産業である農業については、全道的に春先から好天

に恵まれ、農作業も順調に進み檜山地方においては、５月下旬並びに６月下旬から７月上旬の

低温はあるものの、基幹作物の水稲では、作況指数で北海道が１０６、檜山管内は１０２のや

や良の作柄となりました。ただ８月の高温の影響により、令和元年産と比べて、さらにタンパ

ク値の高い米が多く見られた年となりました。

水産業については、主要魚種であるスルメイカが、ここ数年に及ぶ不漁のなか資源量が急減

している模様で過去最低の漁獲量であり、さらには大宗漁業であるウニ、ナマコの水揚高も大

きく減少しました。サケ漁は、全道的な不漁の中でも好漁で推移し魚価高に恵まれましたが、

総体的に新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、水産物の消費構造が大きく変化し、そ

れに伴い魚価は下落、販売数量の減少、操業自粛など深刻な影響を受けました。

こうした厳しい状況の下、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、地域経済

の実情に応じて躊躇なく必要な経済支援などの取り組みを進めてきました。

新規事業としては、窓口ネットワーク整備事業、産業等活性化補助事業、水産物荷捌所改良

事業、雪寒機械更新事業など。継続事業では、本庁舎長寿命化改修事業、デマンドバス運行事

業、町道橋長寿命化修繕事業、防災行政無線デジタル化整備事業などの事業を実施してきたと

ころであります。

いまだに感染症終息の目途は立たず長期化となっている中、このように多岐にわたる施策を

展開できましたことは、ひとえに町民の皆様をはじめ、議員各位の温かいご理解、ご支援の賜

物であり、深く感謝を申し上げます。

令和３年度から普通交付税は一本算定に移行されますが、本町の身の丈を正確にとらえ、将

来の世代に過度の負担を先送りしない持続可能な行財政運営を進めるため、危機感をもって全

ての職員が一丸となって取り組んでまいります。

令和２年度予算の執行にあたっては、議決をいただきました趣旨に背くことなく、適正に執

行してきたところであり、ここに令和２年度の各会計決算の認定を求めるにあたり、主要な施

策の成果についてご報告を申し上げるものでございます。なお、各施策の内容につきましては、

２ページから１１ページに記載をしてございますが、朗読につきましては省略をさせていただ

きます。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 続きまして佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） それでは１２ページをお開き願います。令和２年度決算の健全化

判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率の内容につきましては、９月１３日開会の第３

回定例会におきまして、報告第１号、報告第２号で説明しておりますので説明を省略いたしま

すので、ご了承をいただきたいと思います。

次に３、令和２年度決算に係るせたな町の財政指標等でございます。財政力指数は、財政の

体力ゆとりを見るための指標で、基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値の３カ年平均
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値であります。この数値が１を超える場合は、普通交付税の不交付団体となり、１に近いほど

財政にゆとりがあることになります。令和２年度０．１５で前年度と同じ数値でありますが、

一般財源の多くを地方交付税に依存している状況でありますので、財政力が乏しい団体である

と言えます。経常収支比率は財政の弾力性を見るための指標で、人件費、扶助費、公債費など

のように、毎年経常的に支出される経費に充てられた一般財源が、町税、普通交付税など毎年

経常的に収入される一般財源に占める割合で表します。この割合が低いほど財政にゆとりがあ

り柔軟な対応がとれることになります。この比率が７０％から８０％が望ましい数値とされて

いますが、令和２年度８７．７％で、前年度８７．５％より０．２ポイント上昇しており、昨

年に引き続き適正とされている数値を超えているところであります。この主な要因は、会計年

度任用職員による人件費の増及び経常一般財源である普通交付税の減額によるものであります。

次に公債費負担比率は、１５％を超えると警戒ライン、２０％を超えると危険ラインとされ

ている指標でございます。この指標は一般財源総額に対し、公債費の償還がどの程度の割合に

なっているかを示したもので、数値が低ければ低いほど財政運営に弾力性があり、町が独自に

使えるお金があることを示すものでございます。令和２年度は１６．１％で、前年度１６．７％

でありますので０．６ポイント改善されておりますが、警戒ラインの１５％を超えているとこ

ろでございます。この主な要因としましては、公債費の償還額の減少によるものであります。

引き続き健全な財政運営に心がけていかなければならないものと考えております。

税徴収率につきましては、現年度分の徴収率が９０％未満になりますと一部の起債が制限さ

れます。令和２年度は９９．３％と前年度より０．４ポイント改善されております。

次に１３ページでございます。第１表令和２年度各会計別歳入歳出決算額総括表でございま

す。特別会計と病院事業会計につきましては、後ほど会計ごとに説明をいたしますので一般会

計についてご説明いたします。令和２年度一般会計の収支差引額は２億８，６６５万９，００

０円の歳計剰余金でございます。この剰余金につきましては、備考欄に記載のとおり新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業などに係る繰越明許費の１，１１９万円の一般財源を翌

年度に繰り越ししますので、残りの２億７，５４６万９，０００円、このうち剰余金の２分の

１以上の額１億４，５４６万９，０００円を基金条例第４条第２項の規定に基づき財政調整基

金に積み立て、残り１億３，０００万円を令和３年度に繰越しいたしました。

次に１４ページをお開き願います。第２表令和２年度一般会計款別決算額構成比調べてござ

います。歳入歳出の主なものについてご説明いたします。

はじめに歳入ですが、１款町税でございます。構成比は６．６％で前年度より０．５％低く

なっております。１０款地方交付税でございますが、構成比は５０．４％で歳入の５割以上を

占めてございます。前年度より３．２ポイント低くなっておりますが、決算額では９，９６５

万４，０００円の増となっております。この主な要因は、普通交付税の地域社会の維持、再生

に取り組める経費として地域社会再生事業費が創設されたことによる増と、合併算定替による

縮減額や特別交付税の減額が大きく影響したところでございます。１４款国庫支出金でござい

ますが、構成比は１６．９％で前年度４．５％より１２．４ポイント高くなっております。決
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算額では１２億７，５８２万２，０００円の増となっております。この主な要因としましては、

特別定額給付金事業補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費補助金

の増によるものでございます。１８款繰入金でございますが、構成比は１．７％で前年度より

８．３ポイント低くなっております。決算額では７億５，０２４万９，０００円の減となって

おります。この主な要因としましては、財政調整基金、産業振興基金、公共施設整備基金の繰

入減によるものでございます。２１款町債でございます。構成比は１０．６％で前年度より１．

７ポイント高くなっており、決算額では２億３，６５３万９，０００円の増となっております。

この主な要因は、防災行政無線デジタル化整備事業債、本庁舎長寿命化改修事業債、窓口ネッ

トワーク整備事業債の増によるものでございます。

続いて歳出でございます。２款総務費の構成比は、２３．９％で前年度より９．８ポイント

高くなっております。決算額では１０億５，０１０万６，０００円の増となっております。こ

の主な要因としましては、新型コロナウイルス対策費、特別定額給付金給付事業、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の増によるものでございます。

３款民生費の構成比は、１５．６％で前年度より２．９ポイント減少しております。決算額

では１億４，７５５万４，０００円の減となっております。主な要因は、北檜山恵福会運営事

業助成金、旧瀬棚養護老人ホーム三杉荘財産処分納付金などの減によるものでございます。

４款衛生費の構成比は、８．１％で前年度より１０．４ポイント減少しております。決算額

では２億５，３０７万６，０００円の減となっております。主な要因は、病院事業会計繰出金、

簡易水道事業特別会計繰出金、北部桧山衛生センター組合負担金の減によるものでございます。

８款土木費の構成比は、９．６％で前年度より１．６ポイント高くなっております。決算額

では２億１，３８０万５，０００円の増となっております。主な要因は、熱源供給施設改修事

業、町道橋長寿命化修繕事業、雪寒機械更新事業、普通河川兜野川改修事業、水産物荷捌所改

良工事によるものでございます。

９款消防費の構成比は、８．６％で前年度より１．１ポイント高くなってございます。決算

額では１億５，７３２万９，０００円の増となっております。主な要因は、防災行政無線デジ

タル化整備事業によるものでございます。

１１款公債費ですが、起債に対する元利償還金でございます。構成比は１２．３％で前年度

より１．４ポイント減少しております。決算額では４，１０３万５，０００円の減となってご

ざいます。

１２款職員給与費の構成比１３．６％で前年度より０．５ポイント高くなっております。決

算額では１億４，３５３万円の増となっております。主な要因は、令和２年度から導入されま

した会計年度任用職員の給与費の増によるものでございます。経常的な経費であります１１款

公債費と１２款職員給与費を合わせますと、構成比で２５．９％を占めているところでござい

ます。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 次に濱登税務課長。
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○税務課長（濱登幸恵君） 続きまして１５ページの令和２年度町税収納状況についてでござ

います。表の令和２年度の徴収率で説明させていただきます。まず町民税でございますが、こ

れは個人分と法人分を合わせたもので、徴収率は現年度分は９９．２％、滞納繰越分２４．３％、

合計で９５．５％でございます。

次に固定資産税、現年度分が９９．３％、滞納繰越分が１５．６％、合計９４．２％でござ

います。

次に軽自動車税でございますが、これは環境性能割と種別割を合わせたもので、現年度分９

９．７％、滞納繰越分４４．４％、合計９８％でございます。

町たばこ税と入湯税につきましては、現年度１００％でございます。

次に国民健康保険税でございますが、現年度分が９７．８％、滞納繰越分が２２．６％、合

計８４％でございました。税の合計では、現年度分９８．９％、滞納繰越分２１．６％でござ

いまして、合計では９２．２％、前年度と比較しまして１．１％の上昇という状況でございま

す。

続いて１６ページでございます。令和２年度町税及び国民健康保険税の不納欠損の状況につ

いて説明いたします。第３表の２でございます。１の執行停止によるもの、これは地方税法第

１５条の７第４項関係でございまして、執行停止が３年間継続し、納税義務が消滅したもので

ございます。固定資産税が１件、国民健康保険税が４件、合計で５件、２０万７，２００円で

ございます。この執行停止による理由でございますが、生活保護により執行停止した者４名分

でございます。

次の２の執行停止、即時消滅によるものにつきましては、該当する者はございませんでした

が、例年、該当がない場合にも記載しているものでございます。

次に３の消滅時効によるもの、地方税法第１８条関係でございまして、これは５年の時効に

より納税義務が消滅したもの、また執行停止後３年を経過する前に時効を優先したものでござ

います。個人町民税が６件、固定資産税が１９件、軽自動車税が４件、国民健康保険税が７件、

合計で３６件、１０２万５，１３９円でございます。この消滅時効による理由でございますが、

生活保護世帯で執行停止中に時効となったものや、居所不明などにより折衝ができない状況が

続き時効になったものなど３１名分でございます。不納欠損につきましては、徹底した財産調

査や時効管理を適正に行い法令に基づいて滞納処理を実施しているところであります。

○委員長（熊野主税君） 次に佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 続いて１８ページでございます。第４表令和２年度末地方債現在

高調べでございます。この表は、一般会計における町債の目的ごとの現在高を示したものでご

ざいます。合計額でご説明いたします。令和元年度末現在（Ａ）欄ですが、８９億１，０１０

万１，０００円、令和２年度中に借入れた額、起債額Ｂ欄になりますが、これが１０億６，０

６３万９，０００円、令和２年度中に返済した額、償還額Ｃ欄になります。これが１１億４，

６２４万１，０００円となり、これを差引きますと令和２年度末の現在高は８８億２，４４９

万９，０００円となります。前年度に比べ８，５６０万２，０００円減少しております。減少
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した要因は、元金償還金より起債借入額が下回ったことによるものでございます。

続いて１９ページでございます。第５表令和２年度各会計起債償還に係る交付税算入でござ

います。起債償還額に対して交付税がどのくらい算入されているかを表したものでございます。

一般会計から公営企業病院会計までの元金、利子を合わせた全会計の償還額は、総計で１５億

５，９３１万９，０００円、これに対する交付税算入額は１０億２０８万５，０００円、算入

率は６４．３％であります。

続いて下段の第６票は、先ほどの第４表での一般会計分に係る地方債借入先別・利率別現在

高の状況でございます。令和２年度発行額Ｂ欄、いわゆる借入額は借入先別に１の財政融資資

金が１億８，１５０万円、５のその他の金融機関、いわゆる民間の金融機関が８億７，９１３

万９，０００円、合計で１０億６，０６３万９，０００円を借入れしております。令和２年度

償還元金額Ｃ欄は合計１１億４，６２４万１，０００円となっております。差引現在額Ｄ欄は

８８億２，４４９万９，０００円となります。償還利率につきましては、右側の利率別内訳を

見ていただければおわかりになると思いますが、利率の最も高いものが６．５％以下となって

おります。また３％以下の利率のものが合計で８８億１，９３４万２，０００円と大半を占め

ております。

続いて２０ページでございます。第７表年度末起債残高・元金償還金・借入額の推移でござ

います。一般会計分になります。折れ線グラフが起債残高になります。減少傾向となっており

ます。令和２年度末の残高は８８億２，４４９万９，０００円となっております。平成２７年

度に比べ２年度末では５億３３８万６，０００円の減少となっております。また償還額につき

ましても、起債残高の減少に伴いまして、平成２７年度末の元金償還額が１５億３，７２８万

８，０００円、利子償還額１億２，６６７万３，０００円、元利合計で１６億６，３９６万１，

０００円となっており、令和２年度では、元金償還額１１億４，６２４万１，０００円、利子

償還額５，０３３万９，０００円、元利合計で１１億９，６５８万円となっておりますので、

４億６，７３８万１，０００円減少しております。なお平成１９年度以降、毎年繰上償還をし

ており累計で約１１億６，０００万円を繰上償還したところでありますが、平成２８年度から

繰上償還を行っておりません。

次に年度別の借入額でございますが、黒い色の棒グラフになります。平成２９年度は１６億

７，５８０万円、この大きな伸びについては、平成２８年度の認定こども園新築事業が２９年

度に繰り越しされたためでございます。平成３０年度は１２億７，３００万円、これは瀬棚養

護老人ホーム三杉荘改築事業、本庁舎長寿命化改修工事、町民プール新築事業などによるもの

でございます。令和元年度は防災行政無線デジタル化整備事業、本庁舎長寿命化改修事業など

８億２，４１０万円となっております。令和２年度は防災行政無線デジタル化整備事業、本庁

舎長寿命化改修事業、窓口ネットワーク整備事業など１０億６，０６３万９，０００円となっ

ております。また償還額と借入額のバランスですが、棒グラフを見ていただきたいと思います

が、平成２９年度は２８年度の認定こども園新築事業が２９年度に繰り越しされたため、借入

額が償還額を上回っていますが、いずれの年度においても償還額より借入額が少なく推移して
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おります。

次に２１ページでございます。第８表各種基金運用状況でございます。基金の総合計欄で説

明いたします。令和元年度末の基金と備荒資金組合納付金の現在高は５９億２１２万４，６３

８円で、令和２年度末の基金残高は６１億１，３０５万９，３２２円でありまして、２億１，

０９３万４，６８４円増加しております。この要因は、社会福祉基金５，０００万円、生活交

通確保対策基金１億円、公共施設整備基金５，０００万円を積み立てしたことによるものでご

ざいます。

次に２２ページでございます。第９表債務負担行為の状況でございます。これも地方債と同

様に後年度に財政負担を生ずるものでございます。予算書に調書として明記しているところで

ありますが、債務負担行為限度額では、物件の購入等に関わるもの、その１の（３）その他の

物件の購入に係るもの１，２２３万１，０００円につきましては、印刷機及び公用車購入にか

かわるものでございます。３その他（１）利子補給等にかかわるもの１億５，５６１万３，０

００円については、農業基盤整備や新型コロナウイルス対策資金融資利子補給などであります。

（２）のその他３７万６，０００円は、産業担い手育成事業補助金であります。合計欄で債務

負担行為の限度額１億６，８２２万円は、前年度に比べ１，１２１万８，０００円増加してお

ります。令和２年度において支出された額は５１２万１，０００円となっております。その財

源内訳ですが、国庫支出金４２万円、その他財源９万４，０００円、一般財源が４６０万７，

０００円でございます。右側の部分は令和３年度から令和８年度までの支出予定額で、上段が

年度別の償還額、下段がその償還額に占める一般財源の額を表しております。合計欄を見てい

ただければおわかりのとおりで、令和３年度では３８６万６，０００円の支出予定額が、令和

８年度では１０７万５，０００円と年々減少する見込みとなってございます。

以上でございます。

よろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 概要説明を終わります。

整理番号第１、認定第１号令和２年度せたな町一般会計歳入歳出決算を議題とします。

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書２３ページからです。

総務費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） ２３ページでございます。決算書については４９ページからとな

ってございます。２款総務費、ふるさと応援寄附金推進事業、予算額８，５３１万５，０００

円、決算額７，９７１万５，０００円、財源内訳でございます。その他財源として７，９７１

万５，０００円、その他財源については全額寄附額となってございます。なお予算額の８，５

３１万５，０００円については、当初ふるさと応援寄附金の予定額１億８，２００万に対して

の経費でございます。なお決算額７，９７１万５，０００円については、同じく１億４，６２

２万６，０００円の寄附、決算額に対しての経費でございます。事業の効果等につきましては、

ふるさと応援寄附を行った寄附された方々に対して、特産品を贈呈し、寄附された方々の意向
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により担い手育成基金等の７基金に積立てを行ったものでございます。

次に本庁舎長寿命化改修事業、予算額１億８，５７４万３，０００円、決算額１億８，５７

３万１，０００円、財源内訳でございます。国道支出金９３０万円、地方債１億７，６３０万

円、一般財源が１３万１，０００円でございます。事業内容につきましては、建築主体工事と

いたしまして、地下の増設、エレベーター改修工事が５，１６４万５，０００円、電気設備工

事といたしまして、議場の放送設備、車路設備ＬＥＤ型信号灯の更新等でございます。３，５

２０万円でございます。機械設備といたしまして、冷温水管、換気扇等の更新、排気ダクトク

リーニング等で９，８８３万５，０００円でございます。

次に窓口ネットワーク整備事業、予算額１億１，４３７万８，０００円、決算額です。１億

１，４３７万８，０００円、財源内訳といたしまして、地方債１億８１０万円、一般財源６２

７万８，０００円でございます。事業の内容でございます。遠隔窓口システムを導入いたしま

した６８２万円、戸籍システムの更改２，１７８万円、行政情報ネットワーク機器の更改７，

８５４万円、遠隔窓口システム導入その２工事でございます。６７１万円となってございます。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 続きまして報告書の２４ページになります。決算書で

は５２ページからになります。広報せたな発行事業で決算額１６１万２，０００円で、全額一

般財源です。町広報紙の発行実績については記載の表のとおりで、事業効果については町政の

状況や取り組み、地区懇談会の結果、地域の話題や出来事などを掲載したことにより町政への

関心の高まりや地域の情報を広く周知に努めたものでございます。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして町有施設解体工事、工事請負費で決算額６，２８

８万７，０００円、財源内訳につきましては、地方債６，２８０万円、一般財源８万７，００

０円となっております。町有施設解体工事として、旧若松ポンプ室ほか、計１０施設を解体し、

施設の老朽化による周辺環境の悪化防止及び安全、安心な地域保全を図ったものであります。

○委員長（熊野主税君） 佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 続きまして、友好交流都市交流事業で決算額１１万２，

０００円で全額一般財源です。新型コロナウイルスの影響により、産品交流事業に変更して愛

知県豊山町の園児及び児童生徒を対象に実施し、当町からは、米、ななつぼしですけども１６

２キロ、馬鈴薯、男爵ですけども１０５キロの特産品を提供し、食のＰＲと町の魅力発信に努

めたものでございます。

続きまして２５ページになります。決算書では５７ページからになります。空家等除去事業

補助金で決算額５９４万円で、国道支出金２９７万円で、残額の２９７万円は一般財源です。

管理不良で倒壊や建築部材の飛散のおそれのある危険な空家等、特定空家と言われているもの

ですけれども、それを除去する事業で、事業の推移については記載の表のとおりで、危険な空

家等を除去することにより環境整備が図られたものでございます。
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続きまして、大成町民センター耐震改修工事実施設計業務で、決算額３６９万４，０００円

で、国道支出金１２３万１，０００円で、残り２４６万３，０００円は一般財源です。耐震診

断で不適合箇所があったことから改修工事の実施設計を行ったものでございます。

続きまして、大成町民センター長寿命化計画策定業務で、決算額６２４万８，０００円で、

その他財源として、全額公共施設整備基金です。施設の長寿命化を図るため、長寿命化計画を

策定したものでございます。

続きまして、地方創生推進事業で決算額５００万円で全額一般財源でございます。第２次せ

たな町創生総合戦略に基づく事業として産業等活性化補助金事業を実施し、申請のあった４件

の事業者に対し補助を行い、地域産業と地域の雇用の活性化に努めたものでございます。

続きまして、公共施設個別施設計画策定業務で、決算額３８５万円で全額一般財源でござい

ます。町保有の２８９棟の建物施設について、施設ごとに個別の管理運営に係る方針等の計画

を作成し、今後の施設の維持管理及び集約、再編、廃止などの方向性を示すことができたもの

でございます。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） ２６ページでございます。公共施設等防犯カメラ設置工事、決算

額１１０万円、全額一般財源でございます。事業内容につきましては、公共施設敷地内に防犯

カメラの設置を３台実施いたしました。

○委員長（熊野主税君） 続いて佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 続きまして、北渡島檜山４町地域連携推進協議会負担

金で、決算額２０万１，０００円で全額一般財源です。食と観光を切り口とした連携事業で、

令和２年度については新型コロナウイルスの影響によりほとんど事業が中止となったものでご

ざいます。

続きまして、地域公共交通活性化協議会負担金で、決算額２９２万１，０００円で全額一般

財源です。地域公共交通網形成計画に基づき檜山海岸線の実証運行調査を実施し、令和２年１

０月１日からデマンドバス運行を行ったものでございます。

２７ページになります。生活交通路線維持費補助金で決算額１，８３７万９，０００円で、

全額一般財源です。生活交通路線の久遠線、檜山海岸線の運行に係る欠損分の補助を行うこと

により、生活交通路線の維持に努めたものでございます。なお内訳につきましては記載の表の

とおりでございます。

続きまして、地域間幹線系統維持費補助金で決算額９８３万５，０００円で全額一般財源で

す。地域間幹線の瀬棚線の運行に係る欠損分を補助することにより、生活交通路線の維持に努

めたものでございます。

続きまして、通学定期運賃補助金で決算額６１１万１，０００円で全額一般財源です。檜山

北高等学校へのバス通学者の負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、デマンドバス運行事業費補助金で決算額１，５７１万７，０００円で全額一般

財源です。せたな町地域公共交通網形成計画に基づき、町内で実施するデマンドバス運行事業
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に対し補助し、効率的かつ継続的な公共交通体系の構築を図ったものでございます。なお実績

につきましては記載の表のとおりでございます。

２８ページになります。結婚定住奨励金で決算額１３０万円で全額一般財源です。結婚し定

住する１３組に対し商品券を交付することにより、定住の促進や未婚者の婚姻の奨励を図った

ものでございます。なお実績につきましては記載の表のとおりとなっております。

続きまして、移住定住促進住宅奨励金で決算額７５０万円で全額一般財源です。町内に住宅

を建設する者または住宅を購入する者に対し奨励金を交付し、移住定住の促進と地域経済の活

性化を図ったものでございます。実績については記載の表のとおりとなっております。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 次に特別定額給付金給付事業費、決算額７億７，５０７万３，０

００円、財源内訳でございます。国道支出金７億７，４０２万１，０００円、一般財源１０５

万２，０００円でございます。内容につきましては新型コロナウイルス感染拡大に伴い、家計

への支援を行うため新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業による経済支援でございます。

特別定額給付金につきましては、すみません訂正願います。令和２年でございます。令和２年

５月７日から令和２年８月６日までに給付してございます。給付率については９９．９％でご

ざいます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 続いて佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 続きまして主要施策効果表の別冊になります。新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業関係でございます。

１ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、１４目新型コロナウイルス対策

費、決算書では６０ページから６１ページです。事業の１番ですけども、プレミアム付商品券

発行事業補助金で、決算額２，７０７万９，４４４円で、国道支出金２，７０７万５，０００

円で、残り４，４４４円が一般財源でございます。ここで訂正をお願いしたいと思います。備

考欄の米印の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の２，７０７万円を２，７０

７万５，０００円に訂正をお願いしたいと思います。申し訳ありませんでした。

事業効果としては、新型コロナウイルスの影響により、経営状況が落ち込んだ商工会加入事

業者に対し一定程度経済効果が得られたものでございます。

続きまして、２番の休業要請支援協力金で、決算額９６０万円で全額国道支出金です。事業

効果として、休業要請により休業を行った４８事業者に対し、新型コロナウイルスの影響で落

ち込んだ経営状況に対し一定程度支援を行ったものでございます。

続きまして、１７目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費でございます。

決算書では６２ページから６４ページになります。１番、新型コロナウイルス感染症対応のた

めの財政拡充等事業（人件費）でございます。決算額２８万９，９１７円で、国道支出金２８

万円で、残り９，９１７円は一般財源です。事業効果として、新型コロナウイルス対策事業に

携わった職員に対し時間外手当を支給したものでございます。
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続きまして、２番のウイルス感染防止用物資購入事業で、決算額３８８万１，３５１円で、

国道支出金３８８万円で、残り１，３５１円は一般財源です。事業効果は、新型コロナウイル

ス感染症に備え、消毒液、マスク、フェイスカード、パーテーションや防護服などの物資の調

達を行い感染症対策に備えたものでございます。

続きまして３番、ウイルス飛散防止対策事業で、決算額１９０万２，２３０円で、国道支出

金１９０万で、残り２，２３０円は一般財源です。事業効果は、新型コロナウイルス感染症に

備え、飛散防止のパーテーションを購入し感染予防に備えたものでございます。

２ページになります。４番、新型コロナウイルス感染予防対策事業で、決算額３９万１，６

００円で、国道支出金３９万円、残り１，６００円は一般財源です。事業効果は、換気が十分

に図ることができない応接室や会議室などにウイルス、細菌を除去する装置を設置し、感染の

予防、防止を図ったものでございます。

続きまして５番、避難所感染対策用備品、決算額７２５万７，６９０円で、国道支出金が７

２５万円、残り７，６９０円は一般財源です。事業効果としては、避難場内の新型コロナウイ

ルス感染症対策の消耗品、備品を購入し、災害時に安心して避難できる体制整備を図ったもの

でございます。

続きまして６番、テレワーク環境等整備事業で、決算額２，６３２万８００円で、国道支出

金２，６３０万円で、残り２万８００円は一般財源です。事業効果としては、テレワーク環境

等整備により、自宅等で現行業務の継続やオンラインで関係機関と会議、打ち合わせが可能と

なり、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び住民サービス低下の防止を図ったものでござい

ます。

続きまして７番、プレミアム付商品券発行事業補助金で、決算額３，３７８万３，９７３円

で、国道支出金３，３７８万９３０円で、残り３，０４３円は一般財源です。事業効果として

は、新型コロナウイルスの影響により経営が落ち込んだ商工会加入事業者に対し、一定程度効

果が得られたものでございます。

続きまして８番、せたな産品販売ネット市場開設事業で、決算額４３３万８，４００円で、

国道支出金４３３万円、残り８，４００円が一般財源です。事業効果としては、インターネッ

ト通版サイトを活用し、セタナセレクションを開設し、せたな町の特産品の新たな販売機会を

創出し、コロナ禍で落ち込んだ事業者の支援を行ったものでございます。

続きまして９番、デマンドバス運行事業補助事業で、新型コロナウイルス感染症対応事業で、

決算額１，６０８万６，０５８円で、国道支出金１，６０８万円、残り６，０５３円が一般財

源です。事業効果としては、デマンドバス車両を大型化し密集を軽減することにより、感染リ

スクの低減を図ったものでございます。

３ページになります。１０番、観光宿泊者誘客促進事業補助金で、決算額８９６万７，２０

０円で、国道支出金８９６万円、残り７，２００円は一般財源です。事業効果としては、新型

コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、せたな割を実

施し、特に影響の大きい宿泊事業者の経営継続と観光産業に対し支援を行ったものでございま
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す。

１１番、まちなかバス運行事業で、決算額２４０万円で全額国道支出金です。事業効果とし

て北檜山市街地を一円するまちなかバスを試験的に運行し、新型コロナウイルスの影響により

売上げが低迷している町内商店の活性化を図り、北檜山市街地周辺から中心部への徒歩での移

動が困難な方々の移動手段を創設、町民の意向や移動ニーズを探ることができたものでござい

ます。

続きまして１２番、体温測定システム導入事業で、決算額２０４万５００円で国道支出金が

２０４万円、残り５００円は一般財源です。事業効果として、公営温泉浴場３箇所に非接触型

体温測定、顔認識システム装置の導入やイベント開催等に対応した体温計測カメラシステムを

導入し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とクラスター発生の防止を図ったものでござい

ます。

続きまして１３番、サテライトオフィス施設整備事業で、決算額９７万９，０００円、国道

支出金９７万円、残り９，０００円は一般財源です。事業効果として、コロナ禍において地方

移住への関心が高まっていることや、テレワークの活用で場所を選ばない働き方が普及してい

ること。また災害などからのリスク回避のために地方で開業も検討している事業者があること

から、旧馬場川小学校を整備し受入れ体制の整備を図ったものでございます。

続きまして１４番、檜山北高等学校分散登校に対する通学バス料金補助で、決算額１万５０

０円で、国道支出金が１万円、残り５００円は一般財源です。事業効果として５月に檜山北高

等学校が実施した分散登校の期間中に、通学バスを利用した料金の合計が１カ月のバス定期補

助金を受けたあとの負担額を超える者に対し差額支援し、３名の通学者の負担軽減を図ったも

のでございます。

１５番、新型コロナウイルス対策資金融資利子補給費補助金で、決算額６４万３，０８５円

で、国道支出金６４万円、残りの３，０８５円は一般財源です。事業効果として、新型コロナ

ウイルス感染症の流行により経営に支障が生じている町内商工事業者が、国及び北海道の融資

制度を受けた利息などの全額に対し補給し経営の改善を支援したものでございます。

４ページになります。１６番、商工事業者新型コロナウイルス感染症対策補助金で、決算額

３，１４４万４，０００円で、国道支出金３，１４４万円で、残り４，０００円は一般財源で

す。事業効果として、商工事業者が行う３密対策や飛散拡大防止対策のための施設改修、設備

導入に対する補助及び国が実施する生産性革命推進事業等の各種補助に対する上乗せ補助を実

施し、町内事業者の感染リスク低減に係る経費の支援をしたものでございます。

１７番、せたな町商工事業者等経営持続化給付金で、決算額７００万円で全額国道支出金で

す。事業効果として、国の持続化給付金の対象とならなかった商工事業者等に対し給付金を給

付し、支援をしたものでございます。

１８番、新型コロナウイルス感染リスク低減支援金事業で、決算額５，６８０万円で全額国

道支出金です。事業効果として新型コロナウイルスの影響で経営状況が落ち込んだ各産業の事

業者に対し、一定程度経済的支援をしたものでございます。
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続きまして１９番、都市部に住んでもせたな食堂で、決算額５２万３，２６２円で、国道支

出金５２万円、残りの３，２６２円は一般財源です。事業効果として都市部の飲食店における

当町の食材の送料を町が負担することにより、食材のＰＲや生産者の所得向上、観光ＰＲを支

援したものでございます。

続きまして２０番、漁業経営維持支援金で、決算額１，７７１万円で全額国道支出金です。

事業効果として、新型コロナウイルスの影響で経営状況が落ち込んだ漁業者に対し、一定程度

経済的支援をしたものでございます。

続きまして２１番、漁業経営継続緊急支援事業補助金で、決算額４５万円で全額国道支出金

です。事業効果として、ひやま漁協が北海道の支援策である漁業経営継続緊急支援事業を活用

し、大型魚箱を購入するにあたり支援したものでございます。

５ページになります。２２番、養殖漁業経営継続補助金で、決算額４２５万６，０００円で

全額国道支出金です。事業効果として新型コロナウイルスの影響を受けているホタテ養殖漁業

者に対し経営継続をさせるため資材購入代や種苗代などに支援を行ったものでございます。

続きまして２３番、農業事業者経営継続事業で、決算額２，４９５万９，０００円で、国道

支出金が２，４３８万１，０００円で、残り５７万８，０００円は一般財源です。事業効果は、

農林水産省が実施する経営継続事業の国庫補助を超える事業費について支援を行い、農業者の

経営を支援したものでございます。

続きまして２４番、農業生産基盤経営継続補助金で、決算額６７５万９，０００円で、国道

支出金が６７５万円、残り９，０００円は一般財源です。事業効果としては、小規模な農地、

農業用施設の補修事業に対し補助を行い、強い生産基盤の確立、経営継続を図ったものでござ

います。

続きまして２５番、ふれあいプラザ多目的ホール換気空調設備整備工事で、決算額２，９４

８万円で全額国道支出金です。事業効果は住民の多くが集まる多目的ホールに換気設備及び空

調機システムを整備し換気を促進させ、感染拡大の防止を図ったものでございます。

続きまして２６番、瀬棚町民センター換気空調設備等整備工事で、決算額１，７００万６，

０００円で、１，７００万円は国道支出金、残り６，０００円は一般財源です。事業効果とし

ては、住民の多くが集まる大集会室や会議室など密閉を回避するための換気空調を整備し、簡

易カーテンを設置し、集会の規模に見合ったソーシャルディスタンスの実現を図ったものでご

ざいます。

続きまして６ページになります。２７番、大成町民センター換気空調設備改修工事１階和室

でございます。決算額１４３万円で全額国道支出金です。事業効果としては、住民の多くが集

まる１階和室に密閉を回避するため換気空調を整備し、地域での感染予防対策を充実させたも

のでございます。

続きまして２８番、新北海道スタイル支援事業で決算額４，０９６万８，７６１円で、国道

支出金が４，０９６万円、残り８，７６１円は一般財源です。事業効果としては、町民１人に

対し商品券５，０００円分を配布し、マスクや消毒液などの購入の支援をしたものでございま
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す。

続きまして２９番、敬老祝品贈呈事業で、決算額１６８万５，４９１円で国道支出金が１６

８万円、残り５，４９１円が一般財源です。事業効果としては、中止となった敬老会の参加者

に対し、毎年贈呈している記念品のほか緑茶を贈呈し、敬老者を応援し元気を取り戻してもら

うことを目的に実施したものでございます。

３０番、認知症予防把握業務用備品購入事業で、決算額９万１，６４１円で、国道支出金９

万円で、残り１，６４１円が一般財源です。事業効果としては、タブレットを活用し、軽度認

知障害を見つける認知機能検査を実施することで、認知症予防及び早期発見に取り組んだもの

でございます。

３１番、スクールバス密集軽減運行業務で、決算額２，２６０万３８０円で、国道支出金２，

２６０万円、残り３８０円は一般財源です。事業効果としては、児童のスクールバス車両を大

型化し３密を軽減することにより、感染リスクの低減を図ったものでございます。

続きまして３２番、学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業で、決算額３８

８万４，９７２円で、国道支出金３２３万４，２００円で、残り６５万７７２円が一般財源で

す。事業効果としては、児童生徒の学びの保障のための感染症対策等を徹底しながら、感染の

状況や児童生徒の状況に応じた学校での教育活動や家庭学習を実施する際に生じる経費の支援

をしたものでございます。

７ページになります。３３番、ＩＣＴ機器導入ＧＩＧＡスクール構想、１人１台端末整備事

業で、決算額２７７万８，５４５円で、国道支出金２７７万円で、残り８，５４５円は一般財

源です。事業効果としては、児童生徒の１人１台端末整備を実施し、オンライン授業に対する

習熟を図ったものでございます。

続きまして３４番、ＩＣＴ機器導入ＧＩＧＡスクール構想、家庭学習のための通信機器整備

支援事業で、決算額４２万５，７００円で、国道支出金３０万円、残り１２万５，７００円は

一般財源です。事業効果としては、子供たちが家庭にいても学習を継続できる環境整備を図っ

たものでございます。

続きまして３５番、ＩＣＴ機器ＧＩＧＡスクール構想、学校からの遠隔学習機能の強化事業

で、決算額１０４万５，０００円で、国道支出金１０２万円、残り２万５，０００円は一般財

源です。事業効果としては、学校からの遠隔学習機能の強化事業を実施し、臨時休校における

学習の保障をしたものでございます。

続きまして３６番、学校保健特別対策事業費補助金で、決算額１４万８，５００円で、国道

支出金が１４万１，０００円で、残り７，５００円が一般財源です。事業効果としては、新型

コロナウイルス感染症に備え、非接触型体温計を設置し感染予防対策を図ったものでございま

す。

３７番、新型コロナウイルス感染症に対する救急隊の感染防止対策整備事業で、決算額４５

万１２０円で、国道支出金が４５万円、残り１２０円は一般財源です。事業効果としては、搬

送時に救急隊自身が感染しないよう、また感染を他者へ拡大させないよう搬送に際し適切な感
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染予防対策を行ったものでございます。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは報告書のほうに戻っていただきたいと思います。報

告書の２９ページになります。続きまして、介護サービス事業所施設等従事者慰労金支給事業、

決算額２９０万６，０００円で、道補助金２９０万５，０００円、残りが一般財源であります。

新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めている職員に対し

て、１人５万円の慰労金を支給したものでございます。４事業所における実績につきましては

記載のとおりとなっております。

次に、介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業及び感染サービス再開に向

けた支援事業、決算額２０７万４，０００円で、道補助金で２０４万５，０００円、残りが一

般財源であります。前段と同様、４事業所において感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサ

ービスを提供する体制の構築及び環境整備等を取り組むため記載の物品等購入し、利用者への

安定サービスの提供に努めたものでございます。

○委員長（熊野主税君） 濱登税務課長。

○税務課長（濱登幸恵君） ３０ページでございます。渡島檜山地方税滞納整理機構負担金で

ございます。決算額は８１万５，０００円で全額道支出金でございます。徴収困難な事案や納

税意識が希薄な滞納者を引き継ぎ、効果的な滞納整理や納税意識の向上が図られたものでござ

います。引継ぎ案件は１５件で、引継ぎ税額は８５６万８，１８７円、徴収実績額４１７万８，

２５５円でございました。

以上で総務費に関する説明となります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりましたが、１時間以上経過いたしましたので２５分ま

で休憩いたします。

休憩 午前１１時１４分

再開 午前１１時２５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

決算書では４７ページから６９ページまでです。

１款議会費、２款総務費の質疑を許します。質疑ありませんか。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 令和２年度決算ということでありますので、考え方と言いますか、町

の執行体制と言いますか、そういうことについて中心にお尋ねしたいと思います。まず今の報

告書の２３ページのふるさと応援寄附金推進事業ということであります。結局当初よりも寄附

された方が少なくなってきたということであります。これもせたな町に対していろいろな面で

応援していただける方が、コロナの影響というものもあった中で、そういう自粛という面もあ
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るのかなと思いますけども、減少してきてる中で、ふるさと応援寄附というのは、今までは町

にとっては貴重なありがたい財源とも言えるんじゃないかと思うわけです。そこで町としての

応援寄附金の基本的な考え方、今後どのような姿勢で基金というものを保持していくのかと。

我が町の厳しい財政状況がこれから続くという予想の中で、一つの財源確保としての道を探る

という面において、どのように令和２年度の結果に基づいて、今後考えているのかということ

についてお伺いしたいともいます。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） ふるさと応援寄附金につきましては、先ほどの私の説明にちょっ

と補足させてください。当初寄附額１億８，２００万円、これは間違いないんですが、予算額

で出てる８，５３１万５，０００円については１回補正してございます。補正後が１億５，６

００万円ということで、この部分が抜けておりましたので追加して説明させていただきます。

それでご質問にお答えしたいと思いますが、ふるさと応援寄附金については平成２７年度か

ら始まりまして、その中で当初始まった頃と随分制度が変わってきて、今ではもう返礼品競争

を戒めるためにも当初から２回ほど制度が変わりました。町としても平成２９年度３億円の寄

附がございました。その時の内容については、返礼品については１万円について４，０００円、

経費については制限ございませんでした。４，０００円という縛りでございました。次に返礼

品が１万円の部分が３，０００円になりました。次の令和元年９月の改正で、なおかつ１万円

に対して３，０００円の商品プラス経費については５０％以内にしなさいと諸経費、ですから

１万円の寄附をいただいた場合に３，０００円の商品ってなかなか返礼できなくなりました。

そういう中で計算すると大体１万円から１万３，０００円、今のランクでいきますと、うちで

すと返礼品の金額が下がったということで、正直な話、その返礼品の金額が下がるごとに寄附

額も減ってるのは事実でございます。その考え方としては、どうしてもその返礼品競争、いろ

いろな媒体で返礼品が出てる中で非常に競争が激しくなってるということでございます。うち

の町、返礼品を扱っていただいてる業者さんが、現在１０社町内にございます。その１０社の

中でも上位３社で８８％を占めてるような状態でございます。町においても返礼品業者さんの

中で、人気がある、人気がないということが顕著に出てるわけですから、私たちもその返礼品

業者さんと集まっていろいろ商品、返礼品をいかに良い物にしていくかということについては

会議等を持ってるわけですが、やはり魅力ある商品、どうしても海産物が主力になってますの

で、クール宅急便という形になりますので他所より経費がかかる、１番大都市まで輸送コスト

の問題等もございますが、何とか今議員おっしゃったように貴重な財源だということは十分認

識してる中で、やはりその返礼品を魅力あるものにしていきたいと。町としてもせたなブラン

ドというものをきちんと確立させて、今後しっかりその部分に返礼品の充実等、返礼品業者さ

んと共にやっていきたいというふうに考えてます。貴重な財源であることはもう間違いないの

で、そういうことでは、何とか応援してくれる人を増やしたいということで進めておりまして、

今とりあえず早急に第１弾としてやらせていただく部分については、今まで楽天については掲

載してなかったんですが、１１月の中旬から最大手の楽天のほうにふるさと納税を出店すると
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いうことで進めております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） わかりました。上位３社が８８％を占めるということです。去年もそ

うだったんですけども、返礼品の取り扱っている内容と言いますか、状況について資料を去年

もいただいたんですけど、今年もそのようにしていただければなと思うんですけどもその辺で

きればお願いしたいと思います。それであと私は本当に総務課長がおっしゃったように、本当

に貴重な我がふるさとを思う、そしてまたそういう特産品を何とか味わいたいと、全国津々浦々

そういう国民の方、そしてまたふるさと応援していただける方、こういった方々に対する町と

してのきちんとしたそういう姿勢というものは必要でないかと。そのためにも、やはり創意工

夫ということが製造業関係、観光物産を扱う方々との連携を新しいアフターコロナにおける姿

勢というものは、今までのやってきたこと、経験をさらに踏まえながら、そしてさらに町の財

政的にも本当に有効的に活用できるような体制というものが、これから必要なんだろうなとい

う思いで、そういうことでふるさと応援寄附金については、本当に第２第３の町の財源だと思

いますので、本当に先進地の町村であれば何十億って本当に都合のいい財源と言いますか、そ

の差が今、道内でも歴然としておりますので、できれば我がせたな町もそういう上昇気流にあ

るようなそういう体制をこれから作るべきだということで、これは要望していきたいというふ

うに思います。

○委員長（熊野主税君） 要望で終わりですか。

○委員（道高 勉君） それについて。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） まさに委員と同じ気持ちで今後について頑張っていきたいという

ふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

○委員（石原広務君） 今の質問で、ちょっと思いつきになるかもしれませんけど、関連して

お伺いさせていただきます。今の原課長の答弁で、せたなブランドということに関連して町長

にもお聞きしたいんですが、町長５期目にあたって、せたなブランドを立ち上げるということ

を公約として私は受け止めたんですが、その前に課長、このせたなの魅力、本当に海産物、農

産物もそうですけど、食ということでは全国から注目されてると私は個人的にも、そうあって

ほしいし、そう思ってるんです。ただ町を売るっていうことでは、例えば、以前にも議会で言

わせていただいたんですが、太田神社、これ全国的にもかなり有名なんです。維持管理のこと

も、また改めて新たな機会で議論させていただきたいんですが、そういったところの維持管理

も含めてアピールというか、そういったところにも応援していただけませんかというアピール

が必要だと思うんです。それについて今の段階での課長の答弁と、あと町長、課長もせたなブ

ランドということおっしゃってたんです。今後どのような方向で町長としてブランドをアピー

ルされるのか、今の段階での考えでいいのでお聞かせいただきたいと思います。
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○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） まず太田神社については、観光スポットであるということは町も

認識しております。それ以前に、神社とそれに付随する施設になりますことから、やっぱりそ

の憲法８９条の定めによる政教分離原則により公金支出するというのが、今の段階では難しい

かというふうに考えております。委員おっしゃるとおり観光スポットとしては確かに私たち総

務課のほうにも、どうやっていくんだとかいう問い合せがたまにあります。そういう中で道道

を通ってこうだよという説明をさせていただきますから、やっぱり行くという部分においては、

やっぱり名の知れた観光スポットだなということは本当に十分に認識はしています。その中で

まずその原理原則を離れて公費負担するということになりますと、やはり文化財としての指定

を受けるというのが今の段階では補助金等を投入できる手立てでないかというふうに考えてお

ります。ただそうなると代々氏子として守ってきた人たちのお話も聞かなきゃならないですし、

それはこの場でどうのこうのという話ではないんですが、原理原則からいくとちょっと公費負

担は難しい。公費負担をするとしたらどういう方法があるかということになればやはり文化財

としての指定ということになるんではないかと考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ふるさと納税の関係でありますが、これは過度なと言いますか、その

返礼品の競争があって、国ではそれを規制するということから制度改正がなされております。

しかし現状を見ますと、やはりそういった中でも返礼品のお得感、魅力ですね、例えば同じ品

物でもグラム数が多いとか、そういったことで随分それぞれの地域において努力をされている

という状況であります。それが逆に言うとこの商品を出す側の経営を圧迫するというような、

行き過ぎますとそういう状況になるということで、そういう実態が現状ありますということは

ご理解いただきたいというふうに思います。そうした中で、せたなブランドの立ち上げと言い

ますか、そういった部分については、これは地元産品の付加価値を高めることによって収益を

上げるということを目指したいと思ってます。どうしても我が町の産品そう大量なものでは無

いということもございますので、これはやはり味あるいは安心、安全といったことを追求する

ということによって差別化を図るということが大事ではないのかというふうに思っているとこ

ろでございます。そういったことを追求しながらブランドの立ち上げといったものを考えてま

いりたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 原課長の答弁さすがです。というのは前教育長の時に桝田議員が一般

質問で太田神社のことを取上げたときにそのとおりのことを答弁したんです。それで私も別な

機会に質問させていただいた時は、ようは政教分離これはもう当り前に私も認識してるんです。

ただ氏子さんの話を聞いていただくというようなことも総務課長としてご答弁いただいたんで

すが、本当に地元で維持については、かなり高齢化もあって苦慮してるんです。私は、ぜひや

っていただきたいんですが、このふるさと応援という意味で、そういったことをクリアしなが
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ら本当に公金は政教分離の関係で、そこに投じれないというのも十分認識しているんです。た

だそのやり方、例えば受入れ団体、別な所をトンネルというか、そういったこともできるので

はないかなっていろいろ考えるんです。このふるさと応援という観点で何かしらの町として

様々考えていただいて、町長にはまた別な機会で、こういったところも太田神社と言いました

けど、ほかの場所も魅力あるところ自分はあると思うんです。そういったとこもぜひ取り入れ

ていただいて、具体的なせたなブランド、食だけではない町のアピールを担当課長として理事

者と前向きな協議をしていただいて、アピールをしていただきたいと思いますけどいかがです

か。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 今の考えられる時点で私が思うのは、文化財保護の法律等が早い

かなという感じはしてるんですけども、それ以外にどのような方法があるかという部分につい

ては、今後考えさせていただきたいと思います。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかにありますか。

横山委員。

○委員（横山一康君） ２点ご質問させていただきます。報告書の２４ページ、友好交流都市

交流事業についてお伺いしたいと思います。これ事業効果として、園児、児童、生徒を対象に

産品交流をしたというふうに記載されていますが、せたな町の皆さんの反応と、また豊山町の

皆さんの反応どういうふうな反応があったかお聞きしたいというふうに思います。

もう一つ２点目なんですが、コロナ禍で出鼻をくじかれたというふうな形になってしまいま

したが、今後このような交流というのは非常に大切なこととなってくると私は考えていますの

で、今後の取組の方針、コロナ禍まだ収まったわけではありませんけど、どのような方針で続

けていくのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ただいまのご質問にお答えいたします。友好交流都

市事業ということで愛知県豊山町との交流事業でございますけども、令和２年度につきまして

は、コロナウイルスの影響によりまして予定どおりいかなかったということで、急遽お互いの

産品交流事業ということで実施しました。交流締結を結ぶ以前に何度も私どもが豊山町を訪れ

させていただきまして、あちらのいろいろ産品ですとか、こちらの産品のお話をいろいろした

中で、愛知町内会の祖先が豊山町にいらっしゃるということで、愛知町内会の方々から私たち

が作る産品を提供したいというようなお話から、この産品交流事業という事業を実施したわけ

でございます。その反応としましては、やはり富山町の皆様は北海道のお米、芋というのは、

なかなか食す機会が無いというようなこともいただいてたものですから、それを機会にという

ことでこのたび実施しましたけども、園児あるいは児童から愛知町内会の皆さんに対する絵は

がきですとか、感想文等もいただいて町内会長さんにお渡しした経緯がございます。せたな町

の反応につきましては、この事業自体が２月に実施したという経過もございまして、豊山町の
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産品が提供できる時期ではなかったというようなことで、急遽、豊山町は飛行機の町というこ

とで謳われていますので、飛行機型のクッキーを全小学校児童あるいは園児にいただいてお配

りしたというような実績でございます。

２点目のコロナ禍での今後の方向性というご質問でございますけども、現在、コロナウイル

スが豊山町のほうでも結構感染者が出ているというような状況も踏まえまして、今年度も今の

ところなかなか人的交流という事業ができていないんですけども、末長い交流をしていきまし

ょうというような内容で友好交流都市協定を結んでおりますので、今後の交流につきましては、

これからも実施していくというようなことで先方のほうとも確認はしております。ただし事業

の内容につきましては、コロナの影響によっていろいろまたアイデアを絞っていかなきゃない

というようなことで考えております。ですので令和４年度以降もこれから先方の担当も含めて

いろいろと企画を調整していきたいということで考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） わかりました。せたな町側にはクッキーというふうなことであまり実

感のわからないものだったと思うんですけど、ぜひそこら辺も担当者同士でもう少し交流して

るんだっていうふうなインパクトのあるものっていうんですか、そういうような企画をしっか

りと考えてやっていただきたいなというふうに思いますので、それはお願いしておきたいと思

います。

今後の取り組み交流はコロナ禍でなかなか難しいとは思うんですけど、ただやはり豊山町の

場合は、航空機の産業が集積してるということで、これもまた非常に魅力的ですし、向こうか

らこちらということを考えると農業、漁業あって今後、風力発電というそういうお話も出てき

てますので、交流していくと非常に夢のあることが考えられると思いますので、担当者は非常

に大変かと思うんですけど、これは予算額そんな大きい予算額ではないんですけど、将来に育

てていくような事業というふうな形で、ぜひ継続していって、発展継続するような形でやって

いってほしいというふうに思いますがいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。委員おっしゃるとおり

せたな町の魅力あるいは豊山町の魅力ということでお互いに感じ取りたいというような事業の

発想から、事業は今年度実施はできませんでしたけども、中学生の派遣事業という交流事業も

予定はしておりました。その内容につきましては、委員おっしゃられたとおり、飛行機の町の

視察研修をメインとしながら、あちらの中学生との交流というような構想ではあったんですけ

ども、それが今のところ実現できてないというのが非常に残念な状況でございます。その反対

にあちらからせたな町に招きまして、せたなの特色である自然あるいは海産物等々の提供など

を考えてはいたんですけども、コロナのせいにばっかりしてちょっとあれなんですけども、状

況を見ながらそういった委員おっしゃられたことももうひと練りしながらいろいろと調整して

いきたいと考えております。
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以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） まちづくりでございますけど、先ほどコロナの地方創生臨時交付金事

業の関係の中で３ページの１１番まちなかバス運行事業について説明ありました。これについ

て私も前回の議会で一般質問させてもらいまして、町長から答弁いただきました。自主的に市

街地を一円するまちなかバスを試験的に運行し、町民の意向、それから移動ニーズを探ること

ができたということであります。前回の町長の答弁の中で具体的にどのように探ったのかと、

どのような経過だったのかと、その辺のことについては触れておりませんでした。この機会に、

４８日間冬季間コロナ対策としての商店の活性化と、その目的が一つは達成されたと。しかし

もう一つは歩行困難な高齢者の方に対する移動サービス、これについての福祉的な目的から考

えた時に、実際にどのように町民に対しての影響といいますか、効果があったのかと。それに

ついて具体的に分析した内容についてお聞かせ願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ただいまのご質問にお答えいたします。こちらのま

ちなかバス運行事業につきましては、先般の９月の定例会でもご質問いただいたところでござ

います。この事業につきましては基本的に第１の目的は町内交通事業者の支援というようなこ

とから市街地への集客の効用、あるいは商店街での買物等の促進というような目的から実施を

してまいりました。具体的な効果、分析でございますけども、利用者につきましては、この約

３カ月で１７８人の方々が利用されたというようなことで、市街地からちょっと離れた方々が

利用されるというような状況から、利用される方々の目的に応じた移動の提供をすることがで

きたというふうに考えてはおります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） いやだから移動手段を提供するができた、それはわかるんです。だか

ら実際に町民のニーズというか、意向というはどのように把握したのかとそのことについての

具体的な情勢と言いますか、それについてお聞かせ願いたいということです。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） お答えいたします。利用される方々が乗られてる時

に私も数回一緒に乗りながら、このまちなかバスの感想ですとか、その中でいろいろお聞きし

た中では、このような町を一円できるものがあればいいという声を多くいただいたところです。

時期につきましても冬季間であるというようなことで、多くの高齢者の冬の移動手段というこ

とでは今後も続けていただきたいという声は届いてはおります。ただし実施にあたっては、今

全体で地域公共交通、町内全体で見ている状況でございまして、これは計画の中では、いずれ

町なかのこういうコミュニティー的な運行するバスも検討していきたいということでは考えて

おります。
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以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） そういう声があったと。私はそのとおりだと思うんです。やはり市街

地に住む高齢者にとって、特に今回冬期間にそういうことを配慮しながら、こういった試行的

な運行がされたということについてはコロナ対策合わせた中で福祉政策を実行したのかなとい

うことで大変評価をするものでありますが、ですからそういったことについて、これから公共

交通の協議会の中で計画の中に盛り込むと言いますけども、それは、これからの話なんです。

だから、そこについて具体的に検討と言いますか、計画の中に本当にそういったものがいつの

時点で、おそらく公共交通の協議会というのは、これからまた継続されるのかと思うんですけ

ど、そういったことの展望について、その辺のことが今の段階でどの辺まで見込みというか、

取り組みについての見通しというものがあるのかどうかということについて、もし今の時点で

分かる範囲内で考えられる範囲内の中で、お答えいただけたらお願いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。現在、地域公共交通の

取り組みにつきましては、市街地から離れた瀬棚区、大成区から北檜山市街地に足を運んでい

ただくという移動手段の創設に向けて今動いています。さらには令和３年から４年、５年にか

けてのお話になりますけども、大成、北檜山間の久遠線と言われる路線の再編にもこれから取

り組もうという状況にあります。委員おっしゃられた具体的にいつ頃まちなかバスをというこ

とにつきましては、それらのまずは市街地への集客を進めてから、それと同時進行で検討して

いきたいということで現時点では考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 私は市街地に住む高齢者の方が１番ネックになっているのがそういっ

た問題、これは生の声を聞いたとおりだと思うんです。だから試験運行、高齢者のそういった

移動困難な方々についてのそういった交通サービスをすると、コミュニティーバスでも何でも

いいんですけども、やはりそういったニーズが今あるんだということです。そのためのデータ

は取ってないと思います。聞いただけの話でしょ。だから具体的にコロナ対策終わったからそ

れでこうでしたというだけの話で、きちんと評価というものをやっぱりしていかないと、今そ

ういった交通弱者に対するそういうニーズの声が大きいということもあるわけですから、そこ

はきちんと根拠あるそういうデータを取りながら、そしてきちんとそういう実効性を高めてい

くと。それは後回しになると。やはり今必要なのはそういうことですよということが特に町民

の高齢者にあるわけです冬期間。そこを公共交通も一つの考え方として福祉対策もあるわけで

す。介護保険だとかいろいろあるわけです。だからそういったことを踏まえた中で、まちづく

りばかりでなくて、やっぱりそれぞれのセクションにおける役割の中で、きちんとした総合的

な体制と言いますか、取り組みというものがこれから必要でないかと。中途半端なニーズを探

ったとかという話でありますと、それはきちんとした評価ではなかったんじゃないかというふ
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うに思うわけです。だからその辺これから町でこういった事業をやる時には、目的はこうです

ということで商店街に対するこのコロナ対策ですよって、それが第１ですということであれば

いいんですけども、バスの運行の回覧にも、高齢者に困難な方って書いてるわけです。ですか

ら福祉対策というふうに思うわけです。そこはまやかしでなくてきちんとした正論でそういう

取組をしていくんだという姿勢が必要じゃないかと思うわけであります。それに今年の冬もや

ってくれるんだろうという期待もあるわけですから、そこは全く今後の話ですと。次にそれを

やることは今のところわかりませんよと。何のためにやったのかということになるわけですか

ら、そこをきちんと分けた中での事業というものをやる必要があるんだなと。２つ合わせ持っ

た中での事業となると、どっちみちどっちなのよとなるわけです。だからそういう混乱を招く

ような政策というのは当初から反省すべき点でないかなと思うわけです。その辺お願いします。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） ９月の定例会で道高委員から一般質問の中で、特に冬期間でござ

いますけれども、介護予防あるいはフレイル、虚弱、外に出る機会が減ると、こういったこと

のご質問があったかというふうに思います。そういった中で、まちなかバスということで試験

運行させていただきましたけれども、委員おっしゃるとおり公共交通として足の確保という面

もございますけれども、福祉の面こちらも非常にウエイトが大きいのではないかというふうに

思います。また公共交通という面で捉えますと、このバスが運行してる期間、これちょっとあ

れですけれども、タクシーの利用が減ったというような声も事業者からいただいてるところで

ございまして、いずれにしても様々なことがございますけれども、足の確保、福祉の面、これ

らも複合的になるんだろうというふうに思います。ただそういった中で町長の答弁としてはデ

マンドバスをまずということでございますけども、同時並行にできるかどうかは私わかりませ

んけれども、ただ福祉の面では見過ごせない部分であるなというふうに思っているところでご

ざいます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） そうですね、２期目の副町長頑張ってもらいたいと思うんです。本当

に現実的な対応ということになると今困ってる人方です。今のこの年代の人方がきちんと安心

して冬期間生活できるように、そういう地域の暮らしやすい生活環境を作っていくんだという

ことであります。今言ったように確かに、そういうバスを走らせれば今までタクシーで、結構、

豊岡でも寿町でも遠いから冬期間、歩くのが危ないということで皆タクシーを利用されている

方が多いんです。バスが運行すると、タクシーは確かに利用されませんけど、そういったこと

も確かにあるかと思いますけども、しかしこれは福祉施策です。そういう面でこれは真剣に、

それを投げておかないで、まず重点的にこれを合わせた中で取り組むべきだと私はそういう副

町長の考え方については賛同するものであります。そういうことで一つ前向きに検討願いたい

と思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 町では今デマンドバスということで、公共交通の空白地帯、それに併
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せて空白地帯の解消ということも含めて今取り組んでいるところでございます。あれもこれも

なかなか一緒にいっかいにということにはならない状況でありますが、副町長、答弁いたしま

したように、そういった部分についても検討していかなければならない時期に入っているとい

うふうに思っておりますので、町の財源なども考えながらしっかり前に進めていくことを考え

たいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 太櫓までデマンドからまちなかバスからいろいろ重要なご意見ありま

したけれども、これは関係する各課、皆が一緒になって結論を出さないと無駄なロスも出てく

るので、だから全課関係のある課が頭を揃えて結果を出すような会議を開いて、しっかりした

ものを作っていただければ無駄がなくなる可能性もあります。そういうのも考えて進めていけ

ればいいかと思いますけど、ちょっと時間かかるのはやむを得ませんけども、良い物を作るた

めには時間がかかると思いますので、全ての役場の中の皆さんで相談して結果を出していただ

ければいいかなと思います。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） ただいまのご質問でございますけれども、道高委員の質問の中に

もございました。やはりこれはまちづくり推進課のみならず、福祉関係、その他いろいろ関係

すると思いますので、大湯委員言われるように、やはり庁内の中でしっかり連携していきたい

というふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） この今の問題で少し時間を取ってお尋ねしたいと思っているんですが。

○委員長（熊野主税君） それでは昼からにしていただきたいと思いますがよろしいですか。

○委員（菅原義幸君） はい。

○委員長（熊野主税君） 昼食のため休憩に入ります。

１時１５分まで休憩します。

休憩 午後 ０時０８分

再開 午後 １時１５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 実は総括質疑でやる予定をしておりましたが、まちなかバスについて

伺います。道高委員や大湯委員の質疑聞いてるうちに勝手に右手が挙がりましたので、一つだ

けとりあえずお尋ねしておきたいと思います。資料要求です。令和２年１２月１日から令和３
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年２月２０日のうち４８日間運行となっております。乗車人数は１７８人でありますが、途中

でダイヤ改正してるわけです。ダイヤ改正以前のデータとダイヤ改正をした以降のデータ、月

別、日数ごとでわかりやすく資料を提出していただきたいと思います。

委員長に申し上げます。直ちに資料提出というのは多分無理でしょうから、その資料提出を

待った上で総括質疑に場を移したいと思いますが、よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） わかりました。まちづくり推進課の方、今の資料は大丈夫ですね。

ほかに。

橋本委員。

○委員（橋本一夫君） 一つ質問したいと思います。別冊の２ページの８番、せたな産品販売

ネット市場開設事業について、これは４３０万ぐらいの予算でやってるんですけど、これは令

和３年３月で事業完了ということで、事業効果がインターネット通報サイトを活用したセタナ

セレクションを開設し、せたな町の特産品の新たな販売機会の創出を図り、コロナ禍で落ち込

んだ事業者の支援ができたとなっております。これは本来ですとコロナ禍であろうとなかろう

とインターネットの通販サイトというのは、私たちにしてみれば大切なあれでないかと思って

おります。その中でどういうものが売られて、どのくらいの販売総額になったか、その辺もし

資料があれば資料でお願いしたいです。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。

このせたな産品販売ネット市場開設事業につきましては、町内の事業者の方にインターネット

の通版サイトの立ち上げをしていただきまして現在も運用されております。楽天市場のほうで

開設をさせていただいております。現在７つの事業者の方が参加をしておりまして、取りまと

めをしている事業者がそれぞれ通版サイトの運営をさせていただいてるというような形になっ

ております。令和３年度の売上げにつきましては資料がございますので、後ほど配付させてい

ただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） よろしいですか。

橋本委員。

○委員（橋本一夫君） その中には当然売上げ等が書かれていると思います。令和２年の分と

令和３年、継続になっているということですね。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 令和２年度の分につきましては、売上げの報告、

これは委託事業になっておりますので委託の報告と一緒に出ております。令和３年度の分につ

きましては、委託の期間がもう既に終わっておりますので、そちらのほうの資料はございませ

ん。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

横山委員。
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○委員（横山一康君） 報告書の２５ページ、地方創生事業のことについてお伺いしたいと思

います。これの事業、産業等活性化補助金、これで決算５００万円となっておりますが、これ

当初予算は１，０００万円だったと思います。そこから減額して５５０万円の予算額になって、

予算に対する執行率ということで９０．９％、執行率はまずまずかなというふうに思うんです

が、本来であればこの事業非常に私大切な事業だと思ってますので、できるだけこの当初予算

額まで行ったほうが町のこれからにとってはいい事業になるかと思ってたんですが、非常に残

念な結果となってしまいました。この原因がわかりましたら教えてください。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。

まずこの事業につきましては３本立ての事業となっております。ここに記載されている新規事

業補助金これは２件で、他分野への参入が１件と特産品の開発が１件、それから新規学卒者雇

用奨励補助金、これにつきましては２件で、合計６名の方が申請をしております。もう一つが

担い手奨励金、これに該当しない方の部分につきましては、令和２年度なかったというような

状況でございます。予算委員会の時にも私のほうでご説明をさせていただいたんですが、年に

２回この補助金のチラシを出してやらせていただいておりましたが、まだ周知が十分になされ

ていないというような状況もございますので、令和３年度につきましても、先月の広報のほう

でも出させていただきました。これからは商工会とか、それから農協、漁協こちらのほうにも

チラシを配布させていただいて、事業のご説明のほうをさせていただきながら有効に活用して

いただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 今、阪井補佐の答弁で納得できるんですが、できれば今まで年に２回、

広報に入れてるですとか、チラシ配布をしてるというふうなことなんですけど、それだとなか

なか厳しいとこがありますので、できれば今補佐おっしゃったように関係団体にしっかりと足

を運んでいただいて、この事業の趣旨説明して関係団体からきちんと事業者のほうに説明が行

くというふうな形をとっていただいて、今後進めていっていただきたいと思います。ちなみに

決算とずれてしまうんですが、今年度も１，０００万円の予算してたと思うんですが、今年度

の上半期の進捗状況わかったら教えてください。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 令和３年度の進捗状況につきましては、新規事業

補助金で１件、金額記載されてないので後ほどわかればお知らせしたいと思います。もう１件

の新規学卒者雇用奨励補助金につきましては２件の現在１４名の方の申請が出ております。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 報告書の２３ページ、窓口ネットワーク整備事業で１億１，４３７万

８，０００円とあります。これは事業内容はわかりますけど、窓口業務をネットワーク化した
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ことによって業務、人員のスリム化が確認されたということであります。これについてどのよ

うに実際的にスリム化されたのかその内容、そしてこれからの在り方としてはこの戸籍関係、

住民票だとか、いろいろ証明関係、例えばセイコーマートだとか、それからローソンだとか、

そういうところでも発行できると言いますか、そういった時代になってきているんですが、そ

の辺についてどのようなことが計画されてるのかどうか説明していただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） まず窓口ネットワークシステムを導入して人員のスリム化という

ことでございますが、これについては令和２年度から導入いたしまして、実人数でいくと各所

１名ずつ減ってございます。というのも以前にもご説明する機会があったかと存じますが、ま

ず初めてなものですから、当然使う住民の方、操作する職員等ございましていきなりのスリム

化というのは危険だろうということで、まず１名ずつを減らしてございます。今後については

支所に町民の方が慣れてきたらいろいろな考え方もあるかと思います。あともう１点のコンビ

ニ等の住民票等については、当然先進する自治体ではもう印鑑証明等、コンビニで出せるよう

な状態であるのは存じていますが、これについては、まだそれについてうちの町としてコンビ

ニで出すほど町民が必要としてるかどうかというようなニーズのこともございますので、これ

については、今後の検討課題ということで考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 現在、令和２年でこのようにシステムを導入して、各支所で２名とい

うことで、そういう面では職員の業務の効率化を図ったという意味では評価できると思います。

そのほかにこういったシステムにすることによって各課のそういった窓口課関係のものも出て

くるのかと思いますけれども、そういったことできちんとした長期的な計画といいますか、人

員の運用について図るべきだと思うわけです。先進的なこうやって取り組み体制を整備してあ

りますので、先を見越した取り組み、やはり住民サービスの向上も図る意味で、そういう流れ

になってきてるということであります。役場に１回、１回来なくても住民票の利用だとか、そ

ういったものについてもそういう世の中になってきてますので、それはきちんとこういう多額

の経費をかけて整備した上には、住民サービスもきちんと整備、向上すべきだというふうに思

うわけであります。その辺今のところ検討ということなんでしょうか。検討といいますか、そ

ういうことも視野に入ってますよということでのことで、今は全く白紙の状況ということで理

解していいでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） まさに住民ニーズが、コンビニに行くのも役場に来るのも、コン

ビニの普及の状態だとかいろいろございますので、例えば丹羽地区の人がコンビニで出せるか

といったらコンビニ無いですから、その辺の住民ニーズ等を図って、調査してどういうふうな

形がいいのか、そこにそれ相応の経費がかかるわけですから、そういう部分でその辺も含めて

検討していきたいと考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。
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○委員（道高 勉君） あんまりそうやって言われると、一言言わさるんだけども、情報化社

会の中で、当然にこういったことを目指した中で町もお金かけて整備してるわけです。ですか

らそれは準備が整い次第、お金がかかるとかニーズがどうだとかでなくて、そういう状況が今

もうデジタル庁というものがまた出てくるわけですけど、そういった併せた中でそういう取り

組みについて推進していくんだという姿勢がどうなのかという話ですから。そこはだからあま

り細かい話ししてということでないわけですよ。そこを確認したいと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 委員のご意見を参考に検討していきたいというふうに考えてます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） これで１款議会費、２款総務費の質疑を終わります。

理事者のほうに申し上げます。資料の請求が３点ほどありました。返礼品の資料の請求です。

それからまちなかバスの途中ダイヤ改正の件、それともう一つがネット販売の市場の状況とい

うのがありましたので、この資料の提出をよろしくお願いいたします。

ここで説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午後１時３２分

再開 午後１時３４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

３款民生費、４款衛生費の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 報告書の３０ページ民生費でございます。決算書については

７０ページからとなります。社会福祉協議会運営事業補助金、決算額３，４２３万８，０００

円で、その他財源で１，０００万円、残りが一般財源となります。人件費及び事務費について

それぞれの補助率を基本に社会福祉協議会の運営に対する補助を行ったものでございます。

次に、介護保険居宅サービス（通所介護）事業補助金、決算額３，８９４万８，０００円で、

全額一般財源であります。北檜山区は北檜山恵福会、大成区は大成慈恵会において実施をして

おりますデイサービスセンターの運営に対し助成を行ったものであります。事業実績等につい

ては一部修正をお願いしたいと思います。ページの下段の（２）デイサービスセンターきたひ

やま（北檜山恵福会）の関係で、平均利用者数と延べ利用者数について誤りがありましたので

修正をお願いしたいと思います。まずＲ１につきましては７．７人と記載があるものを、１１．

５人、次に下に行きまして１，９７６人とあるものを２，９３５人、次に右に行きましてＲ２

です。８．７人を１２．４人、次に下段で２，０９４人を２，９８９人、次に右側に行きまし

て増減になりますが、１．０人を０．９人、下段で１１８人を５４人と訂正をお願いしたいと

思います。大変申し訳ございません。
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次に３２ページになります。老人クラブ運営費補助金、決算額１４４万４，０００円で、道

補助金が５９万２，０００円、残りが一般財源であります。老人クラブ連合会に対する活動費

助成であります。

次に、介護サービス利用者負担軽減事業補助金、決算額４７万１，０００円で、道補助金が

３５万３，０００円、残りが一般財源となります。低所得者等の介護保険サービス利用者負担

額を軽減した社会福祉法人１施設に対する助成でございます。

次に、障害者地域活動支援センター業務、決算額８６０万１，０００円で全額一般財源であ

ります。センターの運営管理をＮＰＯ法人せたな共同作業所ふれんどに委託し支援を行ってい

るものであります。

次に、障害者グループホームのぞみ指定管理料、決算額２５４万１，０００円で全額一般財

源であります。施設の指定管理者を有限会社松神建設に指定し支援を行っているものでござい

ます。

○委員長（熊野主税君） 横川三杉荘所長。

○三杉荘所長（横川 忍君） 次に、老人ホーム運営費、決算書は７６ページからでございま

す。予算額６，９５４万円、決算額６，６０２万１，０００円で、財源内訳といたしましては、

国道支出金１２万４，０００円、その他財源として措置費等入所費用徴収金６，５７８万３，

０００円、残りが一般財源でございます。養護老人ホーム三杉荘の運営管理に努めたものでご

ざいまして、入所状況等については記載をご参照ください。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 次に、生活支援ハウス運営事業、決算額２，９９３万７，０

００円で、使用料が３５１万３，０００円、残りが一般財源であります。北檜山及び瀬棚の２

施設の運営管理委託に要する経費でございます。

○委員長（熊野主税君） 濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） それでは３４ページをお開き願います。重度心身障害者医療

費助成事業で、決算額２，６７８万９，０００円、国道支出金１，１２５万６，０００円、そ

の他としまして、被用者保険の高額医療費の立替分として３１８万８，０００円、残りが一般

財源でございます。重度の障害を持つ方に対し医療費の助成を行ったもので、令和２年度の助

成件数は５，９３４件でございます。

次に、ひとり親家庭等医療費助成事業で、決算額２１３万１，０００円、国道支出金８６万

７，０００円、残りが一般財源でございます。ひとり親家庭への医療費の助成を行ったもので、

令和２年度の助成件数は８０１件でございます。

３５ページをご覧願います。子ども医療費助成事業で決算額１，３４３万９，０００円、国

道支出金で１６０万３，０００円、残りが一般財源でございます。未就学児童から高校生まで

を対象として医療費助成を行ったもので、令和２年度の助成件数は６，０７３件でございます。

次に、妊産婦医療費助成事業で決算額２４万３，０００円、全て一般財源でございます。子
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育て支援の充実のため妊産婦に対し医療費の一部助成を行ったもので、令和２年度は認定者３

４名に対し助成実績は８３件となりました。

次に、主要施策効果表別冊をご覧願いたいと思います。別冊の８ページをご覧願います。子

ども・子育て支援交付金事業で、決算額１５５万４，０００円、全て国道支出金でございます。

実施内容としまして、放課後児童健全育成事業のうち①から④の記載の事業を実施しました。

事業効果としましては、新型コロナ感染症対策として、学校の臨時休業による午前中からの学

童保育所での児童受入れ対応の事業費補填及び登所自粛要請に伴う利用料減免措置分への補填

を受け、緊急事態宣言下での保育ニーズへの対応を実施し、感染リスクの低減を図ったもので

ございます。

以上で３款民生費の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは３６ページになります。衛生費でございます。母子

健康診査等業務、決算額４９６万６，０００円で、道補助金が１７万５，０００円、残りが一

般財源であります。母子保健対策といたしまして、各種健康診査や健康教育を実施し母子支援

に努めたところであります。事業実績等につきましては記載のとおりとなっております。

○委員長（熊野主税君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 続きまして病院事業繰出金でございます。決算額３億４，０４４

万５，０００円、全額一般財源でございます。令和２年度地方公営企業繰出基準などによる町

立国保病院及び両診療所に一般会計から繰り出しを行うものでございます。繰り出しの内訳で

すが、ルール分として、普通交付税分など２億４２８万８，０００円、ルール分以外として不

採算分など１億３，６１５万７，０００円をそれぞれ繰り出ししております。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 続きまして予防接種事業ですが、ここで財源内訳の修正をお

願いいたします。大変申し訳ありません。財源内訳の国道支出金に記載されております１５５

万２，０００円でございますが、これその他財源の誤りでしたので、その他欄への記載をお願

いしたいと思います。大変申し訳ございません。

それでは決算額１，７２７万７，０００円で、国保事業特別会計繰入金が１５５万２，００

０円、残りが一般財源であります。町民に対し予防接種法に基づく定期接種及び任意接種を実

施するとともに、エキノコックス症検査を行い公衆衛生の向上に努めたところであります。事

業実績等につきましては記載のとおりであります。

次に３８ページになります。健康づくり推進事業、決算額１，１８４万８，０００円で、道

補助金が４６万３，０００円、健診の個人負担金と後期高齢者事業特別会計繰入金等で２５６

万２，０００円、残りが一般財源であります。町民の健康づくり、健康保持のため各種がん検

診及び健康教室などの実施に努めたところであります。事業実績等につきましては記載のとお

りでございます。

○委員長（熊野主税君） 濱口町民児童課長。
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○町民児童課長（濱口喜秋君） 続きまして合併処理浄化槽設置補助金で、決算額１５０万円

すべて一般財源でございます。令和２年度の交付件数は５件でございます。

３９ページをご覧願います。資源ごみ回収奨励金で決算額９４万２，０００円すべて一般財

源でございます。資源ごみ回収を行なっている子供会や町内会など３５団体へ奨励金を交付し

たものでございます。

次に、公営温泉浴場管理費で、決算額３，６５８万１，０００円、その他は温泉使用料等で

９２２万６，０００円、残りが一般財源でございます。瀬棚区の温浴施設やすらぎ館の運営費、

大成区の貝取澗公営温泉浴場の指定管理料のほか、施設の維持修繕などを行ったものでござい

ます。昨年度の利用者数等は記載のとおりでございます。

続きまして４０ページをお開き願います。衛生センター組合負担金で決算額１億６，３５３

万５，０００円すべて一般財源でございます。令和２年度の普通負担金が１億５，４７１万３，

０００円、算入費用負担金として８８２万２，０００円でございます。

最後に、し尿等処理事業で決算額３，４２６万６，０００円、その他は、し尿処理手数料で

２，３３５万２，０００円、残りが一般財源でございます。令和２年度のし尿等収集量は３，

７６１．９２キロリットル、延べ件数は４，９４１件となりました。

以上で４款衛生費の説明を終ります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では６９ページから９２ページまでで

す。３款民生費、４款衛生費の質疑を許します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 質疑ではないんですが、先ほど訂正があったわけです。特に３１ペー

ジは関係では、１箇所、２箇所でなかったんです。これ差し替えしていただいたらどうですか。

○委員長（熊野主税君） ３１ページについて差し替えを求めたいと思いますがいかがですか。

そこのところの表がわかるように１ページくだされば、菅原委員それでいいですよね。

○委員（菅原義幸君） ようするに修正した資料と差替えしてくれれば。

○委員長（熊野主税君） 副町長。

○副町長（佐々木正則君） 度々の修正で大変申し訳ございません。今、委員からございまし

た３１ページと３２ページ裏表で修正をして、資料として提出をいたしますので、よろしくお

願いいたします。

○委員長（熊野主税君） ほかに質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 今の３１ページのデイサービスセンターの運営事業に関してお知らせ

いただきたいんですが、北檜山恵福会と大成慈恵会それぞれデイサービスの事業が行われてお

りますが、サービスの時間それぞれと、個人の利用負担額というか、そこをお知らせいただき

たい。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。
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○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 石原委員のご質問にお答えいたします。サービスの時間

につきましては、デイサービスセンターきたひやまが午前９時３０分から午後３時３０分まで

の５時間、そしてデイサービスセンター大成長生園が午前１０時から午後３時３０分までです。

大変申し訳ありませんが、利用料につきましては今、答弁する資料持ち合わせておりませんの

で後ほど回答させていただきます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 補佐すいません本当にこれ思いつきかと解釈されても仕方ないんです

が、数年前になりますか、利用者の負担額その当時載ってたんです。恵福会さんが１人２，０

００円、記憶ですよ。慈恵会のほうが１，０００円というふうな確か負担額が出てたんです。

その時に質問したこのきっかけが、今補佐から利用時間お知らせいただいたんですが、きたひ

やまのデイサービスの利用者さんがあるその介護関係の職員にこういった決まった時間がある

のに、迎えに来てもらえないんだよねっていう問い合わせがあったことで、この場で聞かせて

いただいたんです。それで今どうなっているのかと思ったんです。そういったことが、いまだ

に続いているんであれば問題かなと思ったんですが、改正されてるもんなりと理解してます。

後ほどでいいですからお知らせいただきたいです。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 石原委員のご質問にお答えします。後ほど回答させてい

ただきます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員、一括の時に資料もらって、それからお願いいたします。

ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） ３２ページの老人クラブ運営費補助金で実績があって、団体数、会員

数となって資料が出ております。令和元年よりも令和２年の会員数が、大成区それから北檜山

区で減ってきてるということで、全体的に減っているんですね。結局言いたいことは何かと言

ったら、地域でそれぞれ生活されている会員の方々が減ってきてるということになると、これ

は外出機会というか、そうやって皆が集まるところに出向かなくなるということについての状

況というのは、今いろいろな面で包括とかありますけど、こういった傾向が出てきた時に老人

クラブに対するきちんと指導と言いますか、そういった現況と言いますかそういったものを把

握しておく必要があるんじゃないかなと思うんですけども、その辺、育成と言いますか、こう

いうことでのお手伝いすればできたってあんだけども、どのようにそしたら効果が上がってい

るのかとか、そういう出向かなくなった方々というのは本当に退会されてどのようになってる

のか。そういったことについてどこまできちんと把握しているのかどうか、その辺お伺いした

いと思います。

○委員長（熊野主税君） 伊瀬主幹。

○保健福祉課主幹（伊瀬 亮君） 道高委員のご質問にお答えいたします。老人クラブの会員

数の関係でございますが、平成２９年には１８クラブで５１４名の会員の方がいらっしゃった
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んですが、令和３年４月１日現在では１７クラブで３２９名と、かなりの減少数となっており

ます。私どももここら辺についてすごく危惧しておりまして、老人クラブのほうと何回か打合

せをさせていただいて、どのようにして会員数を増やせるのか、ここの部分について令和４年

度に向けて老人クラブと協議の最中でございます。具体的に会員を増やすにはどのような方策

がいいのか、これを議論しておりまして、例えば交流会をより増やすように、例えば景品です

とか、それから大会が終わったあとの交流ですとか、そこら辺の部分についても補助できるよ

うな形にして、なるべく足を多くの人に運んでもらえるような形での運用を目指してございま

すので、そのようにご理解いただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 高齢化率が年々上昇して高齢者が多くなってきて、町の抱える課題と

しては高齢者対策について、そういう伝統と歴史がある老人クラブの組織自体が弱体化という

ことで、それぞれ個々の組織任せじゃなくて、きちんとしたそういう現状把握、そしてそれに

ついて指導というか、それから会員の皆さん方が老人クラブに足を運んでもらうためには、私

はいろいろな面で今までお話しましたけども、だんだん車を自分で運転できなくなって、この

機会にということもあるわけです。やはり足の確保が大きな問題になってきてるわけです。先

進地の町ではそういう対策について、きちんとした老人クラブに対する交通支援体制を取って

る例があるわけです。そういったものを的確に把握しながら、そういったことを一つの協議と

言いますか、相談に乗っていろいろ改善、改革図るということですから、そこを一つ視点を十

分に意を持ちながら取り組む必要があるのかなと思うわけであります。その辺についての生き

がいづくり、そういう仲間づくり、これが本当に認知症予防の大きな軽減に繋がるということ

が言われておりますので、そこはフレイルにならないためにどうするかということです。そう

いうことが老人クラブの本当に長い間、努力されてる諸先輩を絶やさないようにしていく必要

があるのかと思いますので、その辺もう１回、今言ったような話も含めてお答えいただきたい

と思います。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） ただいまの道高委員のご意見、ご提案を大事にしながら、今

後、老人クラブのほうと引き続き協議、検討を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 後ほどと思ったんですが、今の話聞いてて、課長、率直な生の声とし

て捉えていただきたいんですが、地元の生の声一部ですけど、老人クラブという名称というか、

それに対して多少だけどちょっとなっていう声があるんです。数年前になりますけど国のほう

で看護婦が看護師になったり、婦人会が女性会になったり、そういったちょっとした切っ掛け

でいろいろなことが変わってたんです。だから道高委員おっしゃったように、私としては老人

クラブの存在というのは本当に大きく、町も言うまでもなくそれなりの対応していただきたい
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と思うんですが、その地域に入った時に、その地域で暮らせる方が、そのイメージというか、

そこは検討っていうことをさっき課長言ってくれたので、この老人クラブっていうことが末永

く町と一緒になって活動できるような形で、そういった生の声も私は機会があったら言ってく

ださいと言ったんですけど、届くかどうかわからないんでね、そういった声もあるということ

を頭に置いていただきながら検討をお願いします。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） ただいまの石原委員の声も大事にしながら協議等をさせてい

ただきます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 同じ３３ページの老人ホーム運営費であります。それぞれ老人ホーム

定員５０人のところを平均４８．５、入所率９７％ということであります。老人ホームで安心

して過ごしているお年寄りの方がきちんとした対応ができてるのかなと思います。生活環境が

提供できたということですから、そういう面では、町の福祉の面では評価できるのかなと思い

ます。去年も私聞きましたけど、去年の４８人、そして５０人いますという中で、本当は元気

なお年寄りが入る場所ですよね。そういう面で養護老人ホームと、それで要介護になってる方々

が去年の場合は３人か４人、要介護おりますということですけども、その辺、その状況、それ

からそれについてどのような対応をなさってるのかということです。そこをお答え願いたいと

思います。

○委員長（熊野主税君） 横川所長。

○三杉荘所長（横川 忍君） 現在の三杉荘の状況について少し説明をさせていただきます。

今三杉荘の入居者の平均年齢は８９歳を超えております。初めて入所される方でも９０歳を超

えた方もかなりの数いらっしゃるような状況でございまして、三杉荘の中に５０人いたとして、

要介護、要支援をお持ちの方が６３％を超えてきてるような状況でございます。ですから歩行

の際に歩行器の使用、その他も必要な方が数多くいらっしゃるということでございます。要介

護２の方も２人、要介護１は１０数人いらっしゃると思いますけれども、三杉荘の中で入浴等

に対応できないケースについては、デイサービス等を利用しておりまして、今現在ですとデイ

サービスを延べ２７名ほど、延べですので実人員は週２回、３回使ってる方いらっしゃいます

けれども、延べにして２７名ほどがデイサービス利用。その他、通所リハビリにも４、５人の

方が通所しているような状況でして、介護予防というか、介護をこれ以上重くしないような対

応をみんなで協力して頑張っていますけれども、それにしても元気な方が入る養護老人ホーム

というような形式とはかなり違った状況になっている状況であります。高齢になっていますの

で、急変されて入院等々そういったケースもかなりありますので、職員の注意力というか、気

持ちというのもかなり集中してやらなければならない状況となっていますので、元気なお年寄

りを見守っていればそれでいいというような状況ではなくなってる状況にありますので、介護

の力あるいは観察する力、看護の協力と大切な状況に三杉荘もなってきている状況でございま
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す。現状についてお伝えいたしました。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 大変元気なお年寄りが老人ホームに入られるという本来の目的から大

分厳しい状況になってきているというお話でありました。やはりその中でいろいろデイサービ

スだとか、リハビリだとか受けられていろいろ生活をされてるということであります。基本的

には本来、要介護３以上は特別養護老人ホームのほうに移行といいますか、そういうことが本

来だと思うんですけど、今の状況の中で養護老人ホームの人員の職員の体制というのは、それ

以上のものがないわけです。今養護老人ホームとしての基準の中での職員配置、それによって

こういった要介護が高い人方が増えてくるということは、それだけマンパワー、その力という

ものを大変な思いをされてるのかなと思います。実際的に令和２年、令和３年のようにコロナ

の中においてどういった職員の体制を取られているのか、そこはしっかりとした管理されてい

ると思いますけれど、どういった課題とか問題とか出てるのかをお伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 横川所長。

○三杉荘所長（横川 忍君） 養護老人ホームの職員配置は、基本、原則論としては、相談員

２名のほかに５０床ですと支援員は４名しか基準配置にはなっていないところなんです。です

が、今、先ほど説明した状況がありますので、三杉荘としては、介護の外部サービスが十分に

ヘルパー使えないというような状況もありまして、支援員を９名まで持ち上げております。も

ともと夜間の体制も宿直職員１名というのが基本なんですけれども、おむつ交換その他も必要

な方も数多くいますので、それでは対応できないということで、今、夜勤も２人体制にしてお

ります。そういった意味では人件費が多くかかっておりますけれども、その辺につきましては、

町からの助成、一般会計から持ち出させていただいて人を多く増やさざるを得ない状況となっ

ています。コロナ禍におきましては、職員にも入居者さんにもかなり厳しいことを申し上げま

した。協力いただきました。飲み会その他は全くこの２年間行けておりませんし、あと家族に

対しても行き来も禁止していましたし、かなり厳しいことで今まできたところでございます。

今少し解除されましたので、少し緩くしたいとは思っていますけれども、入居者さんにも、職

員にもコロナ禍を過ごすためにかなり強いことを言ってきております。また待遇面もあまり福

祉関係は皆さんそうですけど、良くないので職員の採用希望なかなかおりません。今うちの職

員、会計年度任用職員がかなり占めておりますけれども、そのうち６０歳を超えた職員を３人

ほど使わざるを得ない状況になっております。これからの職員採用についてはかなり不安を抱

えているというような状況でございます。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 施設に入っている高齢者の人方を支えるとなると職員のマンパワーの

力だと思います。ですから今言ったように基準以上に支援員を採用しながら運営してるのが現

状だということであります。ですから基本的には将来的にはきちんとした介護に合ったサービ
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ス施設に入れるというのが循環型って言いますか、それが本来の姿だということだと思うんで

す。それできちんとした施設の整ったサービスを提供することによって、入所者の方々が安心

して余生を送ることができることに繋がると思います。やはり職員のマンパワー不足、なかな

か採用も大変だと。これはどこの施設も同じだと思いますけれども、ですから町としてやはり

今言ったようなこの実態をしっかりと把握しながら、特別養護老人ホームの介護職員ばかりで

なくて、全体の町のこういうマンパワーをきちんとした総合的な政策というものを確保するた

めに、さらに知恵を絞って整備を図るということが、これからましてコロナの収束後における

サービス的なものもこれまでと違ってくると思います。新しいスタイルの中での感染対策措置

をしながらやるとなりますと、かなり職員のプレッシャーといいますか、リスクも伴いながら

の勤務だと思います。相手が人間でございますので、だからそこのこともしっかり考えながら

あまりストレスがかからないような職場環境というものが、これから求められてくるんでない

かと思います。その辺について町理事者のほうではどのように総合的に考えているのかお伺い

したいと思います。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） まず介護施設などの職員の対応につきましては、要綱を作りまし

てそれぞれ引っ越し費用ですとか、家賃保証、その他の支援の制度を設けていますけれども、

なかなか利用されていないというのが実態でございます。それで今お話ございました三杉荘を

含めての町としての考え方ということでございますけれども、三杉荘のほうも十分じゃないの

かもしれませんけども、民間を圧迫しないような対応というのも一つ大事だというふうに思い

ますけれども、いずれにしてもマンパワーの確保については、これからも意を用いていきたい

というふうに思ってます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） ３款民生費、４回衛生費の質疑を終わります。

ここで１時間経過しましたので２５分まで休憩いたします。

休憩 午後２時１３分

再開 午後２時２５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

５款労働費、６款農林水産業費の説明を求めます。

佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） それでは報告書４０ページになります。決算書では９

２ページになります。渡島檜山北部通年雇用促進支援事業で、決算額６万７，０００円で全額

一般財源でございます。北部４町と経済団体が連携した協議会活動により、事業所及び季節労

働者の通年雇用に対する意識啓発を図ったものでございます。
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○委員長（熊野主税君） 河原農務課長。

○農務課長（河原泰平君） ここから農務課所管分の説明をいたします。同じく報告書４０ペ

ージの農林水産業費からでございます。産業担い手育成事業奨励金（農業関係分）決算額３０

０万円、産業担い手育成条例により令和２年度に就農したＵターン者３名に対し奨励金を交付

し、担い手の定着並びに育成を図ったものであります。

次に報告書４１ページになります。産業担い手育成事業補助金（農業関係分）決算額３０万

円、産業担い手育成条例により平成２７年度に新規就農した農業者１名及び平成３０年度のＵ

ターン者１名に対し農地賃貸料の補助を行うことにより、営農継続に向けて負担軽減を図った

ものであります。

次に、環境保全型農業直接支払交付金事業、決算額３８３万７，０００円、地球温暖化防止

や生物多様性保全に効果の高い営農に取り組む農業者に対し、追加的コストの支援を行った結

果、７戸が有機農業、６戸が堆肥施用を行ったことにより、環境保全機能が高められたもので

あります。

次に、中山間地域等直接支払交付金事業、決算額５，００８万円、要件を満たした傾斜地の

面積に応じて交付金が交付され、各集落の協定に基づき農用地保全活動や地域独自の農業生産

活動など、当該地区の営農継続の推進に繋がりました。

次に報告書４２ページになります。畑作構造転換事業、決算額１７４万２，０００円、種子

用馬鈴薯圃場においてり病株の抜き取りを促進することにより、り病率が０．１％以下となり、

種子用馬鈴薯の安定供給が図られたものであります。

町営牧場指定管理料、決算額５００万円、町営牧場の運営に係る指定管理料で５月から１０

月までの放牧期間に乳用牛２３８頭、馬１０頭の入牧があり、畜産農家の労力や飼料コストの

低減、個体の健康増進や受胎が図られました。

次に、せたな酪農ヘルパー利用組合事業費補助金、決算額１２０万円、利用組合への運営助

成によりヘルパー利用が促進され、休日確保による酪農家のゆとりある生活が図られました。

続きまして報告書の４３ページになります。優良家畜導入支援事業補助金、決算額１，０６

６万２，０００円、乳牛３５頭のほか、肉用牛１７頭などの優良家畜の導入により、畜群の更

新による繁殖効率や生産能力の向上が進められました。

続きまして、基幹水利施設管理事業、決算額２，７２０万５，０００円、真駒内ダムの管理

や設備点検、取水塔管理橋補修工事などを行うことにより農業用水の安定供給が図られました。

国営造成施設管理体制整備促進事業、決算額５０３万円、利別川水系、太櫓川水系にある農

業水利施設を管理している狩場利別土地改良区に補助することにより、施設の維持管理体制の

強化が進められました。

続きまして報告書の４４ページになります。ため池ハザードマップ作成業務、決算額４７０

万８，０００円、集中豪雨や地震等によるため池の決壊を想定したハザードマップを作成、住

民に配布することにより防災知識の向上を促進しました。

西兜野排水機場改修事業調査計画負担金、こちらは道営事業でございます。決算額２４１万



- 42 -

３，０００円、設置から４０年以上が経過し老朽化が進む当該施設の更新工事を行うため、事

業採択に必要な調査計画を実施しました。

農業センター業務運営事業、決算額１，０６１万４，０００円、各種試験栽培やブロッコリ

ー等の育苗、土壌診断等を実施することにより情報提供や苗の供給による負担軽減、適正施肥

によるコスト削減など営農支援を推進しました。

以上、農務課関係の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） 水産林務課所管分の説明をいたします。４５ページ林務関係

でございます。未来につなぐ森づくり推進事業（人工造林）補助金、決算額１，０２１万円、

伐採跡地への確実な植林へ支援することで森林資源の循環利用を推進するため、２５箇所、３

３．４５ヘクタールの造林に対し補助したものであります。

一般民有林造林事業（除間伐）補助金、決算額２１３万３，０００円、補助対象者２０名、

面積１０４．７９ヘクタール、除間伐事業により森林の健全な成長が促進され、森林が持つ公

益的機能の増進が図られたものであります。

森林資源有効活用搬出支援事業補助金、決算額５５０万円、搬出材席２，７５０立方メート

ル、適正に伐採されたことにより発生したパルプ材及び低質材の搬出運搬経費に対する支援に

より森林所有者の負担軽減が図られました。

町有林複層林復旧造成工事、決算額７５９万円、強風により被災を受けた山林に樹下植栽と

して面積２．６ヘクタールにトドマツを造林し町有林の復旧を図ったものです。

森林所有者意向調査業務、決算額１９５万８，０００円、森林経営管理制度に基づき森林所

有者の情報を把握し、指導監督を担っている町が手入れの行き届かない森林所有者に対して、

今後の森林管理に関する意向調査１００件を実施したものであります。

４６ページです。町有林下刈工事、決算額４２２万５，０００円、植林した幼木の健全な成

長促進を図るため、単層林１７．４８ヘクタール、複層林３２．８ヘクタールの下刈りを施工

したものであります。

町有林複層林枝打工事、決算額２０１万１，０００円、植栽木の健全な成長を促し、商品価

値を高めるため１０から１２年生のスギ及びヒバ８．７ヘクタールの枝打ちを施工したもので

あります。

次に水産関係でございます。水産多面的機能発揮対策事業、決算額９０万９，０００円、瀬

棚地区貝類棲生息環境組織ほか４組織が行う藻場の造成及び漁場の耕うんなどの保全活動事業

に対し支援したものであります。

４７ページです。檜山ナマコ栽培漁業定着事業負担金、決算額５００万円、沿岸６町での広

域にナマコ種苗１００万粒が放流され資源造成が図られました。

４８ページです。日本海ニシン栽培漁業定着事業負担金、決算額１３０万円、この事業につ

きましても、ニシン資源復興に向け沿岸６町での広域に種苗１００万尾の放流がなされたもの

であります。
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４９ページです。浅海資源増養殖事業補助金、決算額６０８万９，０００円、未利用海域の

キタムラサキウニ７５トンを浅海の適地に移植することなどにより、資源の有効利用が図られ

たものであります。

エゾアワビブランド化推進事業補助金、決算額１８万３，０００円、エゾアワビのブランド

化として取り組んでいる飼育種苗代に支援を行ったものであります。

５０ページです。サメ漁業被害防止対策事業補助金、決算額８９万２，０００円、サメによ

る被害防止のため計画調査に係る漁具や漁船料に対し支援を行ったものであります。

５１ページです。水産種苗育成センター運営業務、決算額２，２４０万円、アワビ事業とし

ましては３５ミリ種苗１万個、４０ミリ種苗５，０００個を供給しました。ナマコ栽培試験事

業では、前年度比約５万個増の約９０万個を生産し、町内３地区での配布放流を行うとともに、

漁業者の種苗生産技術取得に対する支援を継続しました。

以上６款農林水産業費の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では９２ページから１０７ページです。

５款労働費、６款農林水産業費の質疑を許します。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 成果に関する報告書の４１ページです。一応確認事項なので担当者の

方に説明願いたいと思います。産業担い手育成事業補助金の農業関係分でございますけども、

予算額３０万、決算３０万、事業期間でございますが、（２）番にそれぞれ新規就農、Ｕターン

期間は違いますけども、ここで気になったんですが②のほうで、この２０万５，８８０円とい

う端数が発生している。これはどういうふうなことでこの端数が発生したのかという内容につ

いてお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 大庭係長。

○農政係長（大庭 啓君） 質問についてお答えいたします。産業担い手育成事業の補助金に

つきましては、まず平成２７年の就業者ということで１名、こちらは９万４，０００円という

ことで、２番目については２０万５，８８０円ということで、端数につきましては、こちらの

事業につきましては新規就農者、Ｕターン者に農用地賃貸料の補助金ということで、農地保有

合理化事業を使って土地の購入にかかる部分の補助金ということで出してるんですけれども、

こちらのほう５年間、農業公社のほうから賃貸でお借りしまして、その賃貸料が１年間２０万

５，８８０円ということで端数がついているということでございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました賃貸料で端数が発生してるっていうふうなことなんです

が、担い手育成事業で奨励金は別に支払われていて、この賃貸料はまた新たに別口で助成する

という判断でよろしいでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 大庭係長。
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○農政係長（大庭 啓君） 奨励金につきましては、年間１５０日以上就農して１２月に交付

ということで、こちらのほうは合理化事業に乗らないと補助金当たらない部分ですので、例え

ば就農したＵターンとか、新規就農者で戻ってきたとしても、例えば土地を買う当てがないと

か、例えば合理化事業に乗らない場合は対象にはならない形にはなります。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。これある意味新規就農の方に対して就農奨励金プラス、

こういった賃貸契約についての金額についてもするということは、ある意味、新規就農が非常

にしやすい環境に整うという点について、これは大変いいことだと思うんです。そういった点

では継続してしっかりやっていただきたいと希望いたします。ただ一つ気になったのが、あと

細かなことで申し訳ないですが、予算額と決算額の執行割合１００％、これは１００％にする

ように数字を整えたほうがいいんじゃないかと思うんですけども、これは別にそんなに僅か１

２０円の差ですからあんまり言わなくてもいいのかもしれませんけども、こういったのは、あ

えて予算と決算額の金額の差っていうのはこのぐらいは、その端数については、このまま満度

に１００％という感覚で処理するのが常なんでしょうか。普通は、ちょっと違うところは９９．

９とかというふうに出てるんですけども、この辺の感覚はどういうふうな形で処理されたんで

しょうか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 予算書につきましては１，０００円単位、決算につきましては円

単位でございますのでどうしてもこういう部分が出ますけれども、単純に割り返しますと四捨

五入で恐らく１００％とこういうことになってるんだと思いますので、その点ご理解をいただ

きたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ５１ページ、水産種苗育成センター運営業務についてお尋ねします。

以前に私一般質問でさせていただいたことあるんですけれども、この運営業務ということで２，

２４０万、これが多分施設運営に係る費用かなというふうに思うんですけれども、それに対し

て収入が１５２万しかないということになるのかなというふうに思います。以前、アワビ種苗

の生産の収益の見込みがないと、減る一方の中でナマコ等の用途変更のことをお尋ねしたこと

あるんですけれども、今後この状態が続いた場合に施設としての運営も厳しくなると思うんで

すけど、その辺はどういうふうに考えているのかだけお尋ねします。

○委員長（熊野主税君） 八木課長。

○水産林務課長（八木忠義君） 水産種苗育成センターの運営業務なんですが、自主決算額は

２，２４０万、それに対して歳入が１５０万ちょっとなんですが、収支のバランスが合わない

んですが、これはうちの大宗漁業でもあるウニ、ナマコ。そしてナマコの種苗生産でこれは売

払い今できませんので、それの関係でナナマコ事業に力を入れてる感じになります。ただとに

かくナマコ今８，０００ぐらいっていう価格も付けてたものですから、今、漁業者さんはナマ
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コに頼ってる状態でありますので、とにかく資源を増やしていかなければ、すぐ枯渇しちゃう

ということで、そういうことで今種苗センターでは力を入れてます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ナマコに関してはそういう情報もお聞きしてますので、いいことだと

思ってますけども、ただ前回、用途変更の部分お尋ねしてたことあったものですから、それが

今どういうふうになってるかも含めてお尋ねしたいんですが。

○委員長（熊野主税君） 油谷係長。

○水産係長（油谷好彦君） ご質問にお答えします。以前、桝田委員から種苗センターの関係

で一般質問を受けて、実際、北海道と用途変更について協議はしてきたんですけども、なかな

かハードルが高いということがありまして、それに向かって行くのが難しいかなという状況で

ございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

５款労働費、６款農林水産費の質疑を終わります。

説明員交換のため暫時休憩いたします。

休憩 午後２時４６分

再開 午後２時４９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

７款商工費、８款土木費の説明を求めます。

佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） それでは報告書５１ページになります。決算書では１

０７ページからになります。ふれあい市場開設事業で、決算額１１万３，０００円で全額一般

財源であります。ふれあい市場を開設し、地元海産物や農産物のＰＲと地産地消を図ったもの

でございます。事業の実績については記載の表のとおりでございます。

続きまして５２ページになります。決算書では１０７ページからになります。商工会補助金

で、決算額１，１００万円で全額一般財源でございます。商工会へ補助し、商工会の適正な運

営と経営改善普及事業による会員の安定と負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、中小企業経営安定資金融資利子補給費補助金で、決算額４８万７，０００円で

す。すみません、ここで訂正をお願いしたいと思います。一般財源の欄に４８万８，０００円

とあるのを４８万７，０００円に訂正をお願いいたします。誠に申し訳ありません。

財源については全額一般財源でございます。融資利用者の利子補給を行い負担軽減を図った

ものでございます。実績については記載の表のとおりでございます。
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続きまして、地域おこし協力隊活動費補助金で、決算額１３２万円で全額一般財源です。地

域おこし協力隊活動に要する経費に対し補助したものでございます。

続きまして、観光協会補助金で、決算額６２６万円で全額一般財源です。観光協会の運営に

必要な人件費や事業費に補助を行い観光ＰＲを図ったものでございます。

５３ページになります。決算書では１０８ページになります。イベント事業補助金で、決算

額４５万４，０００円で全額一般財源です。コロナ禍によりイベントが全て中止となりました

が、既に準備に要した経費に対し補助したものでございます。

続きまして、観光施設管理運営費で、決算額４，５７８万９，０００円で、その他２６６万

円は使用料で、残りの４，３１２万９，０００円は一般財源です。記載の表の９施設の適切な

管理を図ったものでございます。各施設の使用料及び利用者数の実績については、記載の表の

とおりとなっております。

５４ページになります。決算書では１１１ページになります。温泉ホテルきたひやま運営事

業で、決算額２，９９８万４，０００円で全額一般財源です。温泉ホテルきたひやまの適切な

管理運営を図るため指定管理料などを支出したものでございます。実績については記載の表の

とおりとなっております。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして８款土木費についてご説明いたします。決算書の

範囲といたしましては１１１ページから１１９ページとなっております。熱源供給施設改修事

業、工事請負費で決算額５，７８６万円、全額一般財源でございます。北檜山１号井温泉管布

設工事として、架橋ポリエチレン管、合計４９８メートルを布設したことにより安定した温泉

供給が可能となり、各施設での熱量不足が解消されたものであります。

次に５５ページになります。温泉２号井源泉ポンプ改修事業、工事請負費で決算額８１４万

円、全額一般財源でございます。温泉２号井源泉ポンプ改修工事といたしまして、温泉用深井

戸水中ポンプの整備及び動力ケーブルの交換を実施したものであります。

次に、町道交通安全施設整備事業、工事請負費で決算額１３５万円です。全額一般財源でご

ざいます。町道交通安全施設整備工事として、区画線を２路線、１施設、停止線の移設１箇所、

ガードケーブル補修２路線を実施したものであります。

次に、町道排水改修事業、工事請負費で決算額１２６万５，０００円、全額一般財源でござ

います。町道豊岡団地幹線側溝改修工事として延長７９メートルの側溝改修を実施したもので

あります。なお事業期間、事業実績、事業効果については記載のとおりとなっております。

次に、町道舗装補修事業、委託料で決算額２７２万８，０００円、全額一般財源でございま

す。町道路盤調査業務として記載の２路線の路盤調査を実施しております。続いて工事請負費

で５８３万円、全額一般財源でございます。町道真駒内団地西幹線舗装補修工事として、舗装

補修３８７平方メートルを実施したものであります。

次に５６ページになります。温水高圧洗浄機購入事業、備品購入費で決算額３９万１，００

０円、全額一般財源でございます。草刈機などの洗車用として除雪センターへ設置しておりま
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す温水高圧洗浄機１台を更新したものであります。

次に、北檜山流雪溝施設整備事業、決算額６，２８０万円、各節の内訳は記載のとおりであ

ります。財源内訳として国道支出金６，０６０万２，０００円、残り２１９万８，０００円は

一般財源であります。流雪溝及び消流雪溝の管理運営を実施したもので、協定に基づく負担割

合、経費内訳、事業効果については記載のとおりであります。

次に、町道橋長寿命化修繕事業、工事請負費で決算額７，９０６万８，０００円、財源内訳

として国道支出金５，２１４万円、地方債２，６９０万円、残り一般財源でございます。橋梁

長寿命化修繕計画に基づきまして、不動橋補修工事として延長４０．７メートル、幅員１１メ

ートルの補修工事を実施したものであります。

次に５７ページになります。町道舗装補修事業、工事請負費で決算額１，９２５万円、財源

内訳として国道支出金１，２４５万７，０００円、残り６７９万３，０００円は一般財源であ

ります。町道栄線舗装補修工事として延長４００メートル、幅員５．５メートルの舗装打替え

を実施したものであります。

次に、町道防雪柵整備事業、委託料で決算額２，１９２万３，０００円、財源内訳として国

道支出金１，３１５万２，０００円、地方債８７０万円、残り一般財源であります。町道花畑

線の防雪柵設置に向けまして、町道路線測量業務及び町道防雪柵新設工事実施設計業務を実施

したものであります。

次に、雪寒機械更新事業、備品購入費で決算額４，１８０万円、財源内訳として国道支出金

２，７８６万６，０００円、地方債１，３１０万円、残り８３万４，０００円は一般財源でご

ざいます。雪寒機械として除雪トラック７トン級専用型１台を更新したものであります。

次に、普通河川兜野川改修事業、決算額１，６２５万８，０００円、財源内訳として地方債

１，６２０万円、残り一般財源でございます。委託料では、普通河川兜野川改修工事実施設計

業務、工事請負費で普通河川兜野川改修工事として、柵渠工延長８５メートルを実施したもの

であります。

○委員長（熊野主税君） 八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） ５８ページです。水産物荷捌所改良工事、決算額３，９５８

万９，０００円、瀬棚港中央埠頭荷捌所屋根防水改修８０８平方メートル、鉄骨塗装５９８平

方メートル、照明器具布設替１５基、防鳥マット１１５平方メートル、防鳥ネット８０８平方

メートルなどの改修を実施しました。

瀬棚港修築事業負担金、決算額９００万円、瀬棚港修築事業に係る地元負担金で、東外防波

堤６．５メートルの延伸が進められたものであります。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして町営住宅等改修事業、工事請負費で決算額１５４

万５，０００円、全額一般財源でございます。みやこの丘団地町営住宅換気設備改修工事、元

町職員住宅屋根塗装工事を実施したものであります。

次に、町営住宅等長寿命化計画策定業務、委託料で決算額３７４万円、財源内訳として、国
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道支出金１６８万３，０００円、一般財源２０５万７，０００円でございます。老朽化した町

営住宅等ストックの計画的な更新を進め、建物の点検強化、早期修繕による長寿命化や建替、

用途廃止を計画的に行うため、改めて長寿命化計画を策定したものであります。

次に、町営住宅等長寿命化改善事業、工事請負費で決算額４３４万５，０００円、財源内訳

として、国道支出金１９５万５，０００円、一般財源２３９万円でございます。いちい団地１

棟４戸の屋上防水改修を行ったものでございます。

次に５９ページになります。町営住宅解体事業、工事請負費で決算額５０６万円、財源内訳

として、国道支出金２５３万円、一般財源２５３万円でございます。丹羽団地２棟５戸の解体

を実施したものであります。

以上で８款土木費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。

決算書では１０７ページから一般１１９ページまでです。７款商工費、８款土木費の質疑を

許します。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 決算書の１０８ページの負担金補助及び交付金の中で、地域おこし協

力隊活動費補助金で１３２万円とあります。これ地域おこし協力隊の事業実績では令和２年に

ついては、活動に必要な備品等の整備を行ったということであります。地域おこし協力隊の令

和２年度における成果と言いますか、そういったものがどのように評価されてるのか、そして

また課題だとかそういったものがどのように挙げられて、令和３年度の事業に生かされてるの

か。現状の課題についてお伺いしたい。１３２万についても、いろんな人に応じて整備と言い

ますか、対する備品等の整備を行ったとありますけども、これについての具体的な事業の内容

について成果も含めた中で、地域おこし協力隊に対する考え方、成果、効果というものを、ど

のようにこれまで考えてきてるのかお伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまの道高委員のご質問にお答えをさせてい

ただきます。まず地域おこし協力隊の活動費補助金につきましては、令和２年度に新たに作っ

た補助金になります。この補助金の中には毎月の車の借上料、今まで３万円払ってた分もこち

らのほうに移動をさせていただいております。なおかつ家賃の部分、これは職員と同じで毎月

の家賃の部分の補助金もこの中に含まれている。そのほかに協力隊としていろいろな活動があ

りますので、そういった必要な部分、協力隊の活動として何か免許を取りたいですとか、そう

いった旅費とか、講習料とか、そういった部分も含まれております。なおかつ今回のこの１３

２万円の中には、作業機、電気ドリルですとか、そういった作業するのに必要な備品等を今回

は購入をしております。

地域おこし協力隊の評価ということでご質問があったかと思いますけれども、現在、観光協

会に２名いらっしゃいます。１名の方は今３年目に入っておりまして、今年度で協力隊のほう
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は終了して、来年４月から起業に向けて今いろいろと活動をしております。これはせたな町内

で起業をしたいということで話は伺っておりますので、そちらに向けて今活動をしていると。

もう１人観光協会に今年の６月に採用をいたしまして今観光協会には２名体制ということで

来ておりますが、その方も将来こちらのほうで起業したいということで話は伺っておりますが、

今は観光協会の中で仕事に慣れていただいて、業務のほうにいろいろと携わっていっていただ

いてるというような状況でございます。それから１０月１日からもう１名採用をさせていただ

いて、これが応募がなかった起業者、起業に向けて採用をした協力隊の方が、現在、商工会の

ほうで丸々そこに採用した方につきましては、もう最初からこういうことをやりたいという活

動の中で起業を目指していただくということで、その方につきましては、経営コンサルタント

を東京のほうでやっておりましたが、こちらに移住して経営コンサルタントとしての起業に向

けて今努力をしております。この方につきましては海外にいた経験も生かして、海外との繋が

りを持って町の中で活動もしたいということでございました。答えになるかどうかわからない

んですけれども、今年の春には酪農ヘルパーで来ていた方も農業のほうで就業を４月からして

おりますし、もちろん今まで採用した協力隊の方で帰っている方が多いんですけれども、そう

いった部分こういう補助金を活用して、起業に向けて町のほうもお手伝いしますよというスタ

ンスで取り組んでおりますので、こういうのが広がって地域になじんでいって、せたな町で起

業をして、せたな町のために活動をしていただければいいのかというふうに思っております。

答弁なっているかどうかちょっとあれなんですけれども、そういうことで町のほうも一体とな

って進めていきたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 地域おこし協力隊は、せたな町に来て夢と希望と、これから地域のた

めに、せたなためにというこの勢いがそがれてしまって、１年ぐらいで離れて、とん挫してと

いう方が多かったと私は残念に思ってるんですけど、そういう面では、やはりきちんとした環

境整備、このそれぞれの思いを達成できるように、目的が達成できるような環境整備というも

のは町も挙げて支援体制と言いますか、環境整備すべきだと私も思っていたところなんですけ

ども、令和２年度それから３年度についてはそういうような取り組みだということですから、

そこを支点にしながら一緒になって、それぞれの仕事先と一緒になって環境づくりをすべきだ

と。１年でも２年でいてもらって、そしてそういう能力を発揮してもらうということが大事だ

と思いますので、そこは了解いたしました。

それで次の質問いいですか。

○委員長（熊野主税君） どうぞ。

○委員（道高 勉君） 観光施設管理運営費で報告書の５３ページに観光施設管理運営費があ

ります。使用料が載っております。グリーンパーク令和２年度１２３万７５０円ということで、

コロナの影響もあって、これはなかなか利用する方も減ってきたというのは理解できます。し

かし利用者が減ってきておりますけれども、それに係る整備、草刈り関係、これの人件費関係

含めますと相当な金額になってるわけであります。これまで今のグリーンパークがオープンし
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てからもう２０年以上経つと思いますが、これも一部借用地であります。そういったことでこ

れまでも何回か議会でもいろいろ議論はしてきておりますけれども、これからのアフターコロ

ナ後における町民の健康維持のための役割、そしてまた財政が厳しい中で、本当に大きな整備、

今の施設の中でずっと継続していくのかということの見直しと言いますか、そういったものも

当然、行政内部の中では議論されていると思いますけれども、その辺についての今後の見通し

的なものは令和２年中における成果によって、どのように考えられているのか、そこをお伺い

したいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問でございますが、今年度の予算

で、この観光施設整備費の中から公共施設整備の部分、草刈りですね、その部分抜取りまして

パークゴルフ場に限らず、観光施設の芝の部分、それから教育委員会で持っている芝の部分、

これを一緒にして経費の節減に今年は取り組んでいるということになります。ただ今言われた

パークゴルフ場の部分につきましては、町の土地もありますし、一部借りている土地があると

いうことでそちらの賃貸料も年間１００万円近い９７万円ほどかかっております。現在、町と

して考えているのは、作業量も大きいものですから返す方向で今のところ検討はしてるんです

けれども、実際にそこを元の状態、畑に戻して原状復帰して返さなければならないという課題

があります。その原状復帰に大体３，０００万円から５，０００万円程度かかるというような

見込みで、今、土木をやっている会社に見積りを依頼している状況でございます。それが出て

から内部でもう一度検討しまして、どういう方向でこのパークゴルフ場を今後進めていくのか

という部分も検討しながら考えていきたいと、現在のところの状況としてはそのような形でご

ざいます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 開設当初は大変有効なそういった施設ということで、町民の皆さんも

利用されて、観光の面の役割もあるということでの有意義な施設ということでは評価はされて

きているところでありますけれども、しかしながら、このように年々高齢化が進んで、なかな

かあれだけの大きい施設の中で利用される方も減ってきてるというのが実態であります。です

から今言った方向性に向けて、やはり所有者と常に、１回では決まらないと思いますけれども、

その辺の基本的な考え方を持った姿勢を持ちながら交渉して、そしてそういう次のビジョンを

作り上げるべきだと。まったくなくするのではなくて、これからの時代に合った、ニーズに合

ったようなそういった方向転換と言いますか、そういったことも必要でないかなということで

提言をさせていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 町としましても、担当者としてもいろいろ検討を

させていただいて、皆さんにとっていいような方向で進められるように検討していければと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。
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○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 報告書の５２ページでお聞きいたします。商工会の補助金について予

算が１，１５０万、決算１，１１０万ということで４０万減額で、事業実績、推移、効果と書

いてあるわけでございますけども、この４０万の減っていうのは、どういうふうなことなのか

ということで説明願いたい。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。

商工会の補助金につきましては、北海道の補助で職員の人件費の部分出ておりますし、町から

も商工会の人件費の補助金というのが出ております。そのほかにも商工会の中で、いろいろと

女性部ですとか、青年部ですとか、そういった中の活動の部分についても補助金を出しており

ますが、昨年につきましてはコロナの影響でそういう活動もできなかったということで４０万

円の部分が減額になったということでございます。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） ちょっと説明の説得力に欠けると思ったので再度質問いたします。事

業実績とか推移、効果等の中においては、商工会の経営改善普及事業及び指導体制の強化、そ

ういう事業補助金というふうなことで書いて、その中で予算を１，１５０万円見てたけども、

コロナだから４０万減らしたよっていうふうなことでなくて、これはある意味指導体制強化と

いうんであれば、なおさらこの金額について減額することなく支給するべきだったんじゃない

かと思うんですけども、これ事業費に対する助成事業に対する助成じゃなくて、この指導強化

となれば、減額するのは私は何か理に合わないんじゃないかなと思うんです。確かにほかのい

ろいろな面での補助体制は分かるんですが、こういった事業の内容からいくと、この減額すべ

きものでなくて、やはりきちんと支給すべきでなかったんじゃないかと思いますけども、４０

万の減額についてきちんとした根拠お願いします。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問でございますが、商工会の補助

金につきましては補助要綱を整備しておりまして、その補助要綱に則って計算をさせていただ

いております。中身は私今ちょっと持ち合わせておりませんが、要綱に則った中で補助金の申

請行為があって、補助額が決定するということになっておりますので、要綱の中でそういった

形で減額になったということでご理解いただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりましたって言いたいんですけれども、わかりにくかったんで、

しつこくて申し訳ないんですけども、今補佐おっしゃった補助要綱があって１，１５０万が１，

１１０万になって４０万減額なったよっていうそういうふうなことで説明されても、今日決算

委員会で、この内容について自分たちが審査してる、チェックしなきゃならないんだけども、

その補助要綱というのが、それ合致したもので、そしてまた今まで商工会に対する補助金に対
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して、この金額に対してこういうふうに毎度その要綱によって変わるんだっていうようなこと

であれば、では設定はどうだったんだろうと。設定の仕方１，１５０万、その設定、予算額、

それと決算、そういったものもきちんと納得できるような説明をしてもらわないと、なかなか

今の要綱の中にありますからという一言では、私ちょっと理解しかねるんです。だからここで

今、内容について詳しく説明すれということでありませんけども、疑問に思ったのは私だけか

もしれませんけども、その要綱でようするに４０万減額なった根拠はどうなんだということを、

そういうペーパーがあれば後ほどいいです私は。私は今の説明で納得しますけども、こういう

わけで４０万減額なったんだよということの証明できるものを示していただきたいと。後ほど

いいです。お願いします。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐、そのような書類、事業のこれをやらなかったのでこ

れだけが減額になったんだということがわかるものありますか。やってないので出さなかった

ということでしょうから。それの資料、提出をお願いします。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） わかりました。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） それでは７款商工費、８款土木費の質疑を終わります。

説明員の交代のため暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ３時２１分

再開 午後 ３時３０分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします

９款消防費、１０款教育費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） 報告書の５９ページでございます。９款消防費でございます。決

算書については１１９ページからでございます。

防災行政無線デジタル化整備工事、決算額４億２，７４８万２，０００円、財源内訳でござ

います。地方債４億２，３００万円、その他４２８万５，０００円、一般財源１９万７，００

０円でございます。事業内容につきましては、現在使用しているアナログ防災行政無線をデジ

タル防災行政無線へ更新するものでございます。

９款消防費については以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 丹羽教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（丹羽 優君） それでは１０款教育費の説明をさせていただきます。

報告書の６０ページで、決算書につきましては１２１ページから１３７ページとなってござい

ます。
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指導主事派遣事業、外国語指導助手派遣事業、英語指導助手派遣事業、学習支援員・特別支

援教育支援員配置事業、決算額２，８２８万７，０００円、全額一般財源でございます。指導

主事につきましては、学校教育、学校経営に関する指導助言を行ったものでございます。外国

語指導助手につきましては、２名体制により計画的に小、中学校へ派遣し、子供たちの英語の

語学力の向上を図ったものでございます。英語指導助手につきましては、小学校の外国語の指

導充実ということで、町内の小学校４校に派遣し英語の語学力の向上を図ったものでございま

す。学習支援員・特別支援教育支援員については、学習支援員２名と教育支援員１３名を配置

し、支援を必要とする児童に対して生活、学習支援を行ったものでございます。なお内訳は記

載のとおりとなってございます。

続きまして教職員研修会等補助事業、決算額２８万８，０００円、全額一般財源でございま

す。こちらにつきましては、各種研修会に対して補助金を支出しており、コロナ禍の限られた

中で研修会等を通じて教職員の資質向上を図ったものでございます。

次の６１ページにまいりまして、スクールバス運行事業小学校、決算額３，５４９万２，０

００円、次のスクールハイヤー運行事業小学校、決算額１，５５０万３，０００円、ともに全

額一般財源で、児童の遠距離通学に対する登下校時の送迎体制を確保したものでございます。

続きまして、ＩＣＴプログラミング教材購入事業小学校、決算額２２万１，０００円、全額

一般財源でございます。新学習要領の全面実施によるプログラミング教育の必修化に伴い、教

材としてプログラミングロボット１６台を購入し、コンピューターを活用したプログラミング

を通じて、思考力、判断力、表現力等の育成を図ったものでございます。

次の６２ページにまいりまして、要保護及び準要保護児童就学援助費小学校、決算額４８６

万８，０００円、財源内訳ですが、国道支出金１１万２，０００円、残り一般財源でございま

す。対象となる世帯に対して学用品等の負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、久遠小学校外壁タイル補修工事、瀬棚小学校非常階段改修工事、小学校エアコ

ン設置工事、決算額６３８万５，０００円、財源内訳ですが、国道支出金１０７万８，０００

円、残り一般財源でございます。内訳は記載のとおりとなってございます。いずれも施設の適

切な維持管理とともに、小学校エアコン設置工事においては、感染症対策についても図られた

ものでございます。

続きまして、スクールバス運行事業中学校、決算額６２２万５，０００円、次のスクールハ

イヤー運行事業中学校、決算額１，１６３万３，０００円、いずれも一般財源でございます。

こちらも遠距離通学する生徒の登下校、部活動の送迎等の体制の確保を図ったものでございま

す。

続きまして、ＩＣＴ機器導入事業中学校、決算額１６３万９，０００円、全額一般財源でご

ざいます。全中学校へ大型液晶モニタの配備を行いまして、学習形態の改善、授業の資質向上

を図ったものでございます。内訳は記載のとおりでございます。

続きまして、中学校活動事業、決算額４９万円、全額一般財源でございます。文化活動のた

めの補助金ということで支出したものでございます。
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次の６３ページにまいりまして、要保護及び準要保護生徒就学援助費中学校、決算額５６８

万６，０００円、財源内訳ですが、国の支出金１０万２，０００円、残り一般財源でございま

す。対象となる世帯に対して学用品等の負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、北檜山中学校等避雷設備設置工事、北檜山中学校高圧電気設備改修工事、決算

額１，０６８万１，０００円、財源内訳ですが、その他財源７０１万８，０００円は、公共施

設整備基金充当で、残り一般財源でございます。内訳は記載のとおりで、いずれも施設の適切

な維持管理を図ったものであります。

次の６４ページにまいりまして社会教育関係でございます。各種生涯学習講座、決算額６５

万３，０００円、全額一般財源でございます。町内外の人材を活用して、少年から高齢者まで

の各期のニーズに対応した学習機会の提供を図ったものでございます。内訳は記載のとおりと

なってございます。

次の６５ページにまいりまして、社会教育団体補助事業、決算額４６万７，０００円、全額

一般財源でございます。これにつきましては町民文化祭実行委員会、郷土芸能団体連絡協議会

に事業や活動等への支援を行ったものでございます。

続きまして、学校図書支援員派遣事業、決算額８２万９，０００円、全額一般財源でござい

ます。こちらにつきましては、小学校、中学校に支援員を派遣し、学校図書室の充実を図った

ものでございます。

続きまして、体育団体補助事業、決算額１４４万１，０００円、財源内訳ですが、その他財

源３万円はスポーツと文化振興基金充当で、残り一般財源となっております。団体につきまし

てはスポーツ協会、スポーツ少年団連絡協議会、スポーツフェスタ実行委員会の各団体の活動

に際して支援を行ったものでございます。

続きまして、全道全国大会参加奨励事業、決算額８５万８，０００円、財源内訳ですが、全

額その他財源で、スポーツと文化振興基金充当でございます。この奨励事業につきましては、

全道全国大会に参加する団体及び個人の経費の負担軽減を図ったものでございます。

次の６６ページにまいりまして、体育施設整備事業、決算額３３４万４，０００円、全額一

般財源でございます。大成町民プールろ過ポンプ交換等改修工事と真駒内球場外周フェンス改

修工事を実施し、安全な施設利用を図ったものでございます。

続きまして、学校給食センター屋根防水改修工事、決算額４５４万３，０００円、財源内訳

ですが、全額その他財源で公共施設整備基金充当でございます。施設の適切な維持管理を図っ

たものでございます。

以上、教育費の説明を終わります。

続きまして、主要施策効果表別冊、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金事業

関係でございます。

８ページになります。中ほどの１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費から最後の１

０款教育費、３項中学校費、２目教育振興費の４本でございまして、いずれも学校再開に伴う

感染対策、学習保障等に係る支援事業でございます。
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２目事務局費は、決算額１万２，１４４円、財源内訳は国道支出金１万２，０００円、残り

一般財源となってございます。実施内容は、家庭学習用端末収納バッグ購入費となってござい

ます。効果といたしましては、学校の教育活動再開に対して、児童生徒の学びの保障のため、

感染症の対策を徹底しながら、感染の状況や児童生徒の状況に応じた学校での教育活動や家庭

学習を実施する際に生じる経費の支援をするための物品を購入したものでございます。

続きまして、２項小学校費、３目学校施設整備費でございます。決算額２１５万６，０００

円、財源内訳ですが、国道支出金２１５万６，０００円、実施内容ですけども、先ほど説明し

ました小学校エアコン設置工事費ということでございまして、瀬棚小学校と北檜山小学校それ

ぞれ１室ずつ設置してございます。事業効果でございますが、これも学校の教育活動に際しま

して、感染の状況や児童生徒の状況に応じた学校での教育活動のための工事請負を実施したも

のでございます。

次の９ページでございます。３項中学校費、１目学校管理費でございます。決算額が４２万

８１６円、財源内訳ですが、国道支出金４２万８００円、残り一般財源でございます。実施内

容といたしましては、家庭学習用端末収納バックを購入したものでございます。こちらも学校

の教育活動の再開に関して感染の状況や児童生徒の状況に応じた家庭学習を実施する際に生じ

る経費の支援をするために購入したものでございます。

最後に、２目教育振興費、決算額が１６３万９，０００円、国道支出金が１６３万９，００

０円、実施内容といたしましては、液晶モニタ購入中学校でございます。こちらにつきまして

も学校の教育活動再開等に対して、生徒の学びの保障のために感染の状況に応じた学校での教

育活動のために購入を実施したものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では１１９ページから１３７ページま

でです。９款消防費、１０款教育費の質疑を許します。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 社会教育のほうなんですけど、決算書で１２９ページの社会教育総務

費の中で負担金補助及び交付金があるんですけど、この中でいつもでありますと文化協会に対

する補助金も当初はあったんですけど、コロナの関係でほとんど事業やっておりませんでした。

そういうことから文化協会の補助金についてはゼロだということだと思います。こういう状況

ですから自粛、自粛の中でやってきて、今文化協会の会員団体数も減ってきてると。高齢化も

出てきてるということで、なかなか文化協会の事業としていろいろな面で支障がこれからさら

にくるだろうということで危惧されております。それは社会教育の一つの在り方として、やは

り教育委員会の役割、町民に対する芸術文化の振興という中において、やはりこういった状況

もしっかりと現実を踏まえながら、どのようにそれを町民の皆さん方にそういう文化活動と言

いますか、そういったものにテコ入れしていくかということが、指導、助言そういったものの

支援策などについてこれから図るべきだと思うんですけども、今回、令和２年度においてはま
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ったくそういう文化協会事業ができなかったと。そういう中にはそういった厳しい現状が団体

においてはあるということにおいて特に教育委員会としてどのようにそれを認識してるのかお

伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） ただいまの質問にお答えします。文化協会の活動な

んですけども、現状、道高委員がおっしゃったように高齢化、それと人員の減少といった部分

でかなり苦慮してるということは私も聞いております。これから活動のほうを活発にして行か

なければならないというのも、私たちも強く感じるところでございまして、会長及び役員の皆

さんと相談してるところなんですが、去年はコロナで事業はできなかったんですが、次年度に

向けて活動の底上げのために各団体の活動内容を広報なり、チラシなりなどでお知らせをして

してはどうかといった話とか、あと毎年行ってます体験事業のサンデーカルチャーの事業見直

しをして、もっと皆さんが触れやすいような形の事業にしてはどうかとか、あと最近、少人数

で活動する文化団体が多いものですから、今文化協会の規約で加入の条件が５名以上の団体と

いうことで謳われてますので、その辺をもう少し緩和して入りやすい協会にしてはどうかとい

ったようなアイデアもありますので、その辺も私たちも話に入りながらサポートして、底上げ

について頑張っていきたいというふうに現状考えているところです。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 本当に自ら進んでそういった趣味だとか、生きがいづくりをするとい

うことの、これまでの町民の生活の中でそういった暮らしの中で、そういう過ごす時間帯あっ

たんですけれども、近年、本当に高齢化に伴っての影響によっての減少ということで、そして

また指導者もなかなか担い手がいないということがあるわけでありまして、その辺きちんとし

た指導者の育成だとか、そういう芸術鑑賞に参加するそういう啓発そういったものについて教

育委員会としても一生懸命取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。その辺、教育

長の見解をお伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 教育長。

○教育長（小板橋司君） 文化団体の今のそういう減少なり、加盟者の減という話は担当のほ

うからも話がありましたとおり、役員さんとも、道高委員も役員かと思いますけども、いろい

ろと具体的な話はしまして、ようは２年度のうちにそういう話は確かしていたはずです。３年

度以降、だからもう今動いているんですけども、そういう対策、各団体の勧誘のお手伝いを教

育委員会としてもしていきましょうということで動いてます。その一つが今年の町民文化祭、

ステージの部はできないんですけども、少しでもこういうコロナの中でも活動を知ってもらう

ということで、動画を取ってそれを展示の日に流して、少しでも活動を知ってもらいましょう

ということも一つ。結果的には３団体しかないですけども、そんなのも勧誘するための一つの

方策としてやってます。いろいろと今改正して５人以下でも少ない人数でもそういうふうに文

化協会に入ってもらおうということでしてますけれども、今道高委員おっしゃったように、例

えば、芸術の部ですか、芸術に限らずかもしれませんけどそういう指導者が必要なものもある
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かと思います。その辺につきましては、そういう声がありましたら教育委員会としても、使え

るものを使っていろいろと指導者の招聘なり紹介をして、そういう芸術文化が廃れないように

繋がっていくように対応していきたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） そうですね。やはりそういうなかなか現実的には本当に後継者がいな

い中で、自然消滅そういうのは近年見られると、会の消滅があると、維持できないということ

であるわけでありまして、そこはそういう沈滞になりますとそういういろいろな町全体の文化

活動的なもののリスクと言いますか、下がるということがありますのでそこは何とか踏ん張っ

て維持していって、そういう生きがい活動と言いますか、高齢化の中においては重要なポイン

トであるというふうに思いますので、そこをしっかり教育委員会サイドにおきましても十分取

り組みについて検討していただければと思います。

それから違う件でいいですか。教育長にお伺いしたいんですが、報告書の中の８ページで、

学校教育でいろいろなせたな町の学力向上改善プランということで、わかりやすい授業、学習

児童方法に取り組んでるということであります。学力テストを全国的にやっておりますけれど

も、せたな町における各小学校のレベルというのが低いのか、高いのか、どういうふうに評価

して、そしてどういうところに教育長として現場のほうにそういう意思といいますか、そうい

う指導的なものが取り計られてるのか、その辺ちょっと考え方ありましたらお伺いしたいと思

います。

○委員長（熊野主税君） 教育長。

○教育長（小板橋司君） わかりました。まず一つせたな町の学力についてですけども、全国

学力テストあるんですけども、去年で言いますと全国平均よりせたな町は上になってます。檜

山全体が高いんですけども、その中でもせたな町は高いほうでありまして、教育局の局長から

もこれは誇れる数字ですよと。せたな町いろいろと移住定住等々でやってますけども、それの

謳い文句にも使えるぐらい学力の高いところですよというふうには言ってもらってます。おか

げさまでそういう状況ですので、今日も町内の校長会、教頭会の研修会やってますけども、こ

れまでどおり学力向上については続けていきましょうということと、やはり学力と体力につい

ても向上していくように日々、毎月でありませんけども、校長会、教頭会の時には、そのよう

なことを伝えているつもりであります。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） せたなの学力テストは上位であると、大変誇らしいことであります。

そういう面で本当に、子供たち小学生、中学生これから社会に出るためにも基礎学力的なもの

が高くないとなかなか都会の人方と子供たちの競争力になかなか大変なリスクを背負うという

のが現実だと思います。都会のほうではほとんどが塾行ったりなんかしてそれぞれであります

けど、この地方においては、学校だけでそういう塾通いだとかなかなかそこにまで行って学ぶ

と言いますか、そういう環境にもなってないという中身があるわけです。そういう面では、都

市近郊のそういった教育環境よりも、やっぱりリスクを背負ってる地域なのかなと。そういう
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面で全国の学力テストが上位であるということは、それは先生方のご努力の賜物かと思います。

やはり基礎学力を上げていくということで、一つまた教育長の指導力を指導なりそういうこと

で図っていただければと思います。やっぱり知徳体、頭ばかりでなくて体も心も知徳体がやっ

ぱり整った人間をせたな町の子供から世に出すんだということのそういった原則的なものって

いうのは必要なことだなというふうに思いますので、その辺、どのような、せたなっ子を育て

できるのかということについても、新年度に向けてそういうことで表してもらえればいいのか

と私は思います。

○委員長（熊野主税君） 答弁は。

○委員（道高 勉君） いいです。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ９款消防費、１０款教育費の質疑を終わります。

次に決算書１３７ページから１４０ページ、１１款公債費、１２款職員給与費、１３款予備

費、１４款災害復旧費の４款について質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終了します。

１１款から１４款の質疑を終わります。

説明員交代のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時５６分

再開 午後 ４時０１分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

次に決算書１２ページから４３ページまで一般会計歳入全款の質疑を許します。ありません

か。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 一般会計歳入の質疑を終わります。

ここでもう一度、一般会計歳入歳出全款の質疑を許しますが、請求されていた資料全て揃っ

たはずです。読む時間が必要だと思いますので１０分間休憩します。

休憩 午後 ４時０２分

再開 午後 ４時０８分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

ここでもう一度、一般会計歳入歳出全款の質疑を許します。

平澤委員。
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○委員（平澤 等君） 商工会補助金事業の町の補助金の決算の内訳についての資料が今手に

元いただきました。これによると５つのそれぞれの職員設置費、普及事業、普及事業の指導事

業、また商工会指導環境推進、地域振興事業といったことで、これで差引不用額、また超過し

た金額を相殺した結果４０万円が減額になったとこういう判断でよろしいでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 先ほどお配りさせていただいた資料の４枚目に出

てるかと思うんですけれども、これが予算額が１，１５０万円で、これが補助金になっており

ます。決算額が１，１１０万円ということで、１番右側に不用額としてそれぞれ上から５つ不

用額と、それから超過した部分も出ておりまして合計で４０万円が減ったということでござい

ます。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。要綱に基づいて計算した結果４０万減額だったという

ふうなことでそういう判断いたします。ただこの中で含みがあって私は思うんですが、この５

つの事業の中で不用額もあれば、超過した額もあるということでございます。そういった中で

たまたま今回不用額のほうが多かったから減額なったということでございますけども、やはり

商工会でいろいろな活動を大きく行った場合に、この当初の予算より超過する、事業費が大き

くなる場合があると。これはその時の状況によって変わると思うんですが、その場合には、増

額をするというふうなことがありうるという判断でよろしいでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問でございますが、年当初に要求

をいただいた補助金の中で、予算内で交付するというような形をとっておりますので、増額し

ない形で事業はやっていただくということでございます。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 内容についてはわかりました。やはりこのことについて、私は今商工

会は大変な時期になってございます。そういった意味で、５つの項目の事業の中でそれぞれ商

工会が意欲的に活動するという時に、やはり余ったら返してくれと言うんであれば、やはり足

りなかったら補充するよと、そういう考えでしっかりやってほしいということで、当然内容に

ついては、審査また町の監査委員の監査もされるということなんですけど、オーバーしたらダ

メだということではなくて、やはり活動を助長するっていう観点から言えば、ある程度、頑張

った場合には頑張って分について町でも考えていきたいということの含みをしていただきたい

と思う。これは要望ですから、もし理事者がそういう考えもあれば、ちょっと検討願いたいと

思います。どうですか。ないですか。決算委員会なんで、この部分については、答えはもらえ

なくてもしょうがないんですけども、やはり商工会がさらなる飛躍する意味で、そういった意

味について、限度額はこの額以上は出しませんよっていうのは堅実な予算立てと決算の仕方な

んだけども、やはりそういった意欲あって事業費が増えたけども、いい成果が出るという場合

にはこれはやはり応援していかなきゃならないというふうに思うんです。だからこの要綱の在
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り方についての基本的考え方は、来年度以降そういうふうな考えがあるかないか、その一言だ

けで結構です。

○委員長（熊野主税君） 副町長。

○副町長（佐々木正則君） ただいまの質問を受けながら、この最後の２ページの要綱をちょ

っと私見てたんですけれども、今、質問の中でのようなことはここには書いてございませんけ

れども、ひとつそういった点については検討させていただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

菅原委員いいですか。

○委員（菅原義幸君） 挙手しなかったんですけども委員長指名してくださったので。

まず最初に、総括質疑でありますから令和２年度せたな町各会計歳入歳出決算審査意見書、

これはいわゆる監査委員からの審査報告書でありますが、これについて１、２お尋ねしたいん

ですが、委員長よろしいですか。

○委員長（熊野主税君） はい、どうぞ。

○委員（菅原義幸君） 答弁は代表監査委員にしていただきたい部分もありますし、行政側か

らの答弁を求めるものもありますのでご判断をお願いしたいと思います。

まず代表監査委員にお尋ねしておきたいんですが、今回意見書をいろいろ勉強させていただ

きました。この意見書の中身について大変貴重なご指摘があり、これからの行財政運営に重要

な指摘をいくつかされております。総括的に１点だけ伺っておきたいんですが、いわゆる合併

特例が令和２年度で終わったわけです。令和３年度から一本化算定が始まるというこの時点で、

一本化算定に向けた１番大事なご指摘というのはどういうことになりますか、伺っておきたい

と思います。

○委員長（熊野主税君） 残間代表監査委員。

○代表監査委員（残間 正君） ただいまのご質問、重く受け止めています。というのは、や

はり今のいろいろな財務上の指標を冷静に見れば、ただいまご意見のあった危なっかしい、端

的に言えば３億円ぐらい基金が減れば、やはり指標が今まで提示されなかった数字がせたな町

の場合もバンと出てくるという状況になると思います。したがって、今年の令和２年の決算書

の指標がそのままオッケーというわけでは決してありません。したがって、これからも大切な

財源を適切にきちんと使っていく。そして例えば税金の収入等も貴重な自主財源についてはき

ちんと徴収する、そういう努力は絶対欠かせない、そのように思っております。適当な答えに

はなりませんが、私ども監査する上には、このお金の指標の仕方が本当に町民のために役立っ

ているのか、より効率的な使い方ができないのか。場合によっては見直しをして、よりよい方

法に変えたらまだ有効に使えるんじゃないか。そういう提言を担当の課長、担当者とやりとり

しながら監査をしているということであります。端的にやはり今の置かれてる数字を捉えてオ

ッケーだということにはなりません。そのことだけは申し伝えたいと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。
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○委員（菅原義幸君） 大変示唆に富んだが含蓄のある答弁であります。私も令和３年度から

の行財政展開、非常に一つの危機感を持っております。話は少し横道に逸れますが、実は１億

５，０００万のコロナ対策について、先般の１４日の臨時会で補正をいたしましたが、当初、

財源政策について財調から出すというような計画でありました。これは高いレベルで考えて、

是か非か検討すべきだという提起をいたしましたところどういうことになったか。繰越財源か

ら１億３，０００万を投入するということになりました。それと国の臨時交付金を当て込んで、

事業者支援と商品券配布一口に言いまして１億５，０００万の事業が決定したわけであります。

私はこれには反対はいたしませんでしたが、棄権という態度をとらせていただきました。つま

りコロナ対策でありながら感染防止対策は１円も計上なしと。それから経済対策についても、

受けた業者の打撃に応じた味付けのある支援策をすべきだと４回にわたって提言しましたが一

切聞き入れられませんでした。さらに商品券の配布についても貧困家庭や困っている人達に対

する手厚い保護が必要だと。給料が下がっていなかったり、議員報酬のように下がっていなか

ったり、そこを一律７，４００人に同じ金額でいいのかと。これも検討されないままに提案さ

れました。だから検討の余地ありという立場から私は棄権をさせていただきました。何か町長

は菅原が賛成しなかったんだということを強調して、反対したかのような印象操作をしており

ますが、これは止めていただきたいと強く申し上げておきたいと思います。それで行財政の現

状認識いたしますと、やはりその予算は町民が本当に必要とするところに、重点的集中的に使

われるべきでありまして、やはり不要不急の歳出、あるいはこれは行財政改革をしてきちんと

削減したほうがいいなというところも総合的に見て、しっかり安定した行財政運営ができるよ

うにすべきであるというふうに考えておりますけれども、これ一般論で結構でありますが、監

査委員の所見をもう一度伺っておきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 残間代表監査委員。

○代表監査委員（残間 正君） 繰り返しになりますが、今約５８億ほどある基金も含めて、

慎重に指標については検討すべき問題があるというふうに捉えております。まだ単年度の収支

バランスは何とか取れてるような状況にはありますが、実態としては相当厳しくなってるとい

うふうに捉えていただいて結構だと思います。令和３年、４年、今の合併の一本算定の数字が

まともに出てきた時に、今の下がった数字を捉えて従来やっている事業がそのまま継続できて

いけるのかどうか。根本的にスクラップアンドビルドではありませんが、そこら辺の見直し、

根本的な問題に着手しないと、大変な、今からそういう視点は必要ではないかとそのように思

っております。今、菅原委員からいただいたことについては、私ども日常の監査等々において

も、横におります本多監査委員共々認識を共通にしておりまして、いろいろな面で職員と対話

しながら問題提起を日時してるということであります。今後も意を用いて努めてまいりたいと

いうふうに思ってございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 了解いたしました。町長に伺います。この監査委員のただいまの発言

を踏まえて、令和２年度までの行財政の到達点と、これからの行財政の展望についてどのよう
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に受け止めておられるか伺っておきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず合併当時平成１７年の大変深刻な財政状況からスタートをいたし

ました。私としては、順調に財政の立て直しを進めてこれたというふうに思っております。こ

れも議員の皆さん方のご協力、町民の皆さんのご協力の賜物ということであります。今回、５

度この自治体経営を任されることになりました。代表監査委員もおっしゃいましたように、ま

だまだ、これはしっかりと行財政運営を進めなければいけないという状況、そういう認識は私

も一緒であります。したがいまして油断をするつもりは毛頭ございません。しかし今回のよう

な大災害にも匹敵するようなコロナ禍、こういった場合には、やはりしっかりとこの予算を入

れて経済を立て直すということも当然必要なことであります。賛成、反対はしなかったという

話でございまして、私も反対したという話はいたしません。賛成しなかったということでお話

をさせていただいておりますが、しかしこの補正予算については、議会全会一致で通させてい

ただいたということにつきまして、議員の皆さん方のご理解はいただけたということで自信を

持って今この事業を進めさせていただいているところでございますので、この点についてはご

理解いただきたいというふうに思います。いずれにしましても、この先もしっかりと行財政運

営も先頭に立ってやらせていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 代表監査委員の指摘を受け止めて慎重に進めるというご答弁であった

というふうに理解をしたいと思います。

次の質問に移りますが、その前に一言だけ、賛成していただけなかったという表現は止めて

くださいよ。これは正しくないんです。町民は賛成していただかなかったということになれば、

菅原が反対したんだろうと思うわけです。正確に棄権したと言ってください、言うのであれば。

非常に一元的な誤解を招く表現を町長はやるべきではないということを厳しく申し上げておく

次第であります。また監査委員の指摘の部分で、極めて賛同できますのは、支出の見直しも大

変重要な仕事になっております。いろいろな項目ございますが、私は特に２点だけ指摘してお

きたいと思うんです。１点は解体費です。これを行財政を眺めながら慎重に進めていくべきで

あると思っております。当初の計画どおり一気に解体を進めるということになりますと、どう

しても財政上、無理がかかってくると私は判断しております。それからもう一つは、行財政の

見直しということであるならば一部事務組合、特に衛生センターの解散ということについては

避けられないだろうと思います。人件費でおよそ２，０００万、単町に割り返しても１，００

０万これ大変大きいんです。そのことを指摘して個別の質疑に移ります。

同じ監査委員の意見書の審査意見書の中で、資料で言いますと第３回定例会に提出されてお

ります。議案その３の６７ページであります。財産に関する調書について伺います。これは地

方自治法で規定された財産区分に従って各年、各項目ごとの前年度末現在高の調書であります

けれども、大変小さいことになりますが３点ほど伺っておきます。まず原野の増減高で減の１
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万４，３０３平米、これは売り払いによるものであるとなっております。売払いの内容につい

て伺いたいと思います。これ行政側からお願いします。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ４時３０分

再開 午後 ４時３６分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

平田建設課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 時間いただいてすみません。財産台帳のほうに記載してある

原野の部分なんですが、減となっているものといたしましては、北海道のほうで事業をやって

おります新成地区の団地の沢川通常砂防工事のほうに約１万４，２００平米ほど売り払いいた

しております。もう１箇所、真駒内川の改修工事に伴いまして、徳島のほうの土地を同じく北

海道土地開発公社のほうに売払いいたしております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 売払いの場合に、金額でいうとたしか１件７００万、面積でいうと５，

０００万でしたか、ちょっと私も不確かなんですが単行議決の対象になる物件だと思いますが、

これは副町長に聞きますけども、これは単行議決の対象にはならないんですか。

○委員長（熊野主税君） 副町長。

○副町長（佐々木正則君） 要件があったと思いますけど、今ちょっとここでは面積がいくら

というふうに申し上げられませんので調べさせていただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） それがわからないと話進みませんね。

暫時休憩します。

休憩 午後 ４時３７分

再開 午後 ４時４５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

お諮りします。答弁調整のため本日の会議はここまでとし、この続きは明日午前１０時から

再開したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって本日の会議はこれで閉じ、明日午前１０時から再開いたしますので、ご参集願います。

本日はこれにて延会いたします。

どうもご苦労さまでした。
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延会 午後４時４８分
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再開 午前１０時００分

○委員長（熊野主税君） おはようございます。

吉田副委員長から欠席の届け出がありました。

定足数に達していますので決算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

整理番号第１、認定第１号令和２年度せたな町一般会計歳入歳出決算を議題とします。

昨日に引き続き、歳入歳出全款の質疑を行います。

菅原委員の質疑に対する答弁を求めます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 答弁調整に時間をいただくこととなりました。大変申し訳ござい

ませんでした。昨日、議案その３、６７ページ、５財産に関する調書の（１）公有財産、①土

地の一覧表中、原野１万４，３０３平方メートルの処分についてでございますけれども、この

財産に関する調書につきましては、当然に決算書の財産に関する調書と一致をするわけでござ

いますが、菅原委員のご質問の趣旨は、せたな町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例に照らし合わせて議決事件ではないかとのご質問と理解をするわけでご

ざいます。そこで第３条、議会の議決に付すべき財産の取得または処分の規定につきましては、

地方自治法第９６条第１項第８号の規定を受けまして条例制定をしているわけでございますが、

自治法では、第９６条第１項第８号の規定に基づきまして施行例の第１２１条の２の別表４に

都道府県、指定都市、市、町村ごとに面積、予定価格を定めているところでございます。そこ

でこの第３条の解釈でございますが、財産の取得、処分にあたって議会の議決を要すべき事件

にあたると場合につきましては、先ほどの自治法施行例別表第４に定める面積と金額の２つの

要件をともに満たした場合ということでございますので、私どもの町で言いますと予定価格７

００万円以上、そして面積５，０００平方メートル以上ということでございますので、この場

合につきましては、議会の議決は要しないと解釈をするところでございます。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 想定内の答弁でした。本当は昨日の時点でスカッと出てこなきゃなら

ないことだと思うんです。参考までにお伺いいたしますが、売払物件の契約書、図面の写しの

提出を求めておきたいと思います。すぐ出ますか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） まず勉強不足で大変申し訳ございませんでした。それで今の資料

の提出の件でございますけども直ちに用意をいたさせます。

よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それでこういう大型の物件の扱いについては、所管の委員会に最小限

報告するという行政側の丁寧な対応が大事かと思いますが、いかがですか。
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○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） この１万４，３０３平方メートルの内訳につきましては、３つの

契約がございます。１番大きいのが１万３，７８２平方メートルでございまして、北海道が事

業を行ってございます砂防工事でございます。公共工事というようなこともあって、所管の委

員会に説明はしなかったと思われます。この点につきましては、今後気をつけてまいりたいと

思います。申し訳ありませんでした。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 資料が出てきてから若干の補充の質疑をさせていただきたいと思いま

す。

次に、まちなかバスについて質疑をいたします。昨日、実績資料が出てまいりました。はじ

めて目を通すわけですが、行政側としてどういう町民のニーズを把握して、今後どうすべきか

という改善点、教訓、どのように得ておられるかお尋ねいたします。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。この度まちなかバスを

実施いたしまして、例えば運行ダイヤですとか、運行方法いろいろな見直しする部分というの

は、担当のほうでも把握したというような現状にございます。この実施にあたって、この実績

を基に町内交通事業者といろいろ打合せをした中での制度設計ということで進めてまいりまし

たけども、まだまだ試験運行という段階で、その制度設計というものがなかなか行き届く設計

ではなかったということで反省をしておりますので、その辺を踏まえて今後検討していきたい

というふうに考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そうであるならば、なぜ今年また再度の試験運行しないんですか。

○委員長（熊野主税君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問お答えいたします。いろいろと担当としまし

ては、町内全体の交通というのを考えた時に、函館バスさんの事業ですとか、ハイヤー事業で

すとか、いろいろな整合性を図っていかなければならないということで考えておりますので、

その辺の整理がついた段階で検討はしていかなければならないというふうには考えております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いつ整理つきますか。

○委員長（熊野主税君） 佐藤課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） ただいまのご質問にお答えします。まず、私たちとし

ては久遠線のデマンド化を最初にやりたいと思ってまして、その後、全体の町内の公共交通と

いうことで、まちなかバスを含めて考えていきたいというふうに考えておりますので、順序か

らいうと、まず久遠線のデマンド化を最初にやりたいというふうに考えております。調整につ

きましては、令和４年度に検討しまして、令和５年度に久遠線のデマンド化というふうには思
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っておりますけども、調整のほうに時間がかかるというふうに思いますので、今いつ頃までで

きるという確実な回答はちょっとできない状態でございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私の質問は、まちなかバスこれいつ具体化するのかと聞いてるんです。

今の課長の答弁ですと、もう令和５年度以降になるというふうに解釈せざるを得ないんですが、

そういうことでいいですか。

○委員長（熊野主税君） 佐藤課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 先ほど申し上げたとおり、久遠線のデマンド化を終え

た時点で町内のほうの公共交通というか、そういったものを考えていきたいというふうに思っ

ておりますので、令和５年度以降になるのかなと今のところ考えているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そうであれば住民ニーズに応えられませんよ。久遠線以後でなければ

いけないという根拠、何かあるんですか。

○委員長（熊野主税君） 佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） 町のほうで、地域公共交通網形成計画というのを作っ

ておりまして、その計画に基づいて進めておりますので、その計画上、久遠線のデマンド化を

やってから町内のほうのそういったことを検討するということになっておりますので、そのよ

うに取り進めていきたいというふうに考えています。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 課長、失礼な言い方になりますけども、こちらで提起してる観点から

の答弁になってないんです。あまりそういう計画にこだわる必要ないと思いますよ。それで町

長にお尋ねしたいんですが、令和２年度に試験運行やったわけです。この資料を見ますと１２

月スタートの時点と途中でダイヤを変えまして、変更後の実績と明らかに違うというデータが

出てるわけです。簡単に言いますとダイヤ改正前は１日平均で、例えば１０月の場合３．３人

ですか。１月の場合は２．５人ですか。ところが改正後の１日あたりの実績を見ますと６．７

人、画期的に増えてるわけです。これは試験運行をやった中で途中でダイヤ変更したというこ

との反映なんです。つまり試験運行をやるということは、そういう具体的な効果があるという

ことなんです。私も何人かから言われましたが、最初の段階では、乗っていって買い物するの

はいいけども、帰りはやっぱりハイヤー頼まなきゃならんと。ところがダイヤ改正後は、その

点の解決ができてるということなんです。これは大きな前進だと思うんです。したがって、今

年もまたさらにいわゆる実証試験ということになるかと思うんですが、継続させてより合理的

なダイヤを作り上げるということが大事かと思うんです。その場合ニーズの基礎になるのは利

用者なんです。この作業を間を置かずに今年度も継続するべきだということについて町長どう

判断いたしますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） この町なかバスについては道高委員の前回の一般質問でもお答えして

おりますが、町民ニーズがあるというのは理解しているところでございます。繰り返しの答弁

になるかと思いますが、今デマンドバス化を進めているという状況でございまして、そういっ

た今の計画どおり、予定どおり進めさせていただいて、まちなかバスについても検討させてい

ただくということになろうかと思います。昨日の菅原委員ご質問の財政問題でも代表監査委員

のほうからも答弁されましたが、大変先行き厳しい状況にあるということでございますから、

私たちも新たな投資については慎重に、そして持続的なサービスが提供できるようにというこ

とで進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ちょっと答弁もおかしいんじゃないですか。財政問題で聞いてるんじ

ゃないですよ。試験運行を去年やったんだから、継続して住民ニーズに応えたより合理的な状

況に見合ったダイヤにする工夫を継続しておやりになったらどうですかと言ってるんです。も

う一遍。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 全て町民ニーズにすぐ答えるという状況ではないというお話をしたか

ったんですが、そういう状況に現在ございます。したがいまして優先順位を決めながらしっか

りとこういった部分についても対応してまいりたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 全然答弁噛み合わないですよね例によって。それじゃ質問の角度を変

えますが、この実証試験の目的は何なんですか。もう一遍聞いておきます。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これはコロナの交付金で、地方創生臨時交付金を利用した事業という

ことでございまして、まずこれは事業者の支援ということと合わせて事業者支援ということで

ございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） だからダメなんです。あなたの今の答弁決定的な間違いなんです。コ

ロナ対策で事業者支援やるっていうんなら、事業者に直接、損失の補填やってるわけで、具体

的にそういう予算を使えばいいんです。この試験運行の最大の目的は、高齢者あるいは町民の

利便性という福祉が最大の目的だと私は思うんですが町長どうですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ただいまお答えいたしましたように、これは新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金という財源でございます。したがいまして、その使途についてその

とおり対象となる事業として考えて実施したところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いや、答弁になってません。もう１回してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） この事業の性質上、そういう答弁しかすることができません。ご理解

をいただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ダメなんですね。そういう杓子定規で極めて事情を踏まえた答弁でき

ないという。おどろきますよ。じゃコロナの問題でやった事業だっていうんならコロナすでに

終わったんですか。今もなお第６波を警戒して全国的にも新型コロナ対策については打ち止め

になってないんです。今年またやったらいいじゃないですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 国のほうからこういったこの交付金があるかどうかということはまだ

わかりませんので、そういったことができたら、またその使途に応じた、目的に応じた使い方

をすることになるというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 結局そういうことになるんですよ。答弁なってませんよ。あなたにっ

こり笑ってますが。じゃこのたびの１億５，０００万にわたる町内業者への経済支援と商品券

配布７，０００幾らですか。これ国から来た財源でやりましたか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） あまり決算とは、ちょっと外れた質問かというふうに思いますが、こ

れについては、所定の手続をして議会の議決をいただいているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いや国から来た交付金ですかって聞いてるんです。国から来た交付金

は１，１００万なにがしでしょ。ほかは自主財源で対策したわけです。それじゃこのまちなか

バスの試験だって僅か２４０万です。これも計上してやったらよかったんじゃないですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これ私と菅原委員との考え方の違いだというふうに思いますので、こ

れ以上やりとりをしても、なかなかご理解いただけないというふうには思いますが、私の町側

の考えとしては、前回のこの事業者支援、あるいは町民に対する支援、そして商品券を交付す

ることによっての商工経済の回復ということを目的にしているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 全然答弁なってません。矛盾感じませんか。あなたはさっき国から交

付金が来るかどうかわからないから今年の試験運行はやらないんだとこうおっしゃったんです。

それであるならば１，１００万の国の臨時交付金に、１億数千万上積みして独自財政で経済対

策を打ったわけです。じゃその中に僅か２４０万の試験運行の予算を計上できなかったんです

かって聞いてるんです。これは私とあなたの考え方の違いじゃなくて、あなたがどういう判断

で予算を計上しなかったのかというあなたの考え方を明確にしてほしいという極めて単純素朴

な質問なんです。誠意を持って答えてください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） できるか、できないかという質問だったと思います。これは私の考え

としてはできませんでした。優先順位を考えて今回の町独自のコロナ対策をさせていただきま

した。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 町民ニーズに応えないで、後ろ向きの町政だと言わざるを得ないです。

１億５，０００万に近いコロナ対策予算を執行しながら、僅か２４０万の住民ニーズに背中を

向けると。こういう町政というのは驚くべき問題だと思います。それで議論少し前に進めます

が、このまちなかバスの問題はコロナ対策ということに限定されるものではないんです。高齢

者と町民のニーズに応えて、どう福利厚生を図っていくかというそういう恒常的な対策の問題

なんです。コロナがある無しにかかわらず、この問題は解決しなくちゃいけない問題なんです。

住民は大変喜んでいるし、今年もまたやってもらえるんでしょうねという声があるんですが、

その声に対して私もどういうふうに答えればいいんですか。教えていただけませんか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） お答えになるかどうかわかりませんけれども、委員おっしゃっている

僅か２００万円という話でございました。今回、町はこの１億４，０００万を町民の皆さん、

事業者の皆さんにご支援をさせていただきました。使い方はご自由でございますので、必要な

ところに使っていただきたいというふうに思っております。十分必要なところで対応できるか

というふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういうことを聞いているんじゃないですよ私。１億５，０００万の

経済対策打ったのに、僅か２４０万の試験運行の予算なぜ出せないんですかっていうことが一

つなんです。それに答えてくださいまずね。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから使い方のことだというふうに思いますが、そういった部分に

使ってもよろしいですし、必要なところにご自由に使っていただければというふうに思ってお

ります。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 町民が貰った商品券１万円で、町民自身が試験運行できるんですか。

試験運行やるのは行政側がやらないとできないでしょう。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから先ほどから申し上げてるように試験運行についてはしないと。

その代わりにそういったことで町は経済対策をしっかりと考えたということでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それじゃ答えにならないんじゃないですか。まちなかバスは、商品券

１万貰ったからといって解決できる課題なんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） これは繰り返しになります。このまちなかバスについては、最初から

申し上げてるとおりデマンドバス、これを先行させていただいて、そのあとこういったまちな

かバスも含めて交通空白地帯の対策をしっかり考えてまいりたいという町側としての方針でご

ざいます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 質問から逃げないで、はぐらかしちゃダメですよ。私はあなたが商品

券１万円を皆さんに交付したんだから、その中でまちなかバス対応すればいいじゃないかと、

そういう答弁あなたしましたから先ほど。じゃ町民が１万円の商品券貰ったからといって、町

民自身がまちなかバスの運行試験の事業をできるんですかって聞いてるんです。

○委員（大湯圓郷君） 議事進行。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 答弁者と質問者との今の成り行きを聞いていますと、どちらも下がら

ない。質問者は攻める、答弁者の考えも変わらないということで、この先どのくらい進んでい

けば結果出るのかということも大変だと思います。それとまた先月の定例会で、あなたという

ことが、たまたま質問者から出ています。そこら辺を委員長気を付けて今後、決算委員会を進

めていただきたいと思います。

○委員（石原広務君） 議事進行。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今の大湯委員の発言は、議運の委員長の立場で定例会の時に、そのあ

なた発言に関しては、議運の決定事項としてきちんとその整理されている状況にあります。今

の質問がどうのこうのっていうことも考えが違うとか、そういうことではないと思うんです。

その辺で答弁に対して委員長のほうでそれなりの裁きをお願いしたいと思います。

○委員（平澤 等君） 議事進行。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 私から一言申し上げます。本会議は決算審査特別委員会ということで、

令和２年度の事業についての決算の審議であるというふうに考えてございます。ただ、今菅原

議員、大先輩ですけども、その中の話において今年はどうするんだっていうふうなことですか

ら、そういった面については、この関連がないとは全然ないと言わないものの、決算審査特別

委員会とはまた違った意味での内容だと思うんです。そういった意味では、今年はどうするの

かというのは別の会議体の中で進めるのも私はいいんじゃないかと。やはり言い分について、

いろいろな考え方について噛み合ってないことを私も何回も聞いてます。そういった中につい

て、委員長の進め方の取り計らいによって区切って、分けて質疑していただくような形。今日

の決算委員会については、決算の審査というふうなことに限定して進めて処理していただきた

い。委員長の取り計らいをよろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 大湯委員の発言と平澤委員の発言に反論しておきます。これ重大な事
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実誤認に基づく発言なんです。まず大湯委員のほうの問題なんですが、平行線じゃないんです。

質問していることに答えてないから答えてくださいと言ってるんです。これは私どもには審査

権がある。審査権の中で１番大事なのは質疑権なんです。その質疑している本質に答えないで、

延々とはぐらかすと、これどっちが悪いんですか。まずそれが一つ。聞いていることに率直に

答えさせるべき責任は委員長にもあると思います。大湯委員にもう一つ言っておきますが、あ

なたという言葉については、この間それこそ委員長報告の中で問題なしという報告したわけで

す。なんで今、改めて問題になるんですか自己矛盾でしょう。議運の委員長の資格に関わりま

すよ。

次の平澤委員の発言なんですが、これ決定的な間違いなんです。決算審査っていうのは、前

年度の諸施策を総括しながら次の年度に向けた必要な教訓を導き出すという行政の継続性とい

う観点から審査しなければ、機械的な一律な過去の数字がどうだったのかというだけでは、議

会としての決算審査の責任を果たせないということなんです。要するに決算数字だけ、そろば

んパチパチ挟んで、よろしいですよ、間違いですということではないんです。政策効果という

ことがどうなのか。前年度の政策をきちんと評価しながら、止めるべきものは止めると。続け

るものは続けるという生きた議論をしていくということになりますから、これは全く必要な議

論を決算審査特別委員会でやっていることになるんです。私の質問が決算とかけ離れていると

いうことであるならば、あらかたの方の質問が問題になってくると思います。これは私が始め

たんじゃなくて道高委員も始めてるしということですから、生きた決算審査をやるという上で

は必要不可欠だと思います。その上で委員長の裁きを求めたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今菅原委員からの発言ございました。私の認識と違うんじゃないかと

いうような意味合いで私に対してお話されました。私は決算委員会の在り方、そしてまた予算

委員会、いろいろな委員会ありますけども、そういった中で、これからのこと、過去のこと、

去年のことについて話合い、これはやはり区切っていかないと全部関連していくと、次のこと、

例えば去年のことを踏まえて次どうなんだと、確かに菅原委員おっしゃいましたように去年の

決算の結果を踏まえて今年はどうなるんだっていう意見は私もしたことございます。でもこれ

はひょっとして決算委員会から外れるんじゃないかなっていう思いをしながら、答弁できれば

という形でお願いしてるんです。ただここが、今の段階で話を菅原委員と町長との問答を聞い

てる中において、去年の令和２年度に行われたまちなかバスについての審査、そして今年どう

するんだっていう話なので、その辺については決算委員会とは違う席でお話するほうが私はい

いんじゃないかと。ただこれまだ冬になってませんから、これからの対応について議会の対応

として、去年こうだから今年こういうふうに利用する。もしくは予算委員会も既に終わってま

すけども、予算の中においてもそういう話をして今年度に臨む、そういうふうに区切ってたほ

うがわかりやすいと私は思うんです。関連がないとは言いませんけどというのは先ほど冒頭申

し上げました。だけどもこう言った決算審査特別委員会という内容の進め方によっては、やは

りある程度区切った中で議論し、質疑していくのが賢明じゃないかと思います。
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以上です。

○委員長（熊野主税君） よろしいですか。委員長の裁きで皆さんにご迷惑をかけているよう

で誠に申し訳ありません。ただ、今菅原委員が質問してる内容は、デマンドバスの運行上を翌

年にやれるかやれないかのことを言ってるんだとまず一つは思います。それについて町のほう

は、コロナを持ち出した答弁だったので随分そっちのほうまでいっちゃったのかなっていうの

もありますけども、もう少し同じ質問したらと思ってましたので、もう少し菅原委員には違っ

た角度からもう一度質問していただいて、大先輩であります菅原委員ですから、どのようにあ

と収めればよいかは重々わかってると思いますので、よろしくお願いいたします。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。委員長がせっかくそうおっしゃってくれるんですから

質問の角度を変えます。この町長判断で１番大きな問題点は、昨年の試験運行についての評価

の問題なんです。つまりバス事業者と経済活性化のためにやったという答弁になってるわけで

す。これは議員の一般質問に対する答弁書の中に明確に出てるんです。そこに１番大きな認識

の違いがあると。去年のこの試験運行は、先ほど言いましたように高齢者町民の福祉のための

施策ではなかったのかということについてもう一遍お答えください。

○委員長（熊野主税君） 先ほどの答弁では、いいですか。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この事業につきましては、お手元の資料にもありますとおり新型コロ

ナウイルスの影響により売上げが低迷している町内事業者の活性化を図ったということでござ

います。認識の違いは委員とはあろうかと思いますが、その上で今年はどうするのかというご

質問も先ほど来いただいております。このことにつきましても、町としては考えておりません

というお答えでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。要するに町民がもう一遍やってほしいと切実な声を上

げてるけれども、それには答えないということを確認しておきます。

委員長の判断もございますから次の質問に移ります。町道山麓線の問題について伺っておき

ます。昨年は非常にいい形で地権者と土地の売買契約ができました。これは昨年は契約上平穏

無事に１年間終えているわけです。ところが新年度の令和３年度の契約はできませんでした。

その最大の理由は、地権者と町長の話合い、これが令和２年度においてやられていないという

ことになると思いますがいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） これ繰り返しの答弁になるかと思いますけれども、町側といたし

ましては顧問弁護士に一任しているところでございますので、地権者と直接町長と話し合うと

いうようなことは当然なかったわけでございますけれども、そういった状況でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 顧問弁護士に任せたので話し合いはしなかったと。その結果どうなり
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ましたか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 結果につきましては、今まで賃貸契約を結んでおりますけれども、

令和３年度につきましては、まだ賃貸契約は結んでいないという状況でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私どもは過去の所管の委員会で、町長自身が速やかに責任を持って話

し合いをして解決すべきだという確認をしております。ところがその後僅か２回しか会ってい

ないという報告を受けておりますが、そこが問題だと思うんです。昨日、所管の委員長から聞

きましたところ、何か地権者は３カ月ほど入院していたらしくて、幸い足を切断するに至らず、

無事退院をしたというようなお話でありました。議会のほうにまた伺いたいというふうなお話

であったと思います。これは議会に何回来ていただいても解決にはならないんです。行政側と

しっかり協議をしていただいて、しかるべき結論を出すというふうにしていただかなきゃなら

ないわけですが、昨年１回も会ってないわけですから、今年はきちんと会って速やかに解決す

るように要求をしておきたいと思います。

次に、新チャレンジ事業の問題についてお尋ねいたします。新チャレンジ事業、これは私の

ほうで付けたネーミングなんですが、３年間にわたって行われたチャレンジ事業の後続策を求

めました。ところがまだ具体的に打ち出されていないんです。令和２年度もやられませんでし

たが、どういうことなんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員、決算書のどの部分で、どこかに出てますか。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 出てないから聞いているんです。計上してないからなんで計上しない

んだって聞いてるんです。総括質疑だからそういう質問が成立するわけです。

○委員長（熊野主税君） 理事者、今の質問に答えられますか。今の菅原委員の話だと予算に

ついてないものを言ってるわけですよね。違いますか。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 計上しなかったのはなぜですかって聞いてるんです。私は令和２年度

に向けて真剣に検討しますという答弁いただいてるんです町長から。ただし責任は持てません

けどもねなんて余計な事を言ってましたけどもね。当然、検討した結果、予算に反映されてこ

なければいけないんですが、結局そういう提起がなかったわけです。なぜなんですかって聞い

てるんです。

○委員長（熊野主税君） 答弁求めます。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 検討した結果、この事業化を見送ったところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 検討した内容について伺います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） このチャレンジ事業につきましては、継続してこれまでやってまいり

ましたが、大変、成果を上げた事業の一つでございます。成果がありましたので、これは今す

ぐ継続ということではなくて、一旦この事業を置いて、また次のタイミングを見るということ

にしたいということでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） その判断はだ納得いきませんよね。ニーズはあるんですよ。だから新

チャレンジという制度で引き続き継続してくれという提起をしてるんです。ニーズについて具

体的に申し上げますが、先日１８日にサケ定置部会の方と町長は、共済掛金補助金要請の問題

で懇談されましたね。私も同席しております。その中で共済金の支援をしないという答弁をさ

れておりました。そこで生産者のほうから定置の網相当傷んでるし心配な状態なので町で補助

してくれますかという質問が出ているんです。ニーズあるじゃないですか。

○委員長（熊野主税君） 質問について答えられないなら、答えられませんって言ってくださ

い。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今のところ検討しておりませんので答えるということにはなりません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ようするに検討しなかったということなんですよね。検討すれば、こ

れ漁業者だけでなくて商工業者も農業者もニーズがあるんです。町長おっしゃいましたように、

検討しないでとにかくやらないということでしたと。これについては令和２年度の予算執行に

おける重大な失点として指摘しておきたいと思います。それで今年度を踏まえて、やはり新チ

ャレンジ制度は導入すべきだと思います。漁業者が今ひやま漁協に対してある理事が、瀬棚支

所からの分担金、手数料というんでしょうか。１割、１０％上げているので、その中から網補

修の補助金出してほしいという電話を専務に入れたというふうに聞いております。そこまで切

実な状況に直面しているわけですから、これは町行政としての正確な対応を特に求めておきた

いと思います。

答弁は要りません。

総括質疑以上で終わります。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員、資料が来たらもう１回って言ってましたよね。

暫時休憩します。１１時まで休憩します。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時００分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

ほかに質疑があれば許します。

石原委員。
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○委員（石原広務君） 議事進行発言になるかもしれませんが、先ほどの大湯委員の発言に対

して私は議事進行かけました。議運の委員長の立場で一度整理した、先ほど大湯委員が言った

あなた発言、あれに関してきちんとこの場でいいですから、委員長の見解、議会としては整理

されたもんなりと思っているので、また結構波紋を呼んだことなので、再度、大湯委員の発言

を求めたいと思いますがいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員に申し上げます。先ほどの発言について撤回等の気持ちが

あるかどうか、発言を求めます。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 私もさっきの問答を聞きながら、ちょっと私自身ヒートアップしてし

まいましたので、今後こういうことのないように議会運営に務めたいと思います。

申し訳ございませんでした。

○委員長（熊野主税君） この件はこれで終わらせていただきます。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 菅原委員、進んでよろしいですか。

○委員（菅原義幸君） はい。

○委員長（熊野主税君） これをもって一般会計歳入歳出全款の質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 認定第１号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１号は認定することに決しました。

説明員の交代のため暫時休憩します。

休憩 午前１１時０１分

再開 午前１１時０７分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第２、認定第２号令和２年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を議

題とします。決算に係る主要な施策の成果に関する報告書により所管の担当課長に内容の説明

を求めます。

濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） それでは報告書の６７ページでございます。国民健康保険事

業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。

第１１表（１）決算の状況、歳出からご説明いたします。１、総務費３，９１７万２，００
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０円、職員の人件費や国保連合会への負担金が主なものでございます。

２、保険給付費７億９，５１６万円、療養給付費が主なものでございます。

３、国民健康保険事業納付金３億１，７５１万９，０００円、国保の運営の主体が都道府県

となったことによる北海道に対する納付金でございます。

４、共同事業拠出金１，０００円、退職者医療事務費拠出金でございます。

５、保険事業費８５２万７，０００円、特定健診事業やインフルエンザ予防接種事業などに

係る費用でございます。

６、基金積立金８万８，０００円、国民健康保険事業基金の預金利子を積み立てたものでご

ざいます。

８、諸支出金、２，５５１万７，０００円、国保病院及び診療所の運営等に係る経費につい

て北海道からの交付金を病院会計へ繰り出したものが主なものでございます。歳出合計が１１

億８，５９８万４，０００円でございます。

次に歳入についてですが、左側の欄、１保険税から８国庫支出支出金までの合計が１１億８，

７６５万４，０００円でございます。歳入歳出差引額１６７万円は次年度へ繰り越すものでご

ざいます。

また右側の（２）保険税の状況、（３）保険給付の状況、（４）経理関係諸比率につきまし

ては記載のとおりでございます。

次に６８ページをご覧願います。第１２表は主要施策効果表です。決算額は先ほどの説明の

とおり１１億８，５９８万４，０００円、財源内訳は、国庫支出金８億４，５８７万４，００

０円、その他は繰入金で１億１，０４８万１，０００円、一般財源が２億２，９６２万９，０

００円となっております。令和２年度の事業実績としましては、被保険者数では平均被保険者

数が２，０５９人、保険給付費では、療養給付費から葬祭費までの合計で７億９，３７１万９，

０００円、保健事業では、特定健診等事業からインフルエンザ等予防接種業務までの事業を実

施いたしました。

以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では１５５ページから１７９ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第２号を認定することに、ご異議ありませんか。
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（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第２号は認定することに決しました。

整理番号第３、認定第３号令和２年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を議題

といたします。

内容の説明を求めます。

濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） 説明資料は６９ページとなります。後期高齢者医療特別会計

の決算状況についてご説明いたします。

下段の歳出から説明いたします。１、総務費９８６万７，０００円は、一般事務費及び後期

高齢者医療システム更新業務に係る経費でございます。

２、後期高齢者医療広域連合納付金１億４，９８８万６，０００円、広域連合の運営経費や

町が徴収した保険料等を広域連合へ納付したものでございます。

３、繰出金１００万円、後期高齢者の健康診査分を一般会計へ繰り出したものでございます。

５、その他の支出金１４万４，０００円は保険料の還付金でございます。歳出合計が１億６，

０８９万７，０００円となってございます。

次に歳出ですが、１後期高齢者医療保険料から４その他の収入までの合計が１億６，１０８

万４，０００円となっており、歳入歳出差引額で１８万７，０００円については次年度へ繰り

越すものでございます。

次の７０ページをご覧願います。主要施策効果表についてご説明いたします。ただいまの説

明のとおり決算額が１億６，０８９万７，０００円、財源内訳は国道支出金で１５万２，００

０円、その他は一般会計の繰入金等で６，７０６万５，０００円、一般財源９，３６８万円と

なっております。令和２年度の主な事業実績としては、被保険者数が２，０００人、後期高齢

者医療広域連合納付金の合計が１億４，９８８万６，０００円となっております。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では１８１ページから１９７ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第３号を認定することに、ご異議ございませんか。
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（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第３号は認定することに決しました。

ここで説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午前１１時１２分

再開 午前１１時１４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第４、認定第４号令和２年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議題と

いたします。

内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは報告書の７１ページでございます。介護保険事業特

別会計の決算状況についてご説明申し上げます。第１５表、歳出から説明いたします。１款総

務費、決算額３，９６８万円、人件費及び事務費に係る一般管理費のほか、認定調査費、認定

審査会共同設置負担金などでございます。

２款保険給付費、決算額８億９，７３５万５，０００円、介護サービス給付費のほか、低所

得者への補足給付となります特定入所者介護サービス費要支援者に対する介護予防サービス給

付費などでございます。

３款地域支援事業費、決算額９，０４２万３，０００円、包括職員の人件費、事務費等に係

る包括的支援事業費のほか、配食サービス等に係る介護予防事業費、入浴サービスなどの任意

事業費などでございます。

４款基金積立金、決算額６９１万９，０００円は、介護保険事業基金積立金でございます。

６款諸支出金、決算額２４１万６，０００円、介護給付費負担金等返還金が主なものでござ

います。歳出の合計が１０億３，６７９万３，０００円でございます。

次に左側で歳入でございます。１款保険料から９款諸収入までの合計は１０億３，６８６万

３，０００円でございます。歳入歳出差引額７万円は次年度へ繰り越すものでございます。

続きまして７２ページ、第１６表の主要施策効果表についてご説明を申し上げます。介護保

険事業の総務費、決算額３，９６８万円で、国庫補助金が１２３万３，０００円、残りが一般

会計繰入金であります。職員の人件費をはじめ、高齢者保健福祉計画、第８期介護保険事業計

画策定や人材確保、育成支援助成金及び介護認定審査会業務などを実施したところです。事業

実績等につきましては記載のとおりでございます。

次に、保険給付費、決算額８億９，７３５万５，０００円で、国道支出金３億７，０７３万

９，０００円、社会保険診療報酬支払基金交付金、一般会計繰入金及び介護保険事業基金が３

億９，５４５万８，０００円、残りが一般財源であります。介護サービス給付費では、居宅介
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護サービスや地域密着型介護サービス及び施設介護サービスに係る給付費等であり、そのほか

記載の実績になっているところでございます。

次に、地域支援事業費、決算額９，０４２万３，０００円で、国道支出金３，５８３万７，

０００円、社会保険診療報酬支払基金交付金及び一般会計繰入金が４，４０５万８，０００円、

残りが一般財源であります。新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止が相次ぐ中、高

齢者が在宅において安心して日常生活が送れるよう関係機関と連携しての支援や、各種予防事

業等の実施により、高齢者が要支援、要介護状態にならないための予防に努めたところでござ

います。事業実績等につきましては７５ページまでに記載をしているところでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では１９９ページから２２７ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 報告書の７３ページからとなりますか、この地域支援事業に関連して

質問させていただきます。こうやってみると本当に様々事業、このあとの介護サービスの時に

聞こうかと思ったんですけど、本当に超高齢化が進む我が町にとって、いろいろな事業が展開

されてると思うんです。この中でちょっとお伺いしたいんですが、事業立案、実施これに携わ

るためには資格を有する方が、こういったことを立案実施に係わるというふうにしてるもんな

りと思ってるんですが、その辺の有資格者、例えばこれケアマネジプランとか、そういうのが

あるんですけど、お知らせいただける範囲で人数も含めて、どのような有資格者が存在して、

人数がどのくらいいるものなのかお知らせいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 長内地域包括支援センター所長。

○地域包括支援センター所長（長内 京君） 今のご質問にお答えいたします。包括支援セン

ターの職員１１名おりまして、正職員が７名います。包括支援センターに３職種と言われる社

会福祉士、保健師、主任ケアマネなどの主任介護支援専門員の３名を必ず置かなきゃならない

ということになっております。うちの町においては、社会福祉士が２名、保健師が２名、兼務

という形でケアマネ業務５年やると主任ケアマネ資格の研修に行けますので、その中で取って

いる、重なりますが今のところ４人います。さらに事務職が１人と、あと高齢者支援員２人、

あと生活支援コーディネーター１名います。先ほどの計画立案の部分においては、権利擁護業

務の関係は社会福祉士が行います。介護予防の教室関係は保健師のほうで行っております。あ

と主任ケアマネのほうは、各民間の居宅介護支援事業所のケアマネ支援のほうを行っておりま

す。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 後ほどでいいですけど、今の人数とか参考までに資料をこちらに出し
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ていただきたいと思います。今の人員の中で大成、瀬棚支所に派遣という形で行かれてるのか、

その辺も確認させてください。

○委員長（熊野主税君） 長内地域包括支援センター所長。

○地域包括支援センター所長（長内 京君） 今のご質問なんですけれども、支所にはブラン

チという形で、大成支所には、主任ケアマネ兼社会福祉士という形で今川主幹がいます。それ

とあと高齢者支援員ということでお１人と、あと臨時の介護支援専門員が１人おります。瀬棚

のほうは、正職員で介護支援専門員と主任ケアマネ業務を行っている田畑係長１人おります。

あとは本庁のほうに職員配置しております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） これは令和２年度の実績の上で今質問させていただいたんですが、冒

頭で超高齢化、そこにはもう本当に資格者を含めて支援員、職員の方々、本当に寄り添った形

で対応していただいてるんです。ただ残念なことに、ある年寄りが家族からかもなんか担当し

てもらってた、その資格のことはわからなかったみたいなんです。辞められちゃったんだよね

っていう話を実はつい最近も聞いたんですけど。いや失礼な言い方になるかもしれません。こ

れだけの有資格者がいて、これだけの事業が展開されて、実施立案から含めて、これからも兼

務ということも確かに理解できるんですけど、これ町長どうなんですか、町にとって資格を持

った方が高齢者対策、これは絶対欠かせないと思うんです。退職された補充も含めて新年度以

降、こういった方々の採用についてこの２年度の実績から、今令和３年度ですけど、新年度以

降に関して理事者としての考えをお聞かせいただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） ただいまのご質問でございますけれども、介護に限らず行政組織

がどうあるべきかということで、庁舎内で検討の会議をこれか立ち上げまして令和４年度１年

をかけまして適正な組織と言いますか、効率的な行政ができるように、そういった体制を作る

ために検討する会議を作ってまいりたいというところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 効率的な体制というのは基本的に十分理解できるんです。ただこれは

強く要望にもなるんですけど、家族の都合もあろうかと思うんですが、高齢者が１人生活しな

がら、そこに本当に時間を割いていただいて対応せざるを得ない状況だと思うんです。そこに

対して有資格者の採用を含めて、そこが欠くことのないようなその体制をぜひ検討ではなくて、

副町長あのいろいろ議論して、検討、勉強というと過去に、今もうここにはいませんけど道か

ら派遣された職員が、検討、勉強は行政用語でできないということですよということを、そん

なバカな発言をした事例があるんです。そういったことにならないように、ぜひ副町長が前向

きな考えを持ちながら検討委員会の座長に着くもんなりと思ってますので、ぜひ超高齢化が進

むこの我が町に対して、対応できるような体制を整えるべきだと思いますけど、いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 石原委員おっしゃるとおりでございまして、担当する現場からも、
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私にすると大変耳の痛い言葉を随分いただいてますので、当然、超高齢化社会に対応した組織

というものは考えていかなければならないというふうに思ってます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 町長、前向きな考え、この場でお聞かせください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ご承知のように町の人的資源というのは限りがございます。そうした

中で、どう効率的に業務をこなすにはどういった形が必要かということで、先ほど副町長のほ

うからもお話しましたように、組織体制を見直して効率的な事業の運営を図ってまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。町の規模でどこまでできるかと、そのギリギリま

で追求してみたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 効率的にっていう発言を町長にされちゃうと縮小するんだろうなとい

うふうに自分は取ってしまうんです、失礼な言い方かもしれませんけど。そこが欠くことのな

いように兼務して、いやこれ職員の人達に失礼かもしれません。兼務して自分のプライベート

の時間も割いてまで効率を求めるんではなくて、その根底その裏にはというか、高齢化が進む

とお年寄り達がいますから。町長そこをきちんと考えていただいて、効率という言葉削除して

くださったら無理かもしれませんが、その辺が町民に伝わるよう、高齢者に伝わるよう、寄り

添いますって言ったんですから町長、それが本当に伝わるような形で答弁ください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 町ではいろんな事業をやっておりますので、どれ一つ必要のない事業

はございません。そうした中で、限りある人的資源の中でしっかりこれを対応していかなけれ

ばならないということからして、もちろんそういった職員教育も含めてしっかり町民の皆さん

に対応できるように頑張ってまいりたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） いろいろな情報も集約する、理事者教育も自ら考えていただきたいと

いうことを強く要望させていただきます。

○委員長（熊野主税君） ほかにありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第４号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。
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よって、認定第４号は認定することに決しました。

整理番号第５、認定第５号令和２年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは報告書の７６ページでございます。介護サービス事

業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。

第１７表歳出から説明いたします。１款サービス事業費、決算額５，８１１万７，０００円、

主なものといたしまして、デイサービスセンターの事業費、介護予防支援事業費などでござい

ます。

次に歳入でございますが、１款サービス収入から４款諸収入までの総額が５，８１１万７，

０００円となっております。

続きまして７７ページ、第１８表の主要施策効果表についてご説明いたします。通所介護サ

ービス事業、決算額３，８３４万８，０００円、一般会計からの繰入金２，０９９万９，００

０円、これは事業収入であります。要支援、要介護認定を受けた高齢者に対し、入浴、食事な

どの介助や機能訓練、送迎などのサービスを提供いたしまして、利用者の心身の維持向上や生

きがいづくりなどに繋がっているほか、介護者の負担軽減を図りましたがコロナウイルス感染

症の影響などもあり利用者が減少したものでございます。

次に、認知症共同生活介護事業、決算額４３万６，０００円、全額一般会計からの繰入金で

あります。認知症高齢者を対象としたグループホームあさなぎの指定管理者を有限会社ケアス

テーションせたなに指定し、運営及びサービスの提供を行ったものでございます。

次に、介護予防支援事業、決算額１，３３６万９，０００円、一般会計からの繰入金１，０

１１万４，０００円、残りは事業収入であります。地域包括支援センター内の介護予防支援事

業所において、在宅高齢者が要介護状態になるのを防ぐために必要なサービスを受けれるよう

支援を行ったところでございます。

次に居宅介護支援事業、決算額５９６万４，０００円、一般会計からの繰入金４４９万６，

０００円、残りは事業収入であります。地域包括支援センター内の居宅介護支援事業所におい

て、要介護者が日常生活を送れるようサービス計画の作成、サービスの提供調整などを行った

ものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では２２９ページから２４６ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。
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これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第５号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第５号は認定することに決しました。

ここで説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午前１１時３３分

再開 午前１１時３５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第６、認定第６号令和２年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を議題と

いたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは７９ページでございます。簡易水道事業特別会計の

決算の状況についてご説明いたします。

第１９表簡易水道施設及び業務概況につきましては記載のとおりであります。

次の８０ページ、第２０表簡易水道事業特別会計の決算の状況について説明いたします。１

収益的収支、（１）総収益２億３，４７７万６，０００円、（２）総費用１億５，５３４万４，

０００円、（３）収支差引７，９４３万２，０００円。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入９，５３６万９，０００円、（２）資本的支出１億

７，４２０万８，０００円、（３）収支差引７，８８３万９，０００円のマイナスでございま

す。

右上段にいきまして、３収支再差引で５９万３，０００円、５前年度からの繰越金３９０万

円、７形式収支４４９万３，０００円、９実質収支といたしまして黒字で４４９万３，０００

円でございます。以下記載のとおりでございます。

次の８１ページ、第２１表令和２年度末の地方債現在高調、第２２表地方債借入先別・利率

別現在高の状況、次の８２ページ、第２３表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移につ

きましては記載のとおりでございます。

次の８３ページ、第２４表主要施策効果表について説明させていただきます。決算書では２

４７ページから２６６ページでございます。事業名、瀬棚簡易水道配水管布設工事、決算額５

５０万円、財源内訳といたしまして、その他財源５５０万円であります。事業実績といたしま
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しては、北海道開発局からの要請により瀬棚海上保安署移転に伴い、水道配水管延長工事をし

て、水道ポリエチレン管５０ミリ、延長１５６メートルを布設したものであります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では２４７ページから２６６ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第６号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第６号は認定することに決しました。

整理番号第７、認定第７号令和２年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは次の８４ページでございます。営農用水道等事業特

別会計の決算の状況についてご説明いたします。第２５表営農用水道等施設及び業務概況につ

きましては記載のとおりであります。

８５ページ、第２６表営農用水道等事業特別会計の決算状況について説明いたします。１収

益的収支、（１）総収益１，３７３万３，０００円、（２）総費用１，１９３万８，０００円、

（３）収支差引１７９万５，０００円。

次の２の資本的収支、（１）資本的収入９０万円、（２）資本的支出２４０万４，０００円、

（３）収支差引き１５０万４，０００円のマイナスでございます。右上段にいきまして、収支

再差引で２９万１，０００円、５前年度からの繰越金５５万９，０００円、７形式収支８５万、

９実質収支といたしまして黒字で８５万円でございます。以下記載のとおりでございます。な

お決算書では２６７ページから２８２ページでございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では２６７ページから２８１ページま

でです。
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歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第７号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第７号は認定することに決しました。

整理番号第８、認定第８号令和２年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を議題

といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして８６ページでございます。公共下水道事業特別会

計の決算の状況についてご説明いたします。第２７表公共下水道施設及び業務概況につきまし

ては記載のとおりであります。

８７ページ、第２８表公共下水道事業特別会計の決算状況について説明いたします。１収益

的収支、（１）総収益１億５，１８０万２，０００円、（２）総費用１億５，１７４万９，０

００円、（３）収支差引５万３，０００円です。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入２億５，３５４万２，０００円、（２）資本的支出

２億５，３５４万２，０００円、（３）収支差引０円でございます。

右上段にいきまして、３収支再差引で５万３，０００円、５前年度からの繰越金１１７万９，

０００円、７形式収支１２３万２，０００円、９実質収支といたしまして黒字で１２３万２，

０００円でございます。以下記載のとおりであります。

次の８８ページ、第２９表令和２年度末の地方債現在高調、第３０表地方債借入先別・利率

別現在高の状況、次の８９ページ、第３１表度末起債残高・元利償還金・借入額の推移につき

ましては記載のとおりであります。

次の９０ページ、第３２表主要施策効果表について説明させていただきます。決算書では２

８３ページから３０２ページでございます。事業名、公共下水道事業、決算額７，８８８万３，

０００円、財源内訳といたしまして、国道支出金３，７７９万１，０００円、地方債２，１３

０万円、その他１，９７９万２，０００円であります。主な事業実績といたしましては、１２

節委託料ではストックマネジメント基本計画策定業務３，３２０万円、１４節工事請負費では、

（１）北檜山地区下水道新設工事（雨水１２工区）２，６５８万７，０００円、（２）本陣地

区下水道新設工事（３工区）１，５７９万６，０００円、（３）公共汚水桝新設工事（北檜山
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区その１）２０３万５，０００円、（４）同じく（北檜山区その２）７７万円、（５）（瀬棚

区その１）４９万５，０００円であります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では２８３ページから３０２ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第８号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第８号は認定することに決しました。

整理番号第９、認定第９号令和２年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは９１ページでございます。漁業集落排水事業特別会

計の決算の状況についてご説明いたします。第３３表漁業集落排水施設及び業務概況につきま

しては記載のとおりであります。

９２ページ、第３４表漁業集落排水事業特別会計の決算状況についてご説明いたします。１収

益的収支、（１）総収益５５５万円、（２）総費用５４８万７，０００円、（３）収支差引６

万３，０００円。

次の資本的収支、（１）資本的収入４９４万５，０００円、（２）資本的支出４９４万５，

０００円、（３）収支差引０円でございます。

右上段にいきまして、３収支再差引で６万３，０００円、５前年度からの繰越金４万１，０

００円、７形式収支１０万４，０００円、９実質収支といたしまして黒字で１０万４，０００

円でございます。以下記載のとおりでございます。

次の９３ページ第３５表令和２年度末の地方債現在高調、第３６表地方債借入先別・利率別

現在高の状況、次の９４ページ、第３７表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移につき

ましては記載のとおりでございます。

次の９５ページ、第３８表主要施策効果表について説明させていただきます。決算書では３
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０３ページから３１７ページでございます。事業名、施設維持管理事業で決算額４３４万５，

０００円、財源内訳といたしまして、国道支出金１３０万４，０００円、その他３０４万１，

０００円であります。主な事業実績といたしましては、１２節委託料におきまして、漁業集落

排水施設機能保全計画策定業務４３４万５，０００円であります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では３０３ページから３１７ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第９号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第９号は認定することに決しました。

説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午前１１時４７分

再開 午前１１時４８分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第１０、認定第１０号令和２年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

佐藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（佐藤英美君） それでは報告書の９６ページでございます。第３９表

の風力発電事業特別会計の決算の状況でございます。

まず左側の表でございます。１収益的収支では、総収益で５，３６９万７，０００円です。

内容としまして、まず営業収益３，７３３万８，０００円は料金収入、北電への売電収入です

けども、３，７３３万５，０００円と、その他、風力発電事業基金運用収入が３，０００円で

す。営業外収益は１，６３５万９，０００円で、その他で風力発電施設損害保険の財物保険分

で１，６３４万８，８００円と、調査船、海保の漁船保険、無事戻金で１万５００円です。総
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費用は４，６２０万１，０００円で、収支差引７４９万６，０００円となっております。

次の２資本的収支はありませんでした。

次に右側の表ですが、３収支再差引７４９万６，０００円となっており、４積立金では６６

９万５，０００円、５前年度からの繰越金は２０９万４，０００円で、７形式収支及び８翌年

度に繰り越すべき財源は２８９万５，０００円となっております。以下記載のとおりでござい

ます。

続いて９７ページの第４０表の主要施策効果表でございます。事業名は風力発電事業、決算

額５，２８９万６，０００円で、その他１，６３５万２，０００円は、風力発電施設損害保険

の財物保険分などで、残り３，６５４万４，０００円は一般財源です。事業効果としまして、

落雷により２年間停止した２号機が再稼働し、洋上風力発電施設２基の稼働により、クリーン

エネルギーの推進及び創出等が図られたものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では３１９ページから３３３ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） この事業に関連して確認も含めて質問させています。このように２年

度で行われたことですが、日付を私から言えないんで失礼なんですけど、この風力のようは在

り方、常任委員会の説明で、いろいろな事例合わせて報告いただいて、その報告をいただいた

上で私の考えとしては、いろいろな洋上風力の計画もあるし、再三にわたって破損した保険の

交渉だと、見回りだと、職員の苦慮も考えて、これは閉めて、モニュメント、レプリカそれを

早期に立ち上げるべきだというふうなことで町長の考えを聞いたんですが、町長は、お金がか

からない方向で考えるということでしたけど、その後何らかのその方向性が出されたんであれ

ば、この場で示していただきたいと思いますけど町長いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いろいろな方法があるというふうに思いますが、まだその方向は定ま

ってはおりません。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第１０号を認定することに、ご異議ございませんか。
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（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１０号は認定することに決しました。

整理番号第１１、認定第１１号令和２年度せたな町病院事業会計決算を議題といたします。

別冊の病院事業会計決算附属資料により内容の説明を求めます。

国保病院西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） それでは病院事業会計につきまして、別冊の決算附属資

料により各医療機関ごとにご説明申し上げます。

資料の２８ページをご覧願います。国保病院の事業効果表でございます。まず収益的支出に

ついてご説明いたします。決算額９億７，８００万３，０００円、財源内訳は国道支出金１億

５，７５５万４，０００円、繰入金２億２，３５５万１，０００円、病院事業財源５億９，６

８９万８，０００円でございます。事業実績につきましては、入院収益では病床数は、一般病

床６０床、入院診療実日数３６５日、１日平均入院患者数３１．１人、年間入院患者数は１万

１，３３６人、対前年度５３人の減、収益では３億３，３３９万７，０００円、対前年度２，

１９０万１，０００円の増となってございます。患者数につきましては、前半期は前年を上回

る状況でありましたが、１０月から１２月にかけまして大きく減少いたしまして、最終的には

前年度並みとなった次第でございます。収益につきましては、新型コロナ関連の病床確保や地

域包括ケア病床への転換などの見直しを行いました結果、増収となったものでございます。

次に外来収益では、外来診療実日数２４３日、１日平均外来患者数９１．４人、年間外来患

者数は２万２，２２０人、対前年度４，３３２人の減、収益では１億９，８６４万５，０００

円、対前年度では２，５８３万４，０００円の減となってございます。発熱外来や各種専門外

来、夜間診療を継続して行いまして利用者の利便性を図った次第ですが、歯科部門の廃止や感

染予防をしっかり行ったことに伴う発熱患者等の減少などの影響によりまして、患者数は減少

となったものでございます。

次に訪問看護事業収益では、訪問件数、収益ともに記載のとおりでございまして、前年度を

上回っている状況でございます。

次に２件の事業につきましては、新型コロナウイルス関連の国の補助事業となってございま

す。合わせて５事業ございますが、総額といたしましては１億５，３８６万２，０００円とな

っております。

続きまして２９ページ資本的支出でございます。決算額２，７４４万６，０００円、財源内

訳は国道支出金１，１６８万１，０００円、繰入金７３０万７，０００円、病院事業財源は８

４５万８，０００円でございます。事業実績では、建設改良費の４事業合わせまして１，９２

２万５，０００円と、企業債の償還金８２２万１，０００円となってございます。

続きまして４８ページをご覧願います。４８ページは瀬棚診療所の事業効果表でございます。

はじめに収益的支出について説明申し上げます。決算額１億２，５１４万３，０００円、財源

内訳は国道支出金５１４万５，０００円、繰入金３，２０５万３，０００円、病院事業財源８，
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７９４万５，０００円でございます。事業実績は、外来収益では外来診療実日数が、医科が２

１３日、歯科は２３７日、１日の平均外来患者数は、医科が３６．０人、歯科が２６．８人と

なってございます。年間外来患者数は１万４，０１０人、対前年度１，１８０人の減、収益で

は７，６５５万６，０００円、対前年度５５１万５，０００円の減となった次第でございます。

次に資本的支出でございます。決算額３０５万８，０００円、全額病院事業財源でございま

す。２０年間使用しました歯科の診察台を更新したものでございます。

続きまして６８ページをご覧願います。大成診療所の事業効果表になります。まず収益的支

出でございます。決算額１億５，９５２万１，０００円、財源内訳は国道支出金１，４９３万

４，０００円、繰入金７，４９３万２，０００円、病院事業財源６，９６５万５，０００円で

ございます。事業実績は、まず外来収益では、外来診療実日数が２３９日、１日平均外来患者

数は２５．８人となっております。年間外来患者数は６，１７５人、対前年度では１，７９５

人の減、収益では６，６０５万２，０００円、対前年度１，６１２万１，０００円の減となっ

てございます。

次に資本的支出でございます。決算額４５３万５，０００円、財源内訳は繰入金２６０万２，

０００円、病院事業財源１９３万３，０００円でございます。事業実績は、建設改良費で血圧

や心電図などを監視する生体監視モニタの更新に２８６万円、企業債の償還金に１６７万５，

０００円となってございます。

以上で病院事業会計の説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。決算書では３３５ページから３７６ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第１１号を認定することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１１号は認定することに決しました。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

以上で本特別委員会に付託された１１会計の決算審査は終了いたしました。

本委員会は全１１会計全てを認定すべきものと決定いたしましたので、本会議にその旨報告
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いたします。

これをもって決算審査特別委員会を閉会いたします。

長時間にわたってご苦労さまでした。

閉会 午後０時０３分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。

令和４年１月１７日

委 員 長 熊 野 主 税

署 名 委 員 道 高 勉

署 名 委 員 大 湯 圓 郷


